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誤りやすい事例（株式等譲渡所得関係令和 6 年版）

項 目

1 株式等の範囲・所得区分・損益通算

2 取得費関係

3 経費関係

4 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例関係（措法37条の11の2)

5 特定口座関係

6 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除（措法37条の12の2)関係

7 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例（措法8条の4)関係

※ ここに掲載している事例は、ポイントが分かりやすいよう要旨のみを記載しています。

このため、個閃の納税者が行う具体的な取引の課税関係は、その事実関係等に応じて、

この事例（正しい取扱い）の内容と異なることがあるため注意が必要です。



資産課税関係 誤りやすい事例 （株式等譲渡所得関係）

年分の定義1本年→令和 6年 1前年→令和 5年1前々年→令和 4年1 （令和6年版）

誤った取扱い I 正し い 取扱い

【1 株式等の範囲・所得区分・損益通算】

1 -1 公社使の譲渡をしたが、その譲渡益については 1 -1 公社俯の譲渡益は、その種類に応じ、一般株式

非課税であるので、申告はしていない。 等に係る該渡所得等又は上場株式等に係る譲渡

所得等に該当し、原則、申告分離課税で申告が

必要である（措法37の10①②、 37の11①②)。

なお、平成27年12月31日以前に発行された公社

佃（同族法人が発行したものを除く）について

は、上場株式等に含まれる（措法37の11②十四）。

ただし、公社使の譲渡のうち非課税とされるも

のについては、 1-3のとおり。

1-2 証券会社を通じて売却した上場株式の譲渡損と 1-2 上場株式の譲渡損失の金額と非上場株式の譲渡

同年中の非上場株式の譲渡益を通箕した。 益の金額とは通箕できない。

1-3 発行時に伯還差益について源泉分離課税されて

いた割引伯を売却した。 公社伎の譲渡について

は、申告分離課税となるので上場株式等に係る

譲渡所得等として申告した。

1-4 株式に係る譲渡損失が発生したので、給与所得

と損益通箕した。

1-5 所有していた譲渡所得の基因となる株式の発行

会社が倒産したため、取得価額の全額を譲渡損失

として他の株式の譲渡益と損益通箕して申告し

た。

株式等の譲渡については、一般株式等に係る譲

渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等に区分し

て計窃することとなり、それぞれの所得の損失に

ついては生じなかったものとみなされるため、一

般株式に係る譲渡所得等と上場株式等に係る該渡

所得等の損益を通鍔することはできない （措法37

の10①、 37の11①、措通37の10• 37の11共ー 3)。

1 -3 公社俯のうち、一定の割引伯で、その発行時に

佑還差益について源泉分離課税された割引伯につ

いては、措法37の10及び37の11の 「株式等」の範

囲から除かれており 、その割引侶の譲渡による所

得は非課税となる（措法37の10②七、 37の15①、

41の12⑦、措令25の8③、措通37の10• 37の11共
-20う。

1 -4  申告分離課税である一般株式等に係る譲渡所得

等又は上場株式等に係る該渡所得等の損失は、

総合課税の所得との損益通算をすることはできな

い（措法37の10①、 37の11①)。

1-5 所有していた譲渡所得の基因となる株式の発行

会社の倒産等によりその所有する株式の価値が無

くなったとしても、譲渡したことにはならないの

で、譲渡損失とすることはできない。

ただし、倒産等で事業所得又は雑所得の基因と

なる株式の価値がなくなった場合、取得価額相当

額は、その事業所得又は雑所得の必要経喪に算入

する（所法37①、所法51④、措法37の10、37の

11)。
なお、特定口座で管理されている株式の会社が

上場廃止後、清箕結了等をした場合で一定の要件

を満たす場合には、誤渡による損失の金額とみな

すとともに、その損失の金額は上場株式等に係る

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例（措法37

の12の2)の適用ができる（措法37の11の2①)。
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誤った取扱 い

1 -6  TOB （自己株式の株式公開買付け）に応じて

上場株式を譲渡した場合の所得区分を、全額につ

いて株式等に係る譲渡所得等とした。

1-7 NISA（少額投資非課税制度）の非課税口座

で譲渡損失が発生したので特定口座や一般口座で

の譲渡益と損益通節して申告した。

【2 取得費関係】

2-1 取得喪を先入先出法で計算した。

2-2 総平均法に準ずる方法により取得毀を計箕して

いたところ、 1株当たりの取得価額に端数が生じ

たためこれを切り捨てた。

正しい取扱い

1 -6 上場会社等が自己の株式の公開買付けを行う

場合には、その上場会社等の株式の譲渡の対価と

して交付を受ける金銭の額がその上場会社等の

資本金等の額のうちその交付の基因となった株式

に対応する部分を超えるときにおけるその超える

部分の金額については、自己の株式の取得の場合

のみなし配当課税が行われる（所法25①五、措法

37の10③五、 37の11③)。

1-7 非課税口座で取得した上場株式等を売却したこ

とにより生じた損失はないものとみなすことか

ら、他の上場株式等の配当等や譲渡益との損益通

箕や繰越控除をすることはできない（措法37の14

②)。

2-1 株式等に係る譲渡所得又は雑所得に該当する場

合、取得喪は、「総平均法に準ずる方法」、株式等

に係る事業所得に該当する場合は「総平均法」に

より計算する（所法48①③、所令105①、 108①、

118①、措令25の8⑧、 25の9⑪)。

※ 「総平均法に準ずる方法」とは、株式等を

その種類及び銘柄の異なるごとに区分し、その

種類等の同じものについて、その株式等を最初

に取得した時（取得後において既にその株式等

を譲渡している場合には、直前の譲渡の時）

から、その謡渡の時までの期間を基礎として、

総平均により 1単位当たりの金額を計算する

方法をいう。

2-2 総平均法に準ずる方法により計算された 1単位

当たりの金額に 1円未満の端数（公社依は額面100

円当たりの価額とした場合の小数点以下2位未満

の端数）があるときは、その端数を切り上げる

（措通37の10• 37の11共ー14)。

2-3 取引報告害を無くしてしまい、取得価額が分か 2-3 次の方法によって箕定した取得価額によること

らないので0円とした。 1 ができる。
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1 取引報告害を保存していない場合で、過去10

年間に証券業者で購入したものは、その証券

業者で確認の上、取得価額を箕定する。

2 取引報告書又は 1の方法により確認できない

場合で、日記帳、預金通帳などの本人の手控え

により取得価額が分かればそれによる。

3 2によっても確認できない場合には、その

上場株式等の名義密換時期を調べてその時の

相場により取得価額を算定する。

なお、該渡価額の 5％の方が有利な場合は、

これを取得袈として計箕して差し支えない（措通

37の10• 37の11共ー13)。



誤った取扱い I 正しい取扱い

2-4 一般口座の申告の際には、全ての取引の取引報 2-4 一般口座の申告の際には、譲渡所得等の金額の

告書を添付しなければならないとした。 計箕明細書を添付すれば足り、原則として取得

【3 経費関係】

価額等を証する書類の提出は要しない（措令25の

8⑭、25の9⑬、措規18の9②)。

3 口座保管料は維持管理喪用であり 、譲渡に直接 要 3 株式等に係る譲渡所得に該当する場合、口座保管料

した喪用ということができないので、株式等に係る譲 を経要とすることはできないが、株式等に係る事業所

渡所得等の経喪に箕入しなかった。 得又は雑所得の場合は、販売喪 ・一般管理袈の控除が

【4 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係

る譲渡所得等の課税の特例関係（措法37の11の2)】

認められているため、申告年分に係る口座保管料を経

喪とすることができる（所法37①)。

※ 株式等の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所

得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的

として継続的に行われているかどうかにより判定す

る。

なお、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金

額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計箕上

次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得について

は、該渡所得として取り扱って差し支えない（措通

37の10• 37の11共ー 2)。
① 上場株式等で所有期間が 1年を超えるものの

譲渡による所得

② 一般株式等の譲渡による所得

（注） この場合において、信用取引の方法による

上場株式等の譲渡など①以外の上場株式等の

譲渡による所得については、事業所得又は雑

所得として取り扱って差し支えない。

4-1 所有していた上場株式の発行法人が破産して価 4-1 次の株式等について破産手続開始決定などの

値が無くなってしまったが、株式の譲渡があった 一定の事実が生じたときは、一定の方法により

わけではないので、他の株式の譲渡益との通箕は 計箕された金額は上場株式等を譲渡したことによ

できないとした。 る損失の金額とみなすことができる（措法37の11
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の2①、措令25の9の2③)。

① 特定管理株式等（「特定管理口座（※ 1、

2)」に上場株式等に該当しないこととなった日

以後引き続き保管の委託がされている内国法人

が発行した株式又は公社伯）

② 特定口座内公社伎（特定口座に係る振替口座

舘に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に

保管の委託がされている内国法人が発行した

公社伯）

※1 特定管理口座とは、上場株式等に該当しな

いこととなった株式について、特定口座から

の移管により保管の委託がされることその他

一定の要件を満たす口座をいう。

※2 令和3年度税制改正により、特定保有株式

（平成21年 1月4日において特定管理株式等

であった株式で、同年 1月5日に特定管理口

座から払い出されたもののうち、同日以後そ

の同一銘柄の株式を譲渡等していないことの



誤った取扱い

4-2 措法37条の11の2の適用をしても控除しきれ

ない損失があったが、上場廃止されており、上場

株式等には該当しないため、翌年以降に繰越しは

できないとした。

4-3 特定口座から特定管理口座に移管された公社伯

について、その公社俄を発行した法人が消箕結了

して公社依の価値を失ったが、株式ではないので

この特例の適用をしなかった。

【5 特定口座関係】

正しい取扱い

一定の証明がされたもの）については、令

和 3年分以後、本特例の適用対象から除外さ

れている。

4-2 この特例を適用してもなお控除しきれない損失

の金額については、上場株式等に係る譲渡損失の

繰越控除の特例（措法37の12の2)に規定する上

場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金

額とみなされるので、申告分離課税を選択した配

当所得等と損益通算及び翌年以降3年間の繰越控

除ができる（措法37の11の2、37の12の2)。

4-3 特定管理口座又は特定口座で管理されている内

国法人が発行した公社侶につき、その公社伯を発

行した法人の清箕結了等の事実が生じた時は、価

値を失ったことによる損失の金額を譲渡による損

失の金額とみなすとともに、その損失の金額は上

場株式等に係る譲渡損失の損益通箆及び繰越控除

の特例（措法37の12の2)の適用ができる（措法37

の11の2①)。

5-1 同一銘柄の株式を一般口座と特定口座で取引を 5-1 特定口座内保管上場株式等は、特定口座ごとに

した場合、両口座分を合わせて総平均法又は総平 他の口座の所得と区分して、その特定口座に係る

均法に準ずる方法により取得毀の計算をしなけれ 株式等に係る譲渡所得等の金額を計箕する（措法

ばならないとした。 37の11の3①)。

すなわち、それぞれの口座ごとに取得価額を

計算することとなる。

5-2 特定口座（源泉徴収口座）で本年12月に譲渡 5-2 株式等の譲渡所得等においても、総収入金額の

契約（約定）を行い翌年 1月に決済（受渡）を 収入すべき時期については、原則として引渡しの

行ったものについて、契約（約定）ベースを選択 日（受渡日）とし、納税者の選択により契約の日

し、本年分として申告した。 （約定日）とすることができるとされている

5-3 上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得等の金額

の計算に当たっては、特定口座（瀕泉徴収口座）

での譲渡分も必ず含めて計箕する必要があるとし

た。

5-4 専業主婦の妻が特定口座（瀕泉徴収口座）で

50万円の利益を出したため、夫の所得税の計箕に

おいて配偶者控除の適用は受けられないとする

申告を行った。

（措通37の10• 37の11共ー 1)。

しかし、特定口座（源泉徴収口座）の場合は、

金融商品取引業者が収入金額及び必要経喪等の

計算を行うことを前提に特定口座（源泉徴収ロ

l 座）の制度を選択したものと解されるため、受渡

日を基準とした計箆について、申告により異なる

日（約定日）を選択して計箕することはできな

vヽ

5-3 特定口座（源泉徴収口座）における所得の金額

又は損失の金額を株式等に係る譲渡所得等の金額

又は損失の金額から除外して、その年分の確定

申告を行うことができる（いわゆる申告不要制

度） （措法37の11の5①)。

5-4 申告不要を選択した特定口座（源泉徴収口座）

における所得又は損失の金額は、所法2条①三十

（寡婦）から三十四の四 （老人扶養親族）の判定

の際に用いられる「合計所得金額」及び所令11条

の2② （ひとり親の範囲）に規定する 「その年分

の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の

-4 -



誤った取扱い 正しい取扱い

合計額」に含まれない（措令25の10の12①-、措

通37の11の5-1)。

したがって、妻が特定口座（源泉徴収口座）に

おける所得を申告しないのであれば、 50万円は妻

の合計所得金額には含まれず、「合計所得金額が48

万円以下である者」という要件を満たすことか

ら、夫の所得税の計冥において他の要件を満たす

場合は、配偶者控除の適用を受けることができる

（所法2①三十三、三十三の二、83)。

また、妻が特定口座（源泉徴収口座）における

所得を申告するのであれば、 50万円は妻の合計所

得金額に含まれるため、左記のとおり夫の所得税

の計算において配偶者控除の適用は受けられな

i,,ヽ0

※ ただし、配偶者特別控除の適用を受けること

はできる（所法83の2)。

5-5 特定口座（源泉徴収口座）が2つ以上ある場合 5-5 特定口座（源泉徴収口座）内の所得を申告する

において、特定口座（瀕泉徴収口座）内の所得を かしないかは、口座ごとに選択することができる

申告する場合は、全ての口座を申告する必要があ （措通37の11の5-2)。

るとした。

5-6 特定口座（源泉徴収口座）内の所得を申告せ

ず、医療喪控除のみの申告をしたが、特定口座

（源泉徴収口座）内の所得を申告した方が遠付額

の多いことが後から分かったため、更正の請求が

できるとした。

5-7 特定口座（源泉徴収口座）内の所得を申告し

て、還付を受けたが、社会保険料の負担額が増え

たので特定口座（源泉徴収口座）の所得を除外し

て修正申告害を提出した。

【6 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控

除（措法37条の12の2)関係】

6-1 上場株式の相対取引（金磁商品取引業者等を介

さない取引）で生じた損失について、上場株式の

取引であることから、上場株式等に係る談渡損失

の損益通算及び繰越控除の特例（措法37の12の

2)の適用が受けられるとした。

5-6 当初申告において申告しなかった特定口座（源

泉徴収口座）は、申告不要制度を選択したことと

なり 、その後の修正申告や更正の請求において、

その口座における所得又は損失の金額を株式等に

係る譲渡所得等の金額の計算上鍔入することはで

きない（措通37の11の5-4)。

5-7 特定口座（源泉徴収口座）において生じた所得

又は損失の金額を申告した後、その後の更正の請

求や修正申告害を提出する場合において、株式等

に係る譲渡所得等の金額の計箕上、その口座にお

ける所得又は損失の金額を除外することはできな

い（措通37の11の5-4)。

6-1 上場株式等に係る譲渡損失の損益通箕及び繰越

控除の特例（措法37の12の 2)の適用はできな

1,,ヽ

この特例を適用できるのは、上場株式等を金融

商品取引業者等への売委託により行う譲渡など、

一定の譲渡により生じた損失に限られ、いわゆる

相対取引、外国において外国の証券会社を介して

行う譲渡又は税制適格ストックオプションの権利

行使に基づいて取得した株式を保管証券会社から

引き出したことによるみなし譲渡などは、この

一定の譲渡には該当しない（措法37の12の2②)。

なお、上場株式の相対取引による譲渡であって

も、上場株式等の譲渡になることから、上場株式

等の譲渡所得の金額の計箕上、所得内通箕をする

こととなる（措法37の11①)。
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誤った取扱 い

6-2 TOB （株式公開買付け）に応じて上場株式を

譲渡したが、その取引が金融商品取引所外で行わ

れたものであることから、上場株式等に係る譲渡

損失の損益通箕及ぴ繰越控除の特例（措法37の12

の2)は適用できないとした。

正しい取扱い

6-2 TOBに応じて上場株式等を譲渡した場合も、

措法37条の12の2②ーに規定する金融商品取引業

者等への売委託による譲渡に該当すれば、上場株

式等に係る譲渡損失の損益通箕及び繰越控除の特

例の適用がある（措法37の12の2②)。

6-3 外国の上場株式を外国の証券会社（日本で内閣 16-3 金融商品取引法第29条の内閑総理大臣の登録を

総理大臣の登録を受けていない。）を通じて売買し

た際に生じた損失について、上場株式等を証券業

者への売委託により売却しているため、上場株式

等に係る譲渡損失の損益通箕及び繰越控除の特例

（措法37の12の2)の適用が受けられるとした。

6-4 「整理銘柄」、 「監理銘柄」に指定された上場株

式等を譲渡したが、上場株式等に係る誤渡損失の

損益通算及び繰越控除の特例（措法37の12の2)

は適用できないとした。

6-5 所得税の扶養控除の対象となる扶養親族に該当

するかどうかなどを判定する際の 「合計所得金

額」を、前年からの上場株式等に係る譲渡損失の

繰越控除の適用後の金額をもって判定した。

6-6 前年に特定口座（源泉徴収なし）において上場

株式等を譲渡したことにより譲渡損失が発生した

が、これを当初の確定申告書に記載せずに申告し

ていた。本年は上場株式等の譲渡所得が黒字と

なったが、前年分の申告書に譲渡損失を繰り越す

とする記載がないので、その損失の金額を本年分

の株式等に係る譲渡所得等の金額から控除するこ

とはできないとした。

受けていない金融商品取引業者は、措法37条の12

の2②ーに規定する金融商品取引業者等に当たら

ず、上場株式等に係る譲渡損失の損益通箕及ぴ

繰越控除の特例の対象にはならない。

ただし、信託会社の国内にある営業所に信託さ

れている上場株式等の譲渡で、その営業所を通じ

て金融商品取引法第58条に規定する外国証券業者

への売委託により行うもの又は外国証券業者に対

して行うものについては、上場株式等に係る譲渡

損失の損益通算及び繰越控除の特例の対象となる

（措法37の12の2②九、十）。

6-4 「整理銘柄」、 「監理銘柄」に指定された株式等

は、まだ上場廃止となっていないので、上場株式

等に該当し、上場株式等に係る譲渡損失の損益通

箕及び繰越控除の特例の適用対象となる。

6-5 所得税の扶養控除の対象となる扶養親族に該当

するかどうかなどを判定する際の 「合計所得金

額」は、前年からの上場株式等に係る譲渡損失の

繰越控除の適用前の金額をもって判定する（措法

37の10⑥-、 37の11⑥)。

6-6 確定申告密に上場株式等に係る譲渡損失の金額

に関する明細密の添付がない場合であっても、

更正の請求において当該譲渡損失の金額が明らか

にされた場合には、確定申告書に当該上場株式等

に係る譲渡損失の金額に関する明細害の活付が

あった場合と同様に取り扱うこととされている

（措通37の12の2-5、措法37の12の2⑦)。した

がって、前年分の申告について更正の請求を した

上で、本年分の申告において、前年分の譲渡損失

の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の計算上、

控除することができる。

※ 前年分の譲渡損失を本年分の上場株式等に係

る譲渡所得の金額から控除するためには前年分

の申告についての更正の請求は、本年分を申告

する前（同日を含む。）までに行う必要がある。

※ 特定口座（源泉徴収口座）内の所得について

は、当初申告において申告していない場合は、

申告不要を選択したこととなるため、更正の請

求は認められない。

6-7 前年に上場株式等に係る該渡損失の金額があっ 6-7 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用す

たが、確定申告をしていなかったので、本年分で るためには、譲渡損失が生じた年分について確定

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は適用でき 申告密付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通

ないとした。 箕及び繰越控除用）を恭付した確定申告密を提出
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誤った取扱い 正しい取扱い

するとともに、その後の年分についても確定申告

書付表を添付した確定申告書を連続して提出する

必要がある。この確定申告書には期限後申告密が

含まれる（所法2①三十七、措法2①+、 37の12

の2⑦)。

したがって、本年分を申告する前（同日を含

む。）までに前年分について特例を適用した期限後

申告苦を提出すれば、本年分の当初申告において

繰越控除の適用を受けることができる。

※ 本年分の申告をした後に、前年分の期限後

申告密を提出し、本年分について繰越控除を

求める更正の請求をすることはできない。

6-8 甲は、前々年分の上場株式の譲渡損失について 6-8 甲は、前年分の申告において、確定申告害付表

翌年以降に繰り越すための申告を適正に行った。 （上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越

しかし、前年分については、株式取引がなかっ

たため、医療喪控除の申告のみを行った。

本年分については、株式譲渡の年間取引が黒字

となった。

そこで、前年分の申告について、申告し忘れた

前々年分からの繰越損失を計上する旨の更正の請

求を行った上で、本年分の申告において、この繰

越損失を控除することとした。

6-9 当初の確定申告において上場株式等に係る譲渡

損失の金額を申告し、申告期限後になって当該損

失の金額が過少であることに気が付いたが、更正

の請求はできないとした。

6-10 公募公社俄投資信託を証券業者への売委託によ

り売却し、損失が発生したが、上場株式等に係る

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用は

受けられないとした。

6-11 上場株式等の配当所得について配当控除を適用

するため総合課税を選択の上、上場株式等に係る

譲渡損失の金額と損益通算して申告した。

控除用）を添付していないことから、繰越控除の

要件である上記付表を添付の上で連続して確定申

告書を提出したことにならない。よって、通法23

条 1項にいう「課税標準等若しくは税額等の計箕

が国税に関する法律の規定に従っていなかったこ

と又は当該計箕に誤りがあったこと」に該当しな

いから、前年分の更正の請求には理由がないこと

となる。

したがって、甲は、本年分において一昨年分の

譲渡損失を控除することはできない。

6-9 課税標準等の計箕が国税に関する法律の規定に

従っていなかったこと又は計算に誤りがあったこ

とにより、申告芯に記載した純損失等の金額が過

少であるときは、更正の請求をすることができる

（通法23①二）。この純損失等の金額には、上場株

式等に係る譲渡損失の金額が含まれるため、更正

の請求をすることができる（通法2六ハ（1)、措法

37の12の2⑩)。

※ 特定口座（源泉徴収口座）内の所得について

は、当初申告において申告していない場合は、

申告不要を選択したこととなるため、更正の請

求においてその所得又は損失の金額を譲渡所得

等の金額の計箕上算入することは認められな

vヽ。

6-10 公募公社俄投資信託の譲渡は、上場株式等に係

る譲渡所得等に含まれるため、上場株式等に係る

譲渡損失の損益通箕及び繰越控除の特例の適用は

受けられる（措法37の11②二）。

6 -11 上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合に

は、上場株式等に係る配当所得の金額と損益通勾

することができるが、この損益通箕の対象となる

上場株式等に係る配当は、申告分離課税を選択し

たものに限られる（措法8の4①、措法37の12の

2①)。

なお、この損益通算の対象には、特定公社伯等

の利子所得（特定公社伯の利子、公募公社佃投資

信託の収益の分配等）が含まれる。
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誤った取扱い

6 -12 過去3年の各年分に生じた上場株式等に係る繰

越損失の金額があり、当年も上場株式等に係る譲

渡損失が生じている場合、当年の上場株式等に係

る配当所得からこれらの損失を差し引く順序は、

納税者有利な一番古い年分からであるとした。

【7 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例（措法

8条の4)関係】

7-1 特定口座（源泉徴収口座）の譲渡損失について

は申告したが、同口座の配当所得等は申告しな

かった。

正しい取扱い

6-12 損益通算と繰越控除の両方がある場合、上場株

式等に係る配当所得等（上場株式等に係る利子所

得または申告分離課税を選択した上場株式等に係

る配当所得）から損失を控除する順序は次のとお

りとなる（措法37の12の2①、④、⑤、措令25の

11の2⑧)。

① 本年分（損益通算）

② 本年の3年前分

③ 本年の2年前分

④ 本年の前年分

7-1 特定口座（源泉徴収口座）における上場株式等

の譲渡による所得とその特定口座（瀕泉徴収ロ

座）に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当

所得等のいずれかのみを申告する ことは可能だ

が、特定口座（源泉徴収口座）の譲渡損失の金額

を申告する場合には、その特定口座（源泉徴収ロ

座）に受け入れた上場株式等の配当等に係る利子

所得及び配当所得も併せて申告しなければならな

い（措法37の11の6⑩)。

7-2 特定口座（源泉徴収口座）への受入れを行って 7-2 特定口座（瀕泉徴収口座）への受入れを行って

いる配当について申告する場合は、申告分離課税 いる配当であっても、申告においては、総合課税

しか選択できないとした。 と申告分離課税のいずれかを選択できる（措法

7-3 上場株式等の配当等に係る配当所得について、

申告分離課税を選択するとともに、配当控除を適

用して申告した。

7-4 上場会社であるA株式会社及びB株式会社から

受領した配当の確定申告を行うに当たり、 A株式

会社に係る配当については総合課税を選択し、

B株式会社に係る配当については申告分離課税を

選択することとした。

7-5 上場株式の配当が年間10万円を超えた場合は、

必ず確定申告をしなければならないとした。

8の4①②)。

なお、上場株式等の配当等に係る利子所得は

総合課税を選択できない（措法8の4①)。

また、上場株式等の配当等に係る配当所得は

総合課税とし、上場株式等の配当等に係る利子所

得は申告分離課税とすることはできる。

7-3 申告分離課税を適用した上場株式等の配当等に

係る配当所得については、配当控除をすることは

できない（措法8の4①)。

7-4 上場株式等の配当等に係る配当所得を確定申告

する場合には、その申告をする上場株式等の配当

等に係る配当所得の全てについて、総合課税又は

申告分離課税のいずれか一方を選択することにな

る（措法8の4②)。

7-5 上場株式の配当については、大口株主等を除

き、金額の多寡にかかわらず申告不要を選択でき

る（措法8の5①二）。

なお、それ以外の株式の配当については、 1回

に支払を受けるべき配当の金額が、次により計箕

した金額以下である場合には、確定申告を要しな

い（措法8の5①-)。

10万円X配当計箕期間の月数（注）-:-12

（注） 配当計算期間が1年を超える掲合には、12か月と

して計箕し、配当計鍔期聞に1か月に満たない端数
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誤った取扱い 正しい取扱い

がある場合には、 1か月として計互する。

また、公社伯等のうち上場株式等に区分される

特定公社依等の利子についても申告不要を選択で

きる（措法8の5①七）が、申告する場合には、

総合課税は選択できず申告分離課税となる（措法

8の4①六）。

7-6 特定口座（源泉徴収口座）への受入れを行って 17-6 特定口座（源泉徴収口座）内の一部の配当等の

いる配当等について、 3銘柄について申告し、

2銘柄について申告不要を選択した。

みを申告することはできない。

特定口座（源泉徴収口座）に受け入れた上場株

式等に係る配当所得等を申告するかどうかの選択

の単位は、特定口座（源泉徴収口座）内の配当等

に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計

額 ごととなる（措法37の11の6⑨)。

7-7 投資信託の特別分配金を配当所得の収入金額に 7-7 投資信託の特別分配金は、信託財産の元本の払

加算して計葬した。 1 戻しに当たるため、非課税である（所法 9①+

ー、所令27)。
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資産課税関係 誤りやすい事例

（土地等譲渡所得関係 令和6年分用）

大阪国税局
資産課税課



誤りやすい事例（土地等譲渡所得関係令和 6 年版）

項 目

1 収入金額関係

2 取得費関係

3 譲渡費用関係

4 所得区分関係

5 損益通算関係

6 所法58条（固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例）関係

7 所法64条2項（保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例）関係

8 措法31条の2（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）関係

， 措法31条の3（居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）関係
10 措法33条・33条の4（収用等の場合の譲渡所得の特別控除等）関係

11 措法34条（特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）関係

12 措法34条の2（特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）関係

13 措法35条1項（居住用財産の譲渡所得の特別控除）関係

14 措法35条3項（被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除）関係

15 措法35条の2（特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除）関係

16 措法35条の3（低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除）関係

17 措法37条（特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例）関係

18 措法40条（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）関係

19 措法40条の3の2（債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例）関係

20 措法41条の5（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）関係

21 措法41条の5の2（特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）関係

※ ここに掲載している事例は、ポイントが分かりやすいよう要旨のみを記載しています。

このため、個閃の納税者が行う具体的な取引の課税関係は、その事実関係等に応じて、

この事例（正しい取扱い）の内容と異なることがあるため注意が必要です。



資産課税関係 誤りやすい事例 （土地等譲渡所得関係）

年分の定義は年→令和 6年 1前年→令和 5年 1前々年→令和 4年 （令和6年版）

誤った取扱い

【1 収入金額関係】

1 -1 譲渡所得の計箕に当たって、実測籾算金がある

にもかかわらず、売買契約書に記載された売買代

金のみをもって譲渡価額とした。

1 -2 売買契約において、売却後の期間に対応する

固定資産税精箕金を買主が支払う旨の特約があっ

たが、売買契約密に記載された売買代金のみを

もって譲渡価額とした。

1 -3  貸家（店子付き）を売却した場合の譲渡所得の

計箕に当たって、預り保証金を持ち回りとしてい

る （※）にもかかわらず、売買契約害に記載され

た売買代金のみをもって譲渡価額とした。

※ 預り保証金の持ち回り（持ち回り保証金）と

は、売却時に譲渡者と譲受者間で預り保証金を

潜算せずに譲受者が保証金返還義務を引き継ぐ

こと。店子が退去した場合は譲受者が保証金を

返還することとなる。

正しい取扱い

1 -1 売買契約密の特約条項欄の内容等を確認し、実測

精箕金があり、売買代金とは別に受領している場合

は、 売買代金にその金額を加算して譲渡価額とする

（所法36①)。

1-2 売買契約書の特約条項欄の内容等を確認し、固定

資産税精算金があり、売買代金とは別に受領してい

る場合は、売買代金にその金額を加箕して譲渡価額

とする（所法36①)。

※ 取得時に固定資産税精箕金を支払っている場合

は、その金額を取得価額に加茄する。

1-3 売買契約害の特約条項襴の内容等を確認し、持ち

回り保証金がある場合は、当該持ち回り保証金は保

証金返還義務の消派という経済的利益であり、 売

買代金にその金額を加算して譲渡価額とする（所法

36①②)。

※ 取得時に持ち回り保証金がある場合は、その金

額を取得価額に加算する。

1-4 法人に対して、時価3,000万円の不動産を1,ooo I 1 -4 個人が法人に対して、時価の2分の 1未漑の価額
万円で売却したため、譲渡価額は1,000万円として で譲渡した場合には、時価（事例の場合は、 3,000万

譲渡所得の計箕をした。 円）により譲渡したとみなされる（所法59①二、

1-5 父は、自身が所有する時価3,000万円の不動産を

1, 000万円で長男に売却したが、時価が3,000万円

であったため、譲渡価額は3,000万円として譲渡

所得の計箕をした。

1-6 被相続人の相続財産の迪産分割において、長男

は、全ての財産を相続する代わりに、従来から所

有していたA不動産を代伯財産として他の相続人

（二男）に引き渡したが、迫産分割を要因とする

ものであるため、誤渡所得の申告は不要とした。

所令169)。
なお、その譲受法人は、譲受価額と時価との差額

（事例の場合は、 2,000万円）を受贈益として益金の

額に葬入しなければならない（法法22②)。

また、譲受法人の株主について、低額譲受による

株価の上昇があった場合、当該株主に対し贈与税が

課される場合がある（相法9、相基通9-2)。

1 -5 父は、譲渡価額を1,000万円として譲渡所得の計

箕を行い、長男は、時価と売買価格との差額2,000万

円について贈与税が課税される（所法36①、相法

7、個別通達平元．3.29直評5)。

なお、事例では、時価の 2分の 1未満の価額で譲

渡した場合に該当するので、父の譲渡価額が取得袈

と譲渡喪用の合計額に満たないときは、その不足額

（赤字箕出額）は譲渡所得の金額の計箕上なかった

ものとみなされる（所法59②、所令169)。・

※ 低額譲渡により取得した賓産の取得喪について

は、所基通60-1を参照のこと。

1-6 長男は、 二男にA不動産を引き渡した時点で、 A

不動産を時価により譲渡したことになり、譲渡所得

の課税の対象となる（所法36①②、所基通33-1の

5)。

※ 代依分割に係る資産の取得我については、所基

通38-7を参照のこと。
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誤った取扱い 正しい取扱い

1-7 妻と離婚することになり 、居住用不動産を財産

分与したが、慰謝料として渡したものであるため

譲渡所得の申告は不要とした。

1-8 競売で土地及び建物を譲渡した場合には、非課

税所得に該当するとした。

1-9 本年8月に死亡した父からの相続に当たり、

迫留分侵害額の請求を受けたが、金銭の支払に

代え、相続した財産のうち土地及び建物を迫留分

権利者に引き渡した。

この場合は、相続手続の一環なので該渡所得の

申告は不要とした。

【2 取得費関係】

2-1 所有する士地を売却するために借地人に支払っ

た立退料は、該渡喪用に当たるとして談渡所得の

計算を行った。

2-2 造成後に売却した土地の譲渡所得の計節につい

て、概箕取得毀（5％)と造成喪の合計額を取得

喪として計箕を行った。

1-7 不動産を分与（所有権移転）した場合、その時の

不動産の時価で譲渡が行われたことになるため、

その不動産の時価を譲渡価額として譲渡所得の計箕

を行う（所法36①②、所基通33-1の4)。

※ 財産分与の時点で、離婚により財産分与者と相

手方（元妻）に親族関係がなければ、分与した不

動産が各種居住用財産の特例等の要件を満たす場

合は、当該特例の適用が受けられる。

※ 財産分与により取得した資産の取得要について

は、所基通38-6を参照のこと。

1-8 競売であったとしても、所法9条（非課税所得）

に規定する資力喪失状態であることなど一定の要件

を充足しなければ、非課税所得とはならない（所法

9①+)。

1-9 迫留分侵害額の支払請求があった場合において、

金銭の支払に代えて、その偵務の全部又は一部の履

行として資産の移転があったときは、その履行をし

た者は、原則として、その履行があった時において

その履行により消滅した依務の額に相当する価額に

よりその資産を譲渡したこととなる（所基通33-1 

の6)。

なお、この取扱いは、令和元年7月 1日以後に開

始した相続に係る迫留分侵害額の諸求があった場合

について適用される。

※ 迫留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代え

て移転を受けた資産の取得喪については、所基通

38-7の2を参照のこと。

2-1 借地権を消城させた後に、その士地を売却した場

合、旧借地権部分と 1日底地部分をそれぞれ譲渡した

ことになる。そして、借地権を消滅させるために借

地人に支払った対価（立退料）は、旧借地権の取得

喪となり、旧借地権部分は短期譲渡所得となる（所

基通33-11の2、38-4の2)。
※ 謡渡我用とした場合、概算取得野 (5%)を適

用したときに計勾誤りが生じる。

〈
I二

2-2 造成袈は土地の取得既となることから、概算取得

袈 (5%)を適用する場合には、造成喪を重ねて取

得袈として控除することはできない（所法38①、

措法31の4①、所基通38-10、措通31の4-1)。

※ なお、土地に区画形質の変更を加えて譲渡した

場合、所基通33-4、33-5の取扱いがあること

に留意する。
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誤った取扱い

2-3 相続により取得した不動産を売却した場合の

譲渡所得の計箕において、当該不動産を相続する

際に他の相続人に支払った代償金を、取得喪に

加算した。

2-4 有償で取得したものではない営業権（新聞販売

権等）の譲渡所得の言十箕において、概算取得喪

(5%)を適用して取得喪の計算を行った。

2-5 父から相続した不動産を売却したが、当該不動

産は相続税の課税対象とされていたため、その相

続税評価額を取得袈として譲渡所得の計算を行っ

た。

2-6 父から相続した土地を売却し、該渡所得の金額

の計箕において、相続財産に係る譲渡所得の課税

の特例（措法39) を適用した。当該特例により取

得要に加箕する金額を相続又は迫贈により取得し

た全ての土地等に対応する相続税相当額とした。

2-7 相続により取得した不動産を売却したが、概算

取得袈 (5%)を適用する場合には相続財産に係

る譲渡所得の課税の特例（措法39)は適用できな

いとした。

2-8 過去に特定の居住用財産の買換えの場合の長期

譲渡所得の課税の特例（措法36の2)の買換資産

として取得した不動産を売却したが、誤渡所得の

金額の計算上、控除する取得喪を実際の取得価額

とした。

正しい取扱い

2-3 相続財産を取得する際に支払った代供金は、譲渡

所得の計算上、取得袈に加算することはできない

（所基通38-7 (1))。

2-4 借家権、漁業権、営業権、地中にある土石等につ

いては、譲渡所得の金額の計岱上、控除する取得要

がないものとされるため、概箕取得喪（5％)も計

上することはできない（所基通38-16)。

※ 有依で取得した営業権については、減価伯却累

計額（無形減価供却資産、残存価額0円として定

額法により 5年で供却）を控除した金額を取得喪

とする（所法38②-、所令6八、 120の2①四、

134①ーロ、 ニロ、耐用年数省令1①三） 。

2-5 相続（限定承認に係るものを除く。）により取得

した不動産は、被相続人が実際に取得した時期と価

額を引き継ぐことになる（所法60①-)。

※ 相続開始日の翌日から相続税の申告審の提出期

限の翌日以後 3年を経過する日までの問に譲渡し

た場合には、相続税額のうち、 一定の計鍔方法に

より計箕した額を譲渡所得の金額の計算上取得跨

として加箕することができる（措法39①)。

2-6 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法39)

の計箕上、取得跨に加算する金額は、その者が相続

又は迫贈により取得した全ての土地等でなく譲渡し

た土地に対応する相続税相当額となる （措法39①、

措令25の16①)。

2-7 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法39)

は、取得毀に相当する金額に、相続税額のうち譲渡

した資産に対応する部分として政令で定めるところ

により計箕した金額を加箕するものである（措法39

①、措令25の16①、所法38①)。

したがって、概勾取得我により計箕した取得毀

に、譲渡した資産に対応する相続税額を加箕するこ

とができる（所法38①、措法31の4①、措通31の4

-1)。

2-8 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得

の課税の特例（措法36の2)の適用を受けた買換資

産を売却した場合の取得価額は、実際の取得に要し

た価額ではなく、買換えの特例の適用を受けた譲渡

資産の取得価額と譲渡喪用の合計額を基に所定の方

法により計箕した金額となる（措法36の2、36の

4、措令24の3)。

【参考］ 特例の適用を受けた場合の取得時期 • 取得価額

特例 取得時期 取得価額

固定資産の交換（所法58) I O I o 
収用代替（措法33) I o I O 
居住用買換え（措法36の2) I x I 0 
事業用買換え（措法37) I x I 0 

（注） 0は引継ぎ有り、Xは引継ぎ無しを示す。
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誤った取扱い

2-9 取得してから 5年間空き家であった（その後

は、売却時まで居住用として使用）不動産を売却

したときの譲渡所得の計鍔において、当該不動産

を取得するための借入金に係る利子の全額を取得

喪に算入しなかった。

2-10 贈与により取得した不動産を売却したが、取得

した際に支払った登記毀用や不動産取得税を取得

跨に含めずに譲渡所得の計鍔を行った。

2 -11 迫産分割をするために弁護士に支払った 訴訟

野用を取得要に箕入して譲渡所得の計算を行っ

た。

2-12 居住用家屋の取得喪の計箕において、事業用資

産の佑却平を適用して伯却毀相当額を箕出した。

2-13 耐用年数を経過した非事業用建物の取得我を、

取得価額の10％として計箕した。

2-14 夫の死亡により取得した配偶者居住権及び敷地

利用権を、建物及び土地の所有者である息子と合

意の上消滅させ、その対価を受け取った。この配

偶者居住権の譲渡所得の計勾の際、夫が建物を建

築した価額から経過した年数に係る減価償却跨の

計算を行い、控除した額を取得野とした。

正しい取扱い

2-9 支払った借入金利子のうち、不動産の使用開始の

日までの期問（事例の場合は、 5年間）に対応する

部分の金額は、取得我に加算することができる。

なお、不動産を使用することなく譲渡した場合

は、その誤渡の日までに支払った借入金利子の全額

を取得喪に加算することができる（所基通38-8)。

※ 一度使用を開始し、その後使用しない期間が

あったとしても、その期間の借入金利子は取得投

に含めることができない（所基通38-8の3)。

2-10 贈与、相続又は迫贈により不動産を取得した場

合、その取得のために通常必要と認められる我用

（登記袈用、不動産取得税、印紙税等）を支出して

いるときは、各種所得の金額の計算上必要経毀に算

入されたものを除き、譲渡所得の計箕上取得喪とし

て取り扱われる（所基通60-2)。

ただし、概算取得喪 (5%) を適用する場合に

は、当該登記喪用等を取得喪に箕入することはでき

ない（措法31の4①)。

2 -11 迫産分割をするために支払った訴訟喪用は、資産

の所有権の確保のための喪用ではなく 、迫産分割の

袈用であるため、取得既に算入することはできない

（所基通38-2)。

2-12 非事業用資産の耐用年数は省令で規定する耐用年

数に1.5を乗じて計箆した年数を基に、残存価額を

10％とする旧定額法に準じて計算することとなる。

なお、耐用年数に1.5を乗じて計算した年数に 1年

未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨て

て、また、経過年数の 6か月以上の端数は 1年と

し、6か月未満の端数は切り捨てる（所令85)。

2-13 非事業用資産である建物に係る減価償却喪相当額

は、取得価額の95％を限度とすることとなっている

ため、取得価額の5％を取得喪として計箕する（所

令85①、 134①ーイ）。

2-14 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的となっ

ている建物の敷地の用に供される土地（土地の上に

存する権利を含む。）を当該配偶者居住権に基づき

使用する権利（以下「敷地利用権」という。）の消

滅につき対価の支払を受ける場合における譲渡所得

の金額の計算上収入金額から控除する取得喪は、そ

れぞれ以下のとおりとなる（所法60③)。

① 配偶者居住権の取得喪

建物の取得袈（注1)に配偶者居住権割合（注

2) を乗じて計箕した金額から、配偶者居住権の

設定から消滅等までの期間に係る減価額を控除し

た金額

② 敷地利用権の取得喪

土地の取得牲に配偶者居住権割合（注2）を乗

じて計箕した金額から、敷地利用権の設定から消

滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額

（注 1)被相続人による取得から配偶者居住権の設
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誤 っ た 取 扱 Vヽ 正 し vヽ 取 扱 し‘

定までの期間の減価の額を控除した取得弗

（注2)配偶者居住権の設定時における配偶者居住

権又は敷地利用権の価額がそれぞれ建物又は

土地の価額に占める割合

I ①配偶者居住権の取得費
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なお、譲渡所得の金額の計算上の収入金額の5%

に相当する金額を取得我として計箕しているとき

は、これを認めて差し支えない（所基通60-5)。

また、配偶者居住権等を取得した後に、配偶者居

住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の

用に供される土地について改良、改造等が行われた

ときであっても、当該改良、改造等に要した喪用の

額は、配偶者居住権等の取得喪の計算上加鍔されな

いことに留意する（所基通60-6)。

【3 譲渡費用関係】

3-1 修繕我や固定資産税などを譲渡喪用として譲渡

所得の計算を行った。

3-1 譲渡狸用とは、次の①又は②の野用（取得喪とさ

れるものを除く。）をいい、譲渡資産の修繕我、固定

資産税その他その資産の維持又は管理に要した挫用

は譲渡喪用に含まれない（所基通33-7)。

① 仲介手数料や登記毀用など譲渡のために直接要

した跨用

② 借家人を立ち退かせるための立退料、土地を譲

渡するための建物等の取壊し野用など、その資産
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誤った取扱い

3-2 不動産を売却する際に支払った抵当権抹消登記

喪用を譲渡我用として、譲渡所得の計箕を行っ

た。

3-3  売買契約を締結した後、更に有利な条件でその

不動産を売却するため、受領した手付金50万円の

倍返し（手付金の返還部分50万円と違約金部分50

万円の計100万円）により当初の売買契約を解除

し、その後、更に有利な条件でその不動産を売却

した場合の譲渡所得の計箕上、倍返しした全額

(100万円）につき、譲渡に直接要した我用でない

として譲渡毀用に箕入しなかった。

3-4 建物を取り壊し、更地にして土地を売却した

際、建物の売却がなかったので、取壊し我用のみ

を譲渡喪用として、譲渡所得の言t箕を行った。

【4 所得区分関係】

4-1 土地の譲渡の日及ぴ取得の日の状況は次のとお

りであった。

[•取—•1尋・1
契約 引渡し

□、―~—•一
‘`--- 5年

f l譲渡 i
．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
契約 引9渡し

4年 ・一［フ----
譲渡の日を引渡しのあった日（引渡ベース）で

あるとして譲渡所得を申告するのであれば、取得

の日も引渡しのあった日（引渡しベース）である

として申告すべきであるとして、分離短期譲渡所

得としての計箕を行った。

4-2 5年前、マンションの建築完了前に、そのマン

ションの分譲業者と売買契約を締結し、その契約

に基づき建築が完了したマンションの引渡しを受

けた。そのマンションを本年譲渡したが、その売

買契約締結の日を取得の日であるとして、分離長

期譲渡所得としての計箕を行った。

契約完成 譲渡

I¥、 卜、¥̀ ―- 4年 ー一ージ卦
‘‘̀  ---—· `̀ ----- 5年 一—----

4-3 夫の死亡により取得した配偶者居住権及び敷地

利用権を、建物及び土地の所有者である息子と合

意の上消滅させ、その対価を受け取った。

建物及び土地は夫が10年以上前に購入した自宅

であるが、配偶者居住権及び敷地利用権は、3年

正しい取扱い

の譲渡価額を増加させるためにその譲渡に際して

支出した投用

3-2 抵当権を抹消することが、不動産を売却する前提

として事実上必要であったとしても、売買を実現す

るために直接要した袈用でないため譲渡喪用に含ま

れない（所基通33-7)。

3-3 違約金部分の50万円は譲渡喪用となる。

売買契約を締結した後、その契約の内容に比して

更に有利な条件で他にその不動産を売却した場合に

おいて、先の契約を解除するために支払った違約金

は、その不動産の譲渡所得の計算上、譲渡跨用に

箕入される（所基通33-7(2))。

ただし、手付金の返還部分 (50万円）は、先に受

領した金員の返遠であるため、譲渡喪用には該当し

なVヽ0

3-4 譲渡牲用には、土地を譲渡するためにその土地の

上にある建物等の取壊しを行った喪用の他、その取

壊し又は除却が当該譲渡のために行われたものであ

ることが明らかであるときは、資産損失の金額（建

物の未佑却残高相当額）も含まれる（所基通33-7 

(2)、33-8)。

4-1 他から取得した資産については、譲渡の日を引渡

しのあった日（引渡ベース）としても、取得の日を

契約の効力発生の日（契約ベース）とし、分離長期

譲渡所得として申告することは可能である（所基通

33-9 (1)で準用する36-12)。

なお、士地等又は建物等を譲渡した場合における

分離長期譲渡所得及び分離短期譲渡所得の区分は、

当該譲渡をした年の 1月 1日において所有期間が 5

年を超えるか否かにより判定する（措法31①、 32

①)。

4-2 売買契約の締結時において、取得する予定の建物

の建築が完了していない場合、売買契約の効力が発

生する建築完了日以後が取得の日となる。

したがって、マンションの建築が完了した日以後

で売買契約の効力が発生した日（契約ベース）又は

マンションの引渡しを受けた日（引渡しベース）の

いずれをマンションの取得の日として選択したとし

ても、分離短期譲渡所得として計箕を行うこととな

る（所基通33-9 (3)、36-12、措通36の 2-16 

（注））。

4-3 配偶者居住権及ぴ敷地利用権は、分離課税の対象

となる土地等 ・建物等には該当しないため総合課税

の対象となる。

また、被相続人が当該建物等を取得した日とされ

る日から 5年を経過する日後の配偶者居住権等の消
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誤った取扱い

前に夫が死亡したことにより取得したものである

ため、分離短期譲渡所得として計算を行った。

【5 損益通算関係】

5-1 所有する不動産を売却したところ、譲渡損失が

発生したため、その譲渡損失と給与所得との損益

通箕を行った。

正しい取扱い

滅は、配偶者居住権等を相続又は迪贈により取得し

た日から配偶者居住権等が消滅した日までの期間が

5年以内であっても、長期譲渡所得として課税され

る（所法33③-、 60①、所令82①二、三）。

したがって、当，該所得は総合長期譲渡所得とな

る。

5-1 不動産の譲渡により生じた損失の金額は、原則と

して、他の所得と損益通算することはできない（措

法31①、 32①)。

※ 不動産の売却であっても、次の特例を適用する

場合には、譲渡損失の金額と他の所得との損益通

箕及び翌年以降への損失の繰越しが認められる。

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損

益通算及び繰越控除の特例（措法41の5)

特定居住用財産の譲渡損失の損益通箕及び繰

越控除の特例（措法41の5の2)

5-2 営業用車両の譲渡損失（総合譲渡）と不動産の 5-2 同じ譲渡所得であっても、総合課税の対象となる

譲渡益（分離譲渡）との損益通箕を行った。 譲渡所得と分離課税の対象となる譲渡所得との損益

5-3 店色申告者であることから、事業用不動産（固

定資産）の売却による譲渡損失を事業所得と損益

通勾し、また控除しきれなかった損失の金額を翌

年以降に繰り越した。

5 -4 所有していた別荘、ヨット、金地金、 ゴルフ会

員権を売却したところ、共に譲渡損失となったた

め、給与所得との損益通箕をした。

5-5 所有していた金地金とキャンピングカーを同年

中に売却した。キャンピングカーについては、譲

渡損失が発生したが、金地金の譲渡益から差引き

できないとした。

通箕はできない（措法31①、 32①)。

5-3 官色申告者であっても、不動産の譲渡により生じ

た損失の金額と他の所得との損益通箕及び純損失の

繰越しはできない（措法31①、 32①)。

5-4  全て生活に通常必要でない資産の損失であるた

め、他の所得との損益通箕はできない（所法69②、

62①、所令178①二）。

5-5 キャンピングカーと金地金（「生活の用に供する

資産」に該当する場合を除く。）は、譲渡所得の計箕

上差引きすることができる。ただし、差引きしても

なお、損失がある場合であっても、「生活に通常必要

でない資産」の損失であるため、他の所得と損益通

雰することはできない（所法69②)。

5-6 通勤用に使用していた自動車を売却したとこ 5-6 通勤用自動車は 「生活の用に供する資産」として

ろ、譲渡損失が発生したため、他の所得と損益通 取り扱われるため、利益が出ても課税されない反

箕して申告を行った。 面、損失についても生じなかったこととなり 、他の

【6 所法58条（固定資産の交換の場合の譲渡所得の特

例）関係】

所得と差引きすることはできない（所法9①九、②

ー、所令25)。

6-1 土地を等価交換した場合には、譲渡所得は課税 6-1 土地を交換した場合であっても、所法58条に規定

されないとした。 1 する譲渡の直前の用途と同一の用途に供するなどの
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一定の要件を充足しなければ、交換により取得した

資産の時価で譲渡したものとして、譲渡所得金額を

計算することになる（所法36①②、 58①)。



誤った取扱い

6-2 個人で所有している士地と不動産業者の所有し

ている同種の販売用士地 （棚卸資産）とを交換し

たが等価交換であったため、固定資産の交換の場

合の譲渡所得の特例（所法58) を適用して申告し

た。

6-3 長年耕作してもらっていた農地について、農地

法の許可を受けて投貸借を解除し、耕作人に対し

て他の農地を提供したが、同種の資産でないため

固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例（所法

58)は適用できないとした。

6-4 土地を等価交換した後、申告期限までの間に、

交換の相手方が、当該土地を他へ売却した場合に

は、当方も固定資産の交換の場合の譲渡所得の特

例（所法58)の適用要件である「譲渡の直前の用

途と同一の用途に供した場合」に該当しないとし

た。

正しい取扱い

6-2 不動産業者などが棚卸資産として所有している資

産との交換は、所法58条に規定する固定資産の交換

には当たらず、特例の対象とならないため、交換に

より取得した資産の時価で譲渡があったものとして

譲渡所得の申告が必要になる（所法 2①十六、十

八、 36①②、 58①、所令3、5)。

6-3 所法58条に規定する土地には、建物又は構築物の

所有を目的とする地上権又は貸借権、殿地法に規定

している耕作権が含まれる。したがって、牒地と耕

作権を交換した場合には、同種の資産を交換したこ

とになり、特例を受けることができる（所法58①、

所基通58-2の2)。

6-4 「譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合」

を判定するのは、交換により取得した土地（交換取

得資産）であり、交換の相手方に譲渡した土地（交

換譲渡資産）ではないから、交換の相手方が交換譲

渡資産を他へ売却したとしても、当方の適用要件の

判定には関係がない（所法58①)。

6-5 甲が所有している居宅 (500万円）及びその敷地 6-5 双方が所有する土地及び建物を交換した場合に

(1,000万円）と乙が所有している居宅 (1,000万 は、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したも

円）及びその敷地 (500万円）を等価交換したとし のとされる。この場合において、それぞれの土地又

て固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例（所法 は建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか

58)を適用して申告した。 多い価額の100分の20を超えるときは、士地又は建物

甲所有 乙所有

6-6 甲が所有している居宅 (500万円）及びその敷地

(1,000万円）と乙が所有している含庫 (500万

円）及びその敷地 (1,000万円） を等価交換した。

甲は、交換で取得した含庫を居宅として使用し

なかったため、時価で申告が必要であるとした

上、当該時価が士地の交換において交換差金とみ

なされるとして固定資産の交換の場合の誤渡所得

の特例（所法58)を適用できないとした。

1,000万円

甲所有 乙所有

の交換について所法58条の適用は認められない（所

法58①、②、所基通58-4)。

したがって、甲及ぴ乙が所有する士地 ・建物のい

ずれについても所法58条の適用はない。

6-6 交換により種類を同じくする 2以上の資産を取得

した場合において、その取得した資産のうちに譲渡

直前の用途と同一の用途に供さなかったものがある

ときは、当該用途に供さなかった資産は交換差金等

に該当することとされている（所基通58-5)。

しかしながら、仕庫（建物）とその敷地（士地）

は種類を同じくする資産ではないから、倉庫を同一

の用途に供さなかったとしても、土地（宅地）の交

換において交換差金等とみなされることはなく 、所

法58条の要件を満たしていれば、土地（宅地）の交

換については固定資産の交換の場合の譲渡所得の特

例を適用できる。

〔参考）同一の用途に供したかどうかの判定（所基通58-6) 

土地・・・宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原

野、その他の区分

建物…居住の用、店舗又は事務所の用、工場の用、店庫

の用、その他の用の区分

（注） 店舗又は事務所と住宅とに併用されている家屋は

居住専用又は店舗専用若しくは事務所専用

の家屋と認めて差し支えない。
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誤った取扱い

6-7 購入時より値下がりした土地（取得時3億円、

交換時1億円）を、他の者の保有する土地 (1イ意

円）と等価交換したとして固定資産の交換の場合

の譲渡所得の特例（所法58) を適用して申告し

た。

【7 所法64条2項（保証債務を履行するために資産を

譲渡した場合の課税の特例）関係】

7-1 保証伯務を履行（依務保証した時点で、既に主

たる伯務者は資力がない状態であった。）するため

に資産を譲渡したが、主たる伯務者への求伯権の

行使が不能であることから、保証佃務を履行する

ために資産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特

例（所法64②)を適用できるとした。

正し い 取扱い

6-7 所法58条に規定する固定資産の交換の趣旨は、

その譲渡所得課税を将来に繰り延べるものであり、

譲渡損失を繰り延べるものではない。

したがって、譲渡損失が発生する場合について

は、所法58条の適用を受けることはできない。

7-1 保証伯務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行

使することができない場合であっても、保証する際

に、主たる侶務者が既に資力を喪失している状態で

あるなど、保証依務という形式を採っていても、

実質的に俵務の引受けや贈与と認められるときに

は、特例の適用はない（所法64②)。

7-2 保証侶務を履行するため、士地を売却しようと 7-2. 借入金を返済するための資産の譲渡が、実質的に

したが、なかなか買手がつかないため、銀行から 保証佃務を履行するためのものであると認められる

の借入金によって履行した。その後土地を売却 ときは、「保証依務を履行するため資産の譲渡があっ

し、売却代金を銀行からの借入金の返済に充当し ・ た場合」に該当する。

たが、保証佃務を履行するために資産を譲渡した なお、その譲渡が保証依務を履行した日からおお

場合の課税の特例（所法64②)は適用できないと むね1年以内に行われている場合は実質的に保証伯

した。 務を履行するために資産の譲渡があったものとして

【8 措法31条の2 （優良住宅地の造成等のために土地

等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）関係】

8-1 長期保有の士地及び建物を該渡し、建物部分の

譲渡益についても優良住宅地の造成等のために土

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

（措法31の2)を適用して税額の計箕を行った。

8-2 土地等の収用交換等による対価補供金につい

て、 5,000万円の特別控除の特例（措法33の4)を

適用するとともに、控除後の譲渡所得金額につい

て、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得の課税の特例（措法31の

2)を適用して税額の計箕を行った。

【9 措法31条の3 （居住用財産を譲渡した場合の長期

譲渡所得の課税の特例）関係】

9-1 売却した不動産の所有期間がそれぞれ、土地が

20年、建物が8年であったが、居住用財産の譲渡

所得の特別控除の特例（措法35) を適用するとと

もに、控除しきれなかった譲渡所得金額について

居住用財産を譲渡した場合の長期誤渡所得の課税

の特例（措法31の 3)を適用して税額の計箕を

行った。

9-2 売却した国外の居住用不動産の所有期間が土地

建物ともに15年であったため、居住用財産の譲渡

所得の特別控除の特例（措法35)を適用するとと

もに、控除しきれなかった譲渡所得金額について

差し支えない（所基通64-5 （注））。

8-1 措法31条の 2の適用の対象となる資産は、長期保

有の土地等に限られることから、建物部分の譲渡益

については、特例の適用はできない（措法31の2

①)。

8-2 措法33条から33条の4まで、 34条から35条の 3ま

で、 36条の2、36条の5、37条、 37条の4から37条

の6まで又は37条の8の特例を適用する当該譲渡所

得については、措法31条の 2を適用することはでき

ない（措法31の2④)。

9-1 措法31条の3を適用することができるのは、居住

用家屋とその敷地の用に供されている士地等のいず

れもが譲渡した年の 1月 1日において所有期間が10

年を超えている場合に限られるので、居住用財産を

譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を

受けることはできない（措法31の3①、措通31の3

-3)。

9-2 措法31条の3を適用することができる居住用財産

は、国内にあるものに限られていることから、所有

期間が10年を超えていたとしても、国外の居住用不

動産については居住用財産を譲渡した場合の長期譲
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誤った取扱い

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税

の特例（措法31の3)を適用して税額の計鍔を

行った。

【10 措法33条． 33条の4 （収用等の場合の譲渡所得の

特別控除等）関係】

正しい取扱い

渡所得の課税の特例の適用を受けることはできない

（措法31の3②-)。

10-1 同一の収用事業のために 2年にわたって土地を 10-1 同一の収用事業のために2以上の年にわたって譲

譲渡したが、昨年（初年度）は収用等に伴い代替 渡した場合において、措法33条の4の適用があるの

資産を取得した場合の課税の特例（措法33) を適 はその最初の年の譲渡に限られるから、本年の譲渡

用していたことから、本年の譲渡については5,000

万円の特別控除の特例（措法33の4)を遥用して

申告することとした。

10-2 収用事業のために昨年の3月に士地の買取り等

の申出を受け、その申出の日から 6か月以内に譲

渡契約は締結したが、引渡しは本年となった。

確定申告は、土地を引き渡した年分でする予定

であるが、買取りの申出の日から 6か月以内に引

渡しをしていないことから、5,000万円の特別控除

の特例（措法33の4)は適用できないとした。

10-3 収用事業 (A事業）のために土地を譲渡し、

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の

特例（措法33条）を適用して申告することとし

た。

また、同年中に別の収用事業 (B事業）のため

の譲渡もあり 、これについては5,000万円の特別

控除の特例（措法33の4)を適用して申告するこ

ととした。

10-4 収用の場合の対価補依金以外の補伯金につい

て、全て譲渡所得の収入金額に箕入して計箆を

行った。

について措法33条の4の適用はできない（措法33の

4③二）。

10-2 資産の譲渡の日を原則どおり引渡しの日とした場

合であっても、その買取り等の申出の日から 6か月

以内に譲渡契約を締結しているときは、措法33条の

4の適用は可能である（措法33の4③-)。

10-3 5, 000万円の特別控除の特例（措法33条の4)の

適用を受ける場合は、同年中において措法33条の適

用を受けていないことが要件となっている（措法33

の4①)。

したがって、 A事業のための士地の譲渡について

措法33条の適用を受ける場合は、B事業について

は、 5,000万円の特別控除の特例の適用はできない。

※ B事業の譲渡に係る代替資産を取得した場合に

は、 B事業についても措法33条の適用を受けるこ

とができる。

10-4 対価補伯金以外の補伯金については、その内容に

より次の所得区分ごとに所得金額の計算を行うこと

となる（措通33-8、33-9等）。

対価補佑金 ⇒ 譲渡所得、山林所得
収益補佑金 ⇒ 不動産所得、事業所得、雑所得
経喪補依金 ⇒ 不動産所得、事業所得、雑所得
移転補依金 ⇒ 一時所得
＜補伯金の例＞

仮住居補伯 ⇒ 移転補伯金
家買減収補伯 ⇒ 収益補伯金
移転雑喪 ⇒ 移転補依金
※ 対価補依金については、収用等の課税の特例の

適用があるが、対価補伯金以外を対価補佑金とし

て取り扱う ことができる場合がある。

※ 移転補俗金をその交付の目的に従って支出した

合には、 当該支出した額については、所法44（移

転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不

算入）の規定が適用され、 その者の各種所得の金

額の計算上、総収入金額に箕入しない（措基通33

-9)。

移転補伯金をその交付の目的に従って支出した

かどうかの判定については、以下のとおり行う。

① 交付の基因となった資産の移転若しく は移築
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誤った取扱い

【11 措法34条（特定土地区画整理事業等のために土地

等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）関係】

11 重要文化財として指定された土地が2年にわたって

買い取られ、前年分は措法34条の特例を適用して確定

申告をしたが、本年分も同様に同特例を適用して確定

申告をした。

【12 措法34条の2 （特定住宅地造成事業等のために土

地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）関係】

12 同一の収用事業の対償地に充てるため、前年と本年

に土地の買取りがあった。前年分の申告において措法

34条の2を適用していたため本年分については、措法

34条の2の適用はないとした。

【13 措法35条 1項（居住用財産の譲渡所得の特別控

除）関係】

13-1 居住の用に供していたA家屋からB家屋に転居

した後、 A家屋を譲渡した場合、譲渡した時点で

は複数の家屋を所有し、B家屋に現に居住してい

たため、 A家屋については、譲渡者が 「主として

その居住の用に供している家屋」と認められない

ことから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特

例（措法35①)の適用はないとした。

13-2 夫が所有していた士地の上に、妻が所有する

建物があり、夫婦でこの家屋に居住していた。

この居住用不動産を譲渡したところ、士地につい

ては譲渡所得が発生したため、居住用財産の譲渡

所得の特別控除の特例（措法35①)及び軽減税率

の特例（措法31の3)を適用し、建物については

譲渡損失となったため、措法41条の 5の特例を適

用して申告した。

正しい取扱い

又は除去若しくは取壊しのための支出に充てた

場合については、交付の目的に従って支出した

場合に該当する。

② 資産の取得のための支出又は資産の改良その

他の資産の資本的支出に充てた場合について

は、交付の目的に従って支出した場合には該当

しない（措基通33-9 （注））。

11 措法34条の適用対象となる土地等の顆渡において、同

ー事業の事業用地として 2以上の年にわたって買取りが

行われたときは、最初の買取りが行われた年以外の買取

りは当該特例の対象とならない（措法34③)。

12 対償地の買取りが一の事業の用に供するための買取り

に該当するか否かは当該対依地の買取りのみに基づいて

判定するのであって当該買取りの起因となった収用等の

事業が同一事業であるかどうかとは関係がない（措通34

の2-23（注））。

したがって、本年分の譲渡についても、その他の特例

の適用要件を満たせば、特例の適用がある。

13-1 居住の用に供していた家屋でその譲渡の時におい

て居住の用に供されていない場合の 「主としてその

居住の用に供している家屋」の判定時期について

は、居住の用に供されなくなった時である（措法31

の3②、 35②、措令20の3②、23①、措通31の3-

9(2)、35-6)。

したがって、 A家屋の該渡が居住の用に供されな

くなった日以後3年を経過する日の屈する年の年末

までになされた場合には、特例の適用ができる（措

法35②二）。

13-2 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる

場合において、一定の要件を満たす場合には、該渡

家屋の所有者が当該家屋の譲渡について、「軽減税率

の特例（措法31の3)」又は「居住用財産の譲渡所得

の特別控除の特例（措法35①)」の適用を受ける場合

に限り、譲渡敷地の所有者にもこれらの特例を適用

することができることとされているが、家屋の譲渡

に係る譲渡所得の金額がない場合（譲渡損失の金額

が生じる場合を含む。）には、該渡敷地の所有者のみ

がこれらの特例の適用を受けることができる。

ただし、譲渡敷地の所有者がこれらの特例の適用
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誤った取扱い

夫所有

←譲渡損失

←譲渡益

13-3 母から実家を相続した長男は、その後実家に

居住することなく実家を売却したが、相続する 1

年前までは長男も実家に住んでいたことから居住

用財産の譲渡所得の特別控除の特例（措法35①)

を適用して申告した。

13-4 父から使用貸借により土地を借り受けて居住用

家屋の敷地としていたが、その敷地を父から相続

した後、直ちに当該家屋とともに譲渡した。この

場合、所有者となった後の居住期間が短いため、

居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例（措法35

①)の適用はないとした。

13-5 夫（土地の持分2分の 1、建物を所有）と妻

（土地の持分2分の 1のみ所有）の共有であった

居住用不動産を売却し、申告に当たっては、それ

ぞれ居住用財産の該渡所得の特別控除の特例（措

法35①)の適用があるものとして計算した。

夫 ：1/2 委 ：1/2ずつ所有

13-6 父名義の居住用物件（父が居住）を息子と共有

名義にするために持分2分の 1を息子に譲渡し、

申告に当たっては、居住用財産の譲渡所得の特別

控除の特例（措法35①)の適用があるものとして

計箕した。

13-7 甲は、転勤のため、 4年前から家族を自宅の

あるA市に残し、 B市にある会社の社宅に居住し

ていたが、 子供が就職で家を出たため、妻をB市

に呼び寄せることとなり、 A市の自宅を売却する

こととなった。A市の自宅の売却について確定申

告するに当たり、自分自身が居住していなかった

ことから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特

例（措法35①)を適用できないとした。

正しい取扱い

を受ける場合には、譲渡家屋の所有者の誤渡損失に

ついて、 「損益通箆及び繰越控除（措法41の5、41の

5の2)」の適用を受けることはできない（措通31の

3 -19（注） 2• 3、35-4（注） 3）。

なお、この場合、譲渡家屋の所有者は、新たに取

得した居住用家屋及びその敷地についての住宅借入

金等特別控除の適用を受けることができる。

13-3 長男は、相続した家屋に所有者として居住した事

実がないため、措法35条 1項の規定は適用できない

（措通31の3-6(1)、35-6)。

※ ただし、同条3項の被相続人の居住用財産の譲

渡所得の特別控除の特例の要件を満たす場合に

は、3,000万円の特別控除が受けられる。

13-4 居住用家屋に該当するか否かは、居住期間で判断

するのではなく 、生活の拠点として利用していたか

どうかで判断する。つまり 、日常生活の状況、家屋

への入居目的、家屋の構造及ぴ設備の状況その他の

事情を総合勘案して判断する（措通31の3-2、35

-6)。

したがって、この事例では、特例を適用できる。

13-5 建物の所有者である夫の該渡所得の金額から優先

して3,000万円を控除し、控除しきれていない額（控

除不足額）がある場合に妻の譲渡所得の金額から控

除することとなる（措通35-4)。つまり二人で

3,000万円が限度となる。

ただし、①土地家屋を同時に譲渡していること、

②家屋の所有者と土地等の所有者とが親族関係を有

し、生計を一にしていること及び③土地等の所有者

は家屋の所有者とともにその家屋に居住しているこ

とという要件全てを満たす場合に限られる。

13-6 他の者と共有にするため該渡した場合又は共有持

分の一部を譲渡した場合には当該特例は適用されな

い（措通31の3-11、35-6)。

また、譲渡人の配偶者、直系血族その他生計を一

にする親族などや同族会社などに譲渡している場合

にも適用されない（措法35②、措令23②、 20の3

①)。

13-7 転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ

単身で他に起居している場合であっても、その事情

が解消したときはその配偶者等と起居を共にするこ

ととなると認められるときは、その配偶者等が居住

の用に供している家屋は、その者にとっても、居住

の用に供しているものに該当する（措通31の3-2

(1)、35-6)。

したがって、 A市の自宅については居住用財産の

譲渡所得の特別控除の特例（措法35①)を適用でき

る。
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誤った取扱い

13-8 甲は、 A市の社宅に家族と硲らしていたが、転

勤により B市に単身赴任となった。

甲は、その後しばらくアパート森らしであった

が、将来のことを考え、 B市に自宅を購入して転

居した。行く行くは家族を呼び寄せるつもりで

あったが、事情により、その家を売却することに

なった。この場合に、 B市の自宅とA市の社宅を

比べて、 A市の社宅が主たる居住用と判断し、

特例を適用しなかった。

13-9 居住用財産を譲渡するとともに住宅ローンを

組んで新たな住宅を取得し、居住を開始したこと

から、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例

（措法35①)と住宅借入金等特別控除の特例（措

法41)の両方を適用した。

正しい取扱い

なお、特例の適用を受けるためのみの目的で入居

したと認められる家屋、その居住の用に供するため

の家屋の新築期間中だけの仮住いである家屋その他

一時的な目的で入居したと認められる家屋及び主と

して趣味、娯楽又保養の用に供する目的で有する家

屋については、居住の用に供している家屋に該当し

ない（措通31の3-2 (2))。

13-8 甲が所有している物件はB市の自宅のみであり、

措令20条の3②にいう、「居住の用に供している家屋

を二以上有する場合」には当たらない。

したがって、 B市の自宅を居住の用に供していた

のであれば、主たる住居であるか否かにかかわら

ず、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例（措法

35①)の適用ができる（措令23①、 20の3②)。

13-9 どちらか一方の選択適用となる（措法41⑳⑮)。

すなわち、新たな住宅を居住の用に供した日の屈

する年分で、措法35条1項 (3項の規定を適用する

場合を除く。）の適用を受ける場合、又はその前年、

前々年で適用を受けている場合は、住宅借入金等特

別控除の特例の適用を受けることはできない（措法

41⑳)。また、新たな住宅を居住の用に供した日の屈

する年の翌年以後 3年以内（※）に、その新たな住

宅以外の居住用財産を譲渡し、措法35条1項の適用

を受ける場合も同様となる（同⑮）。

(※) 1日住宅を令和2年3月31日以前に譲渡した場

合は、居住年の翌年以後2年以内。

13-10 甲は、前年分の確定申告において居住用財産の 13-10 住宅借入金等特別控除の特例は、その居住の用に

譲渡所得の特別控除の特例（措法35①)を適用し 供した日の屈する年分、その前年分若しくは前々年

ていた。 分の所得税について居住用財産の譲渡所得の特別控

本年、住宅ローンを組んで新居を取得したが、 除の特例の適用を受けている場合には適用できな

居住を開始した新居について住宅借入金等特別控 い。

除の特例（措法41)を適用するのであれば、前年 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用し

分の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適 た前年分の確定申告害は適法な申告密であることか

用しないこととする修正申告が必要であるとし ら、通則法第19条第1項各号に掲げる修正申告害の

た。 提出をすることができる事由に該当せず、居住用財

13-11 甲は、令和3年に住宅ローンを組んで新居を購

入して居住したため、令和3年分の確定申告にお

いて新居についての住宅借入金等特別控除の特例

（措法41)を適用した。

その後、以前に住んでいた旧居宅を令和6年4

月中に譲渡した。

旧居宅の譲渡について新居を居住の用に供した

翌年以後 3年目の譲渡であり 、2年以内の譲渡で
l 

産の譲渡所得の特別控除の特例を適用しないことと

する修正申告害を提出することはできない（通法19

①、措法41⑳)。

したがって、前年分の修正申告密を提出して居住

用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用を撤回し

た上、本年分の確定申告で住宅借入金等特別控除を

適用することはできない。

13-11 令和2年度税制改正により、住宅借入金等特別控

除の特例は、その居住の用に供した日の屈する年の

翌年以後 3年以内（※）に住宅借入金等特別控除の

対象の家屋等以外の賓産の譲渡をした場合におい

て、その譲渡につき居住用財産の譲渡所得の特別控

除の特例（措法35①)の適用を受けるときは、適用

できない（措法41⑮)。

(※) 1日住宅を令和 2年3月31日以前に譲渡した
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誤った取扱い

はないので、居住用財産の譲渡所得の特別控除の

特例（措法35①)を適用できるとした。

【14 措法35条3項（被相綾人の居住用財産の譲渡所得

の特別控除）関係】

14-1 父が亡くなるまで居住していた実家の建物

（昭和54年築、耐展リフォーム済）を兄が相続

し、その敷地を弟が相続した。兄も弟も実家に

居住する予定がないため同年中に4,000万円で売却

した。

弟の譲渡所得の申告に当たって、被相続人の

居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例（措法35

③)を適用して計箕した。

弟が相続

14-2 5年前に、父が亡くなるまで一人で居住してい

た実家の士地と建物（昭和54年築）を相続した。

本年4月に、建物を取壊し、その敷地を4,000万

円で売却したので、被相続人の居住用財産の譲渡

所得の特別控除の特例（措法35③)を適用して申

告した。

14-3 本年、自己の居住用財産及び被相続人の居住用

財産を売却したところ、 自己の居住用財産の該渡

については2,000万円、被相続人の居住用財産の譲

渡については2,500万円の譲渡益が発生した（どち

らも、長期譲渡所得に該当）。

そこで、 それぞれの譲渡益から特別控除額を控

正しい取扱い

場合は、居住年の翌年以後2年以内。

一方、令和6年分の所得税の確定申告において旧

居宅の譲渡につき居住用財産の譲渡所得の特別控除

の特例を適用する場合には、令和6年分の所得税の

確定申告期限までに、令和3年分から令和5年分ま

での所得税について住宅借入金等特別控除を適用し

ない修正申告害（義務的修正申告忠）又は期限後申

告書を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告密

の提出により納付すべき税額を納付しなければなら

ない（措法41の3①)。

したがって、甲は、令和3年分から令和5年分ま

での所得税について住宅借入金等特別控除の特例を

適用しない旨の修正申告又は期限後申告をして、令

和6年分の所得税の申告において1日居宅に係る居住

用財産の譲渡所得の特別控除の特例（措法35①)を

適用することができる。

14-1 被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特

例（措法35③)は、相続又は迫贈により、被相続人

居住用家屋とその敷地等の両方を取得した個人が、

平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に

一定の譲渡をした場合に、適用することができる

（措法35③、措通35-9)。

したがって、弟は被相続人が居住していた家屋を

相続していないので、特例の適用はない。

なお、兄についても、被相続人居住用家屋の敷地

を相続していないので、弟と同様に特例の適用はな

vヽ゚
※ 被相続人居住用家屋とは、次の要件を満たす家

屋である（措法35⑤)。

① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

② マンション等、区分所有建物でないこと。

③ 相続開始直前において、その被相続人以外に

居住をしていた者がいなかったこと。

※ 平成31年4月1日以後の譲渡については、相続

開始直前において被相続人が老人ホーム等に入所

していた場合であっても、 一定の要件に該当すれ

ば特例の適用がある（措令23⑧⑨)。

14-2  被相続人居住用家屋を取り壊し、その敷地を譲渡

した場合も特例の対象となるが、父は5年前に亡く

なっており、相続開始があった日以後3年を経過す

る日の属する年の年末までに売却していないので、

特例の適用はない（措法35③)。

14-3 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例（措法35

①)と被相続人の居住用財産の談渡所得の特別控除

の特例（同③）を同一年内に重複適用する場合、

特別控除の合計の限度額は3,000万円となる（措通35

-7なお密）。

特別控除額は、被相続人の居住用財産の譲渡益
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誤った取扱い

除し、長期譲渡所得の金額を0円とした。

正しい取扱い

2,500万円から先に控除し、控除残額500万円を自己

の居住用財産の譲渡益2,000万円から控除する。長期

譲渡所得は1,500万円となり、要件に該当すれば措法

31の3の適用ができる。また、この順序と異なる申

告があった場合には、それが認められる（措通35-

7)。

14-4 母が亡くなり、亡くなるまで母が居住していた 14-4 被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特

家屋とその敷地を相続し、同年中に売却した。 例（措法35③)と相続財産に係る譲渡所得の課税の

また、母の死亡に伴い相続税の申告と納税を 特例（措法39)は選択適用となる（措法35③、措通

行っている。

譲渡所得の申告に当たって、被相続人の居住用

財産の譲渡所得の特別控除の特例（措法35③)と

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法39)

を併用して申告した。

14-5 母が亡くなり、亡くなるまで母が居住していた

家屋とその敷地を相続し、同年中に売却した。

また同年中に住宅ローンを組んで自宅を購入

し、居住を開始している。

この場合に、住宅借入金等特別控除の特例（措

法41)の要件に該当するが、被相続人の居住用財

産の該渡所得の特別控除の特例（措法35③)との

併用はできないとした。

14-6 老人ホームに入居していた父が亡くなり、老人

ホームに入居する直前まで父が居住していた家屋

とその敷地を相続した。その後、家屋を取壊して

敷地を売却したが、相続開始の直前において父が

居住していなかったので、被相続人の居住用財産

の譲渡所得の特別控除の特例（措法35③)を適用

できないとした。

14-7 母が亡くなり、亡くなるまで母が居住していた

家屋とその敷地を相続し、同年中に売却した。

なお、翌年の 2月15日までに母の居住していた

家屋の全てについては、買主が取り壊しを行い、

滅失している。

この場合に、譲渡の時点において被相続人の居

住用家屋について全部の除却がなされていなかっ

たので、被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別

控除の特例（措法35③)を適用できないとした。

35-8)。

ただし、譲渡資産が被相続人の居住用部分と非居

住用部分とからなる被相続人の居住用家屋又はその

敷地等である場合において、非居住用部分の譲渡に

ついてのみ措法39条の規定の適用を受けるときは、

居住用部分の譲渡については、居住用部分の譲渡が

措法35条3項の規定による要件を濶たすものである

限り、同項の規定の適用がある。

14-5 被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特

例（措法35③)と住宅借入金等特別控除の特例（措

法41) との併用は可能である。

※ 被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の

特例は、以下の特例との重複適用が可能である。

居住用財産の譲渡所得の特別控除（措法35①)

特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡

所得の課税の特例（措法36の2)

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益

通算及び繰越控除の特例（措法41の5)

特定居住用財産の譲渡損失の損益通箕及び繰越

控除の特例（措法41の5の2)

住宅借入金等特別控除の特例（措法41)

認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別

控除（措法41の19の4⑫)

14-6 平成31年4月 1日以後の譲渡については、要介護

認定等を受けていた被相続人が老人ホーム等に入居

していたなどの一定の事由があり、 一定の要件を満

たす場合には、その入居により居住の用に供されな

くなる直前にその被相続人のみの居住の用に供され

ていた家屋及びその敷地についても、被相続人の居

住用財産の譲渡所得の特別控除の特例（措法35③)

を適用することができる（措法35⑤括弧忠）。

14-7 令和5年度税制改正により、令和6年 1月1日以

後に行う譲渡については、被相続人居住用家屋が、

その譲渡の時からその譲渡の日の屈する年の翌年2

月15日までの間に、以下に掲げる場合に該当すると

きには、被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控

除の特例（措法35③)を適用することができる。

① 被相続人居住用家屋が耐族基準に適合すること

となった場合

② 被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除

却がされ、又はその全部が滅失した場合

※ 被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の

敷地等が相続の時からその譲渡の時まで事業の
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誤った取扱い

14-8 父が亡くなり、亡くなるまで父が居住していた

家屋とその敷地を相続人4人で相続し、同年中に

1億円で売却した。相続人4人にそれぞれ2,200万

円の譲渡益が発生したため、それぞれに生じた誤

渡益2,200万円につき、被相続人の居住用財産の譲

渡所得の特別控除の特例（措法35③)に基づき、

特別控除額を控除し、譲渡所得金額を 0円とし

た。

【15 措法35条の2 （特定期間に取得をした土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得の特別控除）関係】

15-1 平成21年8月に300niの空き地を購入した。この

土地を 2年にかけてそれぞれ切り売りして譲渡益

が出た場合、特定の土地等の長期譲渡所得の特別

控除の特例（措法35の2)は、最初に譲渡した年

分でしか適用できないとした。

15-2 父が平成21年に4,000万円で購入した土地を相続

により取得した。

本年、当該土地を5,000万円で売却したので、措

法35条の2を適用して申告をした。

15-3 A士地の譲渡（措法35の2及び措法37に該当）

とB士地の譲渡（措法35の2のみ該当）があった

ので、A土地の譲渡について措法37条を適用し、

B士地の譲渡について措法35条の2を適用して申

告を行った。

正しい取扱い

用、貸付けの用又は居住の用に供されていたこと

がないものに限る。

なお、被相続人の居住用家屋に対する耐窟基準

を満たすための工事又はその除却等は、譲渡前に

実施する場合だけでなく、譲渡の日の屈する年の

翌年2月15日までの間に実施している場合に限

り、譲渡後に買主等が実施するものも含まれる。

14-8 令和5年度税制改正により、令和6年 1月1日以

後に行う譲渡については、相続又は迫贈により被相

続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を

取得した相続人の数が 3人以上である場合は、各人

の特別控除の限度額は2,000万円とすることとされた

（措法35④)。

そのため、相続人4人それぞれに生じた譲渡益

2,200万円から、特別控除額2,000万円を控除し、そ

れぞれその残額200万円について、譲渡所得の金額が

生ずる。

15-1 この特例は、適用回数に制限がないので、譲渡し

たそれぞれの年分において、特定期間に取得をした

土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の

特例（措法35の2)の適用を受けることができる。

15-2 父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き

継ぐこととなる（所法60)。

しかし、取得期間内（平成21年 1月 1日から平成

22年12月31日まで）に土地等を取得した個人（父）

から相続、迪贈及ぴ贈与により取得した土地等を譲

渡した場合は、特定期間に取得をした土地等を譲渡

した場合の長期該渡所得の特別控除の特例の対象と

はならない（措法35の2①、措通35の2-1)。

15-3 措法35条の2の適用対象となる士地等の譲渡が 2

以上ある場合において、同＿年中にその譲渡した土

地等の全部又は一部について、措法33条から33条の

3まで、 36条の2、36条の5、37条、 37条の4又は

37条の8を適用する場合には、その他の土地等の譲

渡について措法35条の2を適用することはできない

（措法35の2①)。

したがって、 A土地の譲渡について措法37条を適

用し、 B土地の譲渡について措法35条の2を適用す

ることはできない。

※ A土地の譲渡もB土地の譲渡も措法35条の 2に

該当しているので、 A土地の譲渡及びB土地の譲

渡の全部に対して措法35条の2を適用することは

できる。
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誤った取扱い

15-4 同年中にA土地の譲渡（措法37のみ該当）と B

土地の譲渡（措法35の2のみ該当）があった場

合、いずれかの特例のみしか適用できないと説明

した。

【16 措法35条の3 （低未利用土地等を譲渡した場合の

長期譲渡所得の特別控除）関係】

16-1 ・同年中にA土地300万円で、 B土地を400万円で

譲渡し、いずれの土地についても各土地の所在す

る市区町村から「低未利用土地等確認書」の交付

を受けたが、売却価額の合計が500万円を超えるの

で措法35条の3の特例の適用はA土地又はB土地

のいずれか一方のみしかできないと説明した。

16-2 夫（土地の持分 2分の 1、建物を所有）と妻

（士地の持分2分の 1のみ所有）の共有であった

低未利用士地及び当該低未利用土地の上にある建

物を、 800万円（土地の対価600万円、建物の対価

200万円）で譲渡し、士地の所在する市区町村から

「低未利用士地等確認害」の交付を受けたが、売

却価額が500万円を超えるので措法35条の3の特例

の適用はできないと説明した。

正しい取扱い

15-4 A土地の譲渡は措法35条の2に該当していないの

で、 A土地の譲渡について措法37条を適用し、 B士

地の譲渡について措法35条の2を適用することがで

きる（措法35の2①)。

16-1 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の

特別控除の特例は、令和2年7月 1日から令和7年

12月31日までの間において、都市計画区域内にある

一定の低未利用土地等（当該低未利用土地等の譲渡

とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の

譲渡の対価を含む。）を500万円以下で売った場合に

は、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得

の金額から100万円を控除するというものである（措

法35の3([疫）二）。

また、令和5年 1月1日以後の譲渡について、以

下に掲げる区域内にある低未利用土地等を譲渡した

場合における譲渡の対価の額に係る要件は800万円以

下である（措法35の3②、措令23の3②二）。

① 都市計画法の市街化区域と定められた区域

② 都市計画法に規定する区域区分に閑する都市計

画が定められていない都市計画区域のうち、同法

に規定する用途地域が定められている区域

③ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別

措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成

した市町村の区域（①及び②の区域を除く）

譲渡の対価の額が500万円を超えるかどうかの判定

は、低未利用土地等が 2以上ある場合は、当該低未

利用土地等ごとの譲渡対価により判断する（措通35

の3-2(4))。

したがって、 A土地及ぴB士地のいずれも特例の

適用対象となり、 A土地及びB土地の譲渡所得の合

計金額から100万円（当該譲渡所得の合計金額が100

万円に満たない場合には、当該譲渡所得の合計金

額）を控除することができる。

16-2 譲渡の対価の額が500万円（一定の場合は800万

円。16-1参照。）を超える場合は、措法35条の3の

特例の適用がないが、当該譲渡の対価の額には、低

未利用士地等の譲渡とともにした当該低未利用土地

の上にある資産の譲渡の対価を含む（措法35の3②

二）。

そして、譲渡の対価の額が500万円を超えるかどう

かの判定は、共有である場合は所有者ごとの譲渡対

価により判定し、低未利用土地等の所有者と当該土

地上にある資産の所有者が異なる場合には当該低未

利用土地等の譲渡対価により判定する（措通35の3

-2(1)(2))。

したがって、夫の当該譲渡対価の額は500万円、

妻の当該譲渡対価の額は300万円となるので、それぞ

れ措法35条の3の特例を適用することができる。
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誤った取扱い

16-3 100万円の特別控除の特例適用対象となる低未利

用土地は、空き地及び空き家・空き店舗等の存す

る土地であるから、コインパーキングに利用され

ている土地は、設備投資が行われ業務の用に供さ

れているため低未利用士地に該当せず、特例適用

の余地はないとした。

正しい取扱い

16-3 コインパーキングに利用されている土地は、一定

の設備投資を行い、業務の用に供しているものでは

あるが、譲渡後に建物等を建ててより高度な利用を

する意向が確認された場合（市区町村から交付を受

けた低未利用土地等確認密による。）は、従前の土地

の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途

又はこれに類する用途に供されている土地の利用の

程度に比し著しく劣っていると考えられるため、低

未利用士地に該当すると取り扱われることから、そ

のような場合には、 100万円の特別控除の特例を適用

することができる。

なお、令和5年 1月 1日以後の譲渡について、譲

渡後にコインパーキング（立体駐車場等を除く。）と

して利用される場合は、措法35条の3の特例は適用

できない。

16-4 譲渡者の子が経営する法人へ譲渡した空地につ 16-4 譲渡者や直系血族などが株主である同族会社への

いて、 100万円の特別控除を適用した。 譲渡については、特別控除の適用はない（措法35の

【17 措法37条（特定の事業用資産の買換えの場合の譲

渡所得の課税の特例）関係】

17-1 買換資産である土地等の面和が譲渡資産の面和

の5倍を超えているにもかかわらず、買換資産の

取得価額の全額をもって譲渡所得の計箕を行っ

た。

17-2 令和6年7月に土地等の譲渡を行い、令和6年

中に買換資産である土地等を取得したが、特例の

適用を受ける旨の届出を行わずに、特定の事業用

資産の買換えの場合の該渡所得の課税の特例を適

用して申告した。

3②-、措令23の2①、 23の3①)。

17-1 士地等を買換資産として取得した場合、その土地

等の面和が譲渡資産の土地等の面積の 5倍を超える

ときは、その超える部分の面和に対応する部分は、

買換資産に該当しない（措法37②、措令25⑭)。

17-2 令和6年4月1日以後の譲渡について、同一年内

に譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得をした場合、

譲渡資産の譲渡の日（同日前に買換資産の取得をし

た場合には、その取得の日）を含む3月期間（※）

の末日の翌日から 2月以内に、特例の適用を受ける

旨の届出を納税地の所轄税務署長に行わなければな

らないため、特例の適用はできない（措法37①、措

令25③)。

(※) 3月期間とは、 1月1日から 3月31日まで、 4

月1日から6月30日まで、7月1日から 9月30日

まで及び10月1日から12月31日までの各期間をい

う。

なお、特例の適用を受ける旨の届出は、上記期間

内にその譲渡につき特例を受ける旨及び次の事項を

記載した届出書により行わなければならない（措令

25③)。

① 届出者の氏名及び住所

② 譲渡資産及び買換資産に関する次のイからハま

での事項（先行取得以外の場合）

イ その譲渡をした譲渡資産及びその3月期間内

に取得をした買換賓産の種類、構造又は用途、

規模、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日

ロ その譲渡をした譲渡資産の価額及び取得喪の

額

ハ その3月期間の末日の翌日以後に取得する見

込みである買換賓産の種類、所在地及び取得予

定年月日
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誤った取扱い

【18 措法40条（国等に対して財産を寄附した場合の譲

渡所得等の非課税）関係】

18 公益財団法人に対し、土地を寄附したが、所得税は

非課税であるとして、何ら手続を行わなかった。

【19 措法40条の3の2 （債務処理計画に基づき資産を

贈与した場合の課税の特例）関係】

19 法人の保証人となっている経営者が、イ迂務処理計画

に基づき同法人へ事業用資産の私財の提供（贈与）を

した。

これは、法人に対する贈与であるため、みなし譲渡

（所法59①-)に該当し、譲渡所得の申告が必要であ

るとした。

正しい取扱い

③ ②の取得をした、又は②の取得をする見込みで

ある資産のその適用に係る措法37条1項の表の各

号の区分

④ その他参考となるべき事項

※ 上記届出密の提出については、ゆうじょ規定が

ないことに留意する。

18 公益法人等に土地を寄附した場合には、原則として、

寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これ

らの財産の値上がり益に対して所得税が課税される（所

法59①)。

しかしながら、その寄附が、教育又は科学の振興、文

化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく

寄与することなど一定の要件を涸たすものとして、国税

庁長官の承認を受けたときは、その所得税について非課

税となる（措法40①)。

この特例を適用するためには、寄附の日から4か月以

内（所得税の確定申告期限が先に到来する場合は確定申

告期限まで）に、承認申請密その他の苦類を寄附者の納

税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出する

必要がある（措令25の17①)。

19 依務処理計画に基づき、中小企業者である再生企業の

保証人となっている経営者が、平成25年4月1日から令

和7年3月31日までの間に行う、その再生企業への一定

の事業用資産の私財提供（贈与）については、次の要件

の下、みなし譲渡課税は適用されない（措法40の3の2

①)。

① 経営者が、イ行務処理計画に基づき、その再生企業の

依務の保証に係る保証伯務の一部を履行しているこ

と。

② 依務処理計画に基づき行われた、私財提供（贈与）

及び保証依務の一部の履行後においても、その経営者

が保証伯務を有していることが伯務処理計画において

見込まれていること。

③ 再生企業が、私財提供（贈与）を受けた後にその資

産を事業の用に供することが使務処理計画において定

められていること。

④ 次の要件のいずれかを満たすこと。

イ 金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当

該貸付けに係る伎務の弁済の負担を軽減するため、

平成21年12月4日から平成28年3月31日までの間に

条件の変更が行われていること。

ロ 依務処理計画が平成28年4月1日以後に策定され

たものである場合において、当該内国法人が同日前

に次のいずれにも該当しないこと。

(1) 株式会社地域経済活性化支援機構法の再生支援

決定の対象となった法人

(2) 株式会社東日本大痕災事業者再生支援機構法の

支援決定の対象となった法人

(3) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に
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誤った取扱い

【20 措法41条の5 （居住用財産の買換え等の場合の譲

渡損失の損益通算及び繰越控除）関係】

20-1 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益

通箕及ぴ繰越控除の特例 （措法41の5)の適用に

当たって、売却した居住用不動産の敷地面和が600

対であったため、500rrfを超える部分に相当する

譲渡損失の金額をないものとして、給与所得との

損益通算を行った。

20-2 居住用財産の買換えに当たって、土地及び家屋

に係る住宅借入金等を別々にし、家屋に係る借入

金の供還期間は10年としたものの、土地に係る

借入金の供還期間は8年とした。このため、居住

用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越

控除の特例（措法41の5) を適用できないとし

た。

正しい取扱い

規定する産業復興機構の組合財産である債権の債

務者である法人

(4) その他財務省令で定める法人

20-1 談渡資産の士地等の面和が500m'を超える場合で

あっても、譲渡損失の全額を譲渡した年分の損益通

箕の対象とすることができる（措法41の5①)。

また、損益通算をしてもなお控除しきれない金額

で翌年に繰り越される損失の金額のうち、譲渡資産

の土地等の面和が500m'を超える部分に相当する金額

は繰り越すことができない（措法41の5⑦三）。

20-2 措法41条の5に規定する住宅借入金等は、住宅の

用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該敷地の

用に供する土地等の取得のための借入金で1釦遠期間

が10年以上であるものとされていることから、いず

れか一方の1釦還期間が10年以上であれば特例を適用
することができる（措法41の5⑦四）。

20-3 居住用財産を譲渡し、その年の翌年に買換資産 20-3 買換資産に居住することが特例の適用要件の一つ

を取得して居住したが、その後転勤により家族を とされているが、居住の継続は要件とされていな

含めて買換資産に居住しなくなった。 い。

そのため、譲渡の年の翌年12月31日において、

住宅借入金の残高はあるものの、居住をしていな

いことから、繰越控除の特例（措法41の5④)を

適用できないとした。

したがって、繰越控除の適用に当たっては、

一旦、買換資産に居住し、その後、居住しなくなっ

たとしても、その年の12月31日に買換資産に係る住

宅借入金の残高を有していれば、繰越控除の特例を

受けることができる（措法41の5④)。

20-4 居住用財産の買換えを行い、譲渡損失が発生し I20-4 繰上返済により住宅借入金等の依還期間が短縮さ
たため、前年分の確定申告において居住用財産の

買換え等の譲渡損失の損益通箕及び繰越控除の

特例（措法41の5)の適用を受けた。

そして、本年、買換資産である現在居住してい

る不動産の住宅ローン（当初の伯還期間15年）の

繰上返済を行い伯遠期間が6年に短縮されたが、

譲渡損失の繰越控除の特例の適用があるものとし

て申告することとした。

20-5 居住用財産の買換えを行い、譲渡損失が発生し

たため、前年分の確定申告において居住用財産の

買換え等の場合の譲渡損失の損益通箕及び繰越控

除の特例（措法41の5)を適用した。本年、 依還

期間 8年のローンに借り換えたが、同特例の適用

があるものとして本年分の申告を行った。

20-6 離婚し、それまで居住していたマンションを元

配偶者に財産分与した。この分与により譲渡損失

が生じたが、居住用財産の買換え等の譲渡損失の

損益通箕及び繰越控除の特例（措法41の5)を適

れ、その年の12月31日において、特例の適用要件を

満たす（供還期間10年以上）買換資産に係る住宅｛昔

入金等を有しないこととなる場合には、繰越控除の

特例を受けることはできない（措通41の5-17)。

20-5 買換資産の取得に係る借入金を借り換えた場合

は、新たな借入金が当初の借入金を消滅させるため

のものであることが明らかな場合で、一定の金融機

関からの借入金等であり、供還期間10年以上の割賦

伯還により返済されるものであるときに限り、新た

な借入金は買換資産に係る住宅借入金等に該当する

（措通41の5-16)。

したがって、借り換えた住宅ローンの伯遠期間が

8年であることから、特例の適用はない。

20-6 譲渡人の配偶者及び直系血族などの特殊関係者に

対する譲渡による損失についてはこの特例の適用は

ないこととされているが、その判定時期は、譲渡の

時の状況によることとされている（措通41の5-18 
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誤った取扱い

用できないとした。

20-7 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益

通算及び繰越控除の特例（措法41の5)の適用を

受けるための添付密類として、譲渡物件に係る登

記事項証明害の代わりに売買契約密の写しの提出

では不可とした。

正しい取扱い

で準用する31の3-20)。

この場合、分与時には、分与を受けた者は分与を

した者の配偶者ではないので、措法41条の5の適用

要件を満たすものであれば適用することができる。

20-7 譲渡資産に係る「登記事項証明芯、売買契約密の

写しその他の書類で、譲渡資産の所有期間がその年

1月 1日において 5年を超えるものであること及び

譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が

含まれている場合には面和を明らかにする害類」の

添付が必要と規定されていることから、売買契約書

の写しでも構わない（措規18の25①二）。

ただし、所有期間が5年を超えることを明らかに

するため、売買契約害の写しは、譲渡資産の譲渡時

及び取得時の両方のものが必要である。

なお、令和3年7月1日以後の手続については、

不動産番号等の明細咎を提出するなどの方法によ

り、地番、家屋番号又は不動産番号を提供すること

で、登記事項証明密の添付を省略することができ

る。

※ 譲渡資産の取得に係る売買契約締結時に、建物

の建築が完了していない場合（新築マンションの

売買契約など）には、 売買契約の効力の発生日は

建築が完了した日となることから、その日を明ら

かにする登記事項証明忠等が必要となる。

また、令和6年分以降の所得税等の申告等につい

て、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益

通算及ぴ繰越控除の特例（措法41の5)の適用を受

けようとする個人が、買換資産に係る住宅借入金等

の佃権者に対し、住宅ローン税額控除制度における

「住宅取得資金に係る借入金等の年末残面等調密制

度」に係る住宅ローン控除の適用申請密 （措法41の

2の3①)を提出している場合には、買換資産に係

る住宅借入金等の年末残高証明笞の提出及び確定申

告密への添付は不要となった（措規18の25②⑪)。

-21 -



誤った取扱い 正しい取扱い

【21 措法41条の5の2 （特定居住用財産の譲渡損失の

損益通算及び繰越控除）関係】

21 住宅ローンの残粛が1,000万円あった居住用不動産を

売却し、その譲渡損失の金額を計箕したところ800万円

の譲渡損失（譲渡価額400万円ー取得喪等1,200万円）

の金額が算出されたため、その全額を給与所得と損益

通箕して申告した。

21 措法41条の5の2の適用が可能な譲渡損失の金額は、

譲渡契約締結日の前日における住宅借入金等の金額が譲

渡価額を上回る部分の金額が限度となるため、 600万円

（ローン残j@j1, 000万円一譲渡価額400万円）が特例の対

象金額となる（措法41の5の2⑦-)。

≪参考図 ：損益通算及び繰越控除の限度額計算＞

0譲渡損失の金額と譲渡価額の合計がローン残莉を上回る場合

一t
,
 
伍一□[

l

 

0譲渡損失の金額と譲渡価額の合計がローン残高を下回る場合

貸

芯 1譲渡価額

|1,2()(l 41)0 
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資産課税関係 誤りやすい事例

（贈与税関係 令和6年分用）

大阪国税局
資産課税課



誤りやすい事例（贈与税関係令和 6 年版）

項 目

1 贈与税の課税財産

2 贈与税の配偶者控除関係

3 相続時精算課税関係

4 直系尊属からの贈与に係る税率の特例（特例税率）

5 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例及び住宅取得等資金の相続時精算課税の特例関係

6 教育資金の非課税制度関係

7 結婚・子育て資金の非課税制度関係

※ ここに掲載している事例は、ポイントが分かりやすいよう要旨のみを記載しています。

このため、｛固閃の納税者が行う具体的な取引の課税関係は、その事実関係等に応じて、

この事例（正しい取扱い）の内容と異なることがあるため注意が必要です。



資産課税関係 誤りやすい事例 （贈与税関係）

年 分の定義 1本年→令和 6年1前年→令和 5年 1前々年→令和 4年 1 （令和6年版）

誤った取扱い

【1 贈与税の課税財産】

1 -1 長男は、イ昔地の上に建っている父所有の建物の

贈与を受けるとともに、土地の賃貸借契約密の名

義も父から長男に変更したが、建物の評価のみを

行い贈与税の計算を行った。

1-2 長男は、居宅を新築するために父から土地を無

償で借り受けたが、その土地の固定資産税相当額

は長男が負担することとした。

この土地の借受けに当たって、権利金等を支

払っていないことから、借地権部分の贈与があっ

たとして贈与税の申告が必要であるとした。

1 -3  建物の敷地として同族会社に笠貸している士地

の贈与を受けたが、「土地の無償返還に関する届出

密」が提出されていたため、自用地としての評価

（借地権部分を考揺しない。）を行い贈与税の計算

を行った。

1-4 父が契約者及び被保険者となり保険料を負担し

ていた生命保険契約について、今回、契約者を長

男名義に変更し、今後は長男が保険料を負担する

ことになったため、今まで父が払い込んだ保険料

相当額について、長男が贈与を受けたものとして

贈与税の申告を行った。

1-5 長女は、自分が保険契約者及び保険金受取人に

なっている保険契約の満期一時金を受け取った。

この保険契約の保険料は、父が負担していたが、

契約者が長女となっていたことから一時所得とし

て申告した。

正しい取扱い

1 -1 借地権部分についても評価し、父から贈与を受

けたとして贈与税の申告をする必要がある。

ただし、契約密の名義を変更せず、使用貸借に

より借地権を父から長男に転借する場合は、建物

だけの贈与となるが、この場合、「借地権の使用貸

借に関する確認密」を提出する必要がある（使用

笠借通達2)。

※ 「使用貸借通達」とは、個別通達昭48.11. 1 

付直資2-189ほか2課共同 「使用貸借に係る士

地についての相続税及ぴ贈与税の取扱いについ

て」をいう。

1-2 個人間で土地を無伯で借り受けた場合や公租公

課程度の金額を支払うこととして土地を借り受け

たような場合（いわゆる使用貸借）の借地権部分

の価額は、ゼロとして取り扱うこととなる（使用

貸借通達1)。

※ 将来その土地の所有者が死亡した場合や、そ

の士地を贈与した場合における評価額は、自用

地（更地）として評価することとなる（使用貸

借通達3)。

1 -3 借地権が設定されている土地について「土地の

無供返還に関する届出杏」が提出されている場合

の土地の評価は、借地権部分として自用地の価額

の20％を控除して評価することとなる（相当地代

通達8)。

なお、「土地の無償返還に関する届出書」の提出

があっても、地代等の支払がないような使用貸借

である場合は、自用地として評価することとなる

（相当地代通達8)。

※ 「相当地代通達」とは、個別通達昭60.6. 5 

付課資 2-58、直評9 「相当の地代を支払って

いる場合等の借地権等についての相続税及び贈

与税の取扱いについて」をいう。

1 -4  生命保険契約に係る契約者及び保険金受取人の

名義変更があったとしても、その名義変更があっ

た年に贈与税の課税関係が生じることはない。

将来、保険契約を解約し、解約返戻金を受け

取ったときや保険契約の満期時に保険金を取得し

たときに、保険金受取人以外の者が負担した保険

料の金額に対応する部分については、贈与により

取得したものとみなされて贈与税が課税されるこ

ととなる（相法5①)。

1 -5 保険契約者が長女であっても、保険料の負担者

が父であることから、長女は、満期一時金を父か

ら贈与により取得したものとみなされ、贈与税の

課税対象となる（相法5①)。
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誤った取扱い

1-6 父から相続税評価額800万円（時価1,000万円）

の士地の贈与を受けたが、同時に父の借入金600万

円の返済が条件となっていた。

贈与税の申告に当たっては、この負担額を考慮

せずに、士地の相続税評価額である800万円を課税

価格として贈与税の計算を行った。

1 -7 離婚に伴い、財産分与としてもらった現金300万

円を贈与税として申告することとした。

1 -8 東京の大学に入学することになった長男は、

在学中4年間の生活喪として、720万円（月 15万円

X48か月）を親から一括で受け取ったが、生活喪

は贈与税が課税されないため、申告をしなかっ

た。

正しい取扱い

1 -6 負担付贈与があった場合には、贈与された財産

の価額から、負担額を差し引いた価額に相当する

財産の贈与があったものとして取り扱われる（相

基通21の2-4)。
また、贈与された財産が土地及び土地の上に存

する権利など一定の場合には、財産の価額は、

相続税評価額ではなく通常の取引価額となる（負

担付贈与通達1)。

したがって、この場合は課税価格400万円

(1,000万円ー600万円）として贈与税の計算を行

う。

なお、父は消滅した俯務の額600万円で土地を売

却したものとして譲渡所得金額の計箆を行うこと

となる（所法36①)。

※ 「負担付贈与通達」とは、個別通達平元． 3.

29付直評5、直資2-204「負担付贈与又は対価

を伴う取引により取得した士地等及び家屋等に

係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規

定の適用について」をいう。

1-7 離婚に伴う財産分与によって取得した財産につ

いては、贈与により取得した財産とならない。

※ 婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額

その他一切の事情を考屈してもなお過当である

と認められる場合のその過当な部分又は離婚を

手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図る

と認められる場合は、贈与により取得した財産

となる（相基通9-8)。

1-8 生活喪や教育賎に充てるために贈与により取得

した財産が非課税財産となるのは、生活毀や教育

喪として必要な都度、直接これらの用に充てるた

めに贈与された財産に限られる。

また、生活喪や教育喪として取得した財産を預

貯金とした場合や株式、家屋の購入毀用に充てた

ような場合、その預貯金又は購入既用の金額は、

贈与税が課税される（相法21の3①二、相基通21

の3-5)。

1-9 利害関係のない法人から、現金200万円を受け 1-9 法人からの贈与については、贈与税ではなく、

取ったことから、贈与税の申告をした。 業務に関して受けるもの及び継続的に受けるもの

【2 贈与税の配偶者控除関係】

2-1 婚姻期間が20年以上になったため、本年 1月に

夫から居住用財産の贈与を受けたが、本年5月に

離婚した。離婚後もその受贈財産に引き続き居住

するつもりであるが、贈与のあった年の年末まで

に離婚しているため、配偶者控除は適用できない

とした。

を除き、 一時所得として所得税の対象となる（相

法21の3①-、所基通34-1 (5))。

2-1 婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用財産の

贈与を受け、その後に離婚した場合であっても、

受贈財産に引き続き居住する見込みであるとき

は、配偶者控除の適用がある（相法21の6①)。

なお、「婚姻期間が20年以上である配偶者」に該

当するか否かの判定は、贈与のときの現況による

ものとされている（相令4の6①)。
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誤った取扱い

2-2 一度離婚したが同じ相手と再婚し、その配偶者

から居住用財産の贈与を受けた。婚姻期間が通箕

して20年を超えていたが、 2回目の婚姻の届出日

から贈与の日までの期間が15年しか経過していな

いため、贈与税の配偶者控除の適用はできないと

した。

2-3 前夫と死別後に再婚し、再婚した夫との婚姻期

間が20年以上となったため、再婚した夫から居住

用財産の贈与を受けた。しかし、死亡した前夫か

ら過去に贈与を受けた居住用財産について、既に

贈与税の配偶者控除の適用を受けていたため、

今回の贈与については、贈与税の配偶者控除の適

用は受けられないとした。

2-4 贈与を受けた年の年末で婚姻期間が20年以上と

なるため、贈与税の配偶者控除の適用ができると

した。

2-5 贈与税の配偶者控除を適用する場合、申告害は

必ず登記事項証明密を添付する必要があると説明

した。

【3 相続時精算課税関係】

3 -1 80歳の祖父が25歳の孫に土地を贈与したが、

孫は推定相続人ではないため、相続時精算課税を

選択することができないとした。

3-2 前年の贈与税の申告において、父から受けた土

地の贈与について、相続時精箕課税の選択をした

ため、本年中に母から受けた土地の贈与について

は、相続時精箕課税の選択ができないとして、

正しい取扱い

2-2 贈与税の配偶者控除の適用における婚姻期間

は、婚姻の届出日から贈与の日までの期間（その

期間中に配偶者でなかった期間がある場合は、

その配偶者でなかった期間を除く。）により計箕す

ることとされている（相令4の6②)。

したがって、同一配偶者との通算の婚姻期間が

20年以上であれば、贈与税の配偶者控除の適用を

受けることができる。

2-3 贈与税の配偶者控除については、その年の前年

以前のいずれかの年において贈与により当該贈与

者から取得した財産に係る贈与税につき贈与税の

配偶者控除の適用を受けた者は除くとされている

（相法21の6①)。

したがって、前回の贈与者と今回の贈与者が異

なる場合には、今回の贈与についても贈与税の配

偶者控除の適用を受けることができる。

2-4 婚姻期間20年は、婚姻の届出日から贈与の日ま

での期間であり、 1年未満の端数は切り捨てとな

る（相法21の6①④、相令4の6②、相基通21の

6-7)。

したがって、贈与を受けた年の年末で、婚姻期

間が20年以上となるときであっても、贈与を受け

た日において婚姻期間が20年未満である場合に

は、贈与税の配偶者控除の適用はない。

2-5 配偶者控除の適用を受ける場合の添付害類は、

①戸籍の謄本又は抄本②戸籍の附票の写し③登記

事項証明密その他の密類でその居住用不動産を取

得したことを証する害類となっている（相法21の

6②、相規9)。

したがって、贈与登記後の登記事項証明害に代

えて、贈与契約祖等の写しを添付してもよい。

また、令和 3年 7月 1日以後の手続について

は、申告書に不動産番号等を記載する又は不動産

番号等の記載のある密類を提出するなどの方法に

より、登記事項証明密の添付を省略することがで

きる。

3-1 相続時精鍔課税を選択できるのは、贈与した年

の1月 1日現在において

贈与者 ⇒ 60歳以上の者
受贈者 ⇒ 18歳以上の者でかつ贈与者の直

系卑属である推定相続人及び孫

であるため、孫は相続時精箕課税を選択すること

ができる（相法21の9①、措法70の2の6①)。

3 - 2 • 特定贈与者ごとに相続時精箕課税の選択をする

ことができるため、適用要件を満たせば、母から

受けた士地の贈与について相続時精算課税を選択

することができる （相法21の9②、相令5①)。
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誤った取扱い

暦年課税による申告をした。

正しい取扱い

3-3 64歳の父と62歳の母からそれぞれ2,500万円ずつ 3-3 相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した

の現金の贈与を受け、それぞれ相続時精算課税を 特定贈与者ごとにそれぞれ適用される。

選択することとしたが、適用できる特別控除額は したがって、同年中の贈与であっても、父、

2人合わせて上限2,500万円であるとして贈与税額 母からの贈与について相続時精箕課税に係る贈与

の計箕を行って申告した。 税の基礎控除後、それぞれ特別控除額を適用の

3-4 前年において、相続時精箕課税を選択している

者が相続時精箕課税に係る贈与税の基磋控除後、

特別控除額（2,500万円）を使い切ったため、本年

においてその特定贈与者から新たに贈与を受けた

財産については、暦年課税を選択して申告するこ

ととした。

3-5 相続時精箕課税を選択して贈与税の申告をして

いる者が特定贈与者から100万円の現金贈与を受け

たため、申告期限内に相続時精算課税を適用する

申告が必要であるとした。

3-6 64歳の父から、株式を低額で譲り受けたため、

相法7条により時価との差額に相当する額につい

て贈与により取得したものとして、贈与税の申告

が必要となったが、相続時精算課税の適用はでき

ないとして暦年課税とした。

上、課税価格をゼロとして申告することとなる

（相法21の11の 2、21の12①、令 5改正附則19

④、措法70の3の2①、相令5の2)。

なお、相続時精箕課税適用者に係る特定贈与者

が2人以上ある場合における相続時精算課税に係

る贈与税の基礎控除の計算については、 3-5参

照。

3-4 相続時精鍔課税は、特定贈与者ごとに選択する

ことができるが、 一度この制度を選択した場合、

その年分以後その特定贈与者からの贈与について

暦年課税への変更はできない（相法21の 9③、

⑥)。

なお、特別控除額2,500万円を使い切った場合の

贈与税額は、本年中において特定贈与者からの贈

与により取得した財産の贈与税の課税価格（相続

時精算課税に係る贈与税の基礎控除後）に一律

20％の税率を乗じた金額となる（相法21の13)。

3-5 本年中に特定贈与者から贈与により取得した財

産の価額の合計額が相続時精箕課税に係る贈与税

の基礎控除額 (llO万円）以下であるため、本年分

の贈与税の申告は不要である（相法21の9③、 21

のllの2①、措法70の3の2①)。

相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が 2人

以上ある場合に、各特定贈与者から贈与により取

得した財産に係る課税価格から控除する相続時精

算課税に係る贈与税の基礎控除の計箕について

は、特定贈与者の異なるごとに、 llO万円に、特定

贈与者ごとの贈与税の課税価格が課税価格の合計

額のうちに占める割合を乗じて計算するものとす

る（措法70条の3の2①、措令40条の5の2)。

なお、初めて相続時精算課税を選択し申告する

場合には、贈与税の申告密の提出期間内に「相続

時精算課税選択届出密」を受贈者の納税地の所轄

税務署長に提出する必要がある（相法21の9②)。

その場合において、相続時精算課税に係る贈与

税の基礎控除額以下の贈与など贈与税の申告書を

提出する必要がない場合であっても、「相続時精算

課税選択届出密」は提出しなければならない。

3-6 相続時精箕課税の適用に当たっては、贈与財産

の種類等に制限はないため、適用要件さえ満たせ

ば相法7条のみなし贈与による課税であっても、

相続時精箕課税の適用は受けられる。
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誤った取扱い

3-7 平成11年に長男が生まれ、その親が、翌年の平

成12年に伯父と養子縁組をした。その後、平成13

年に 二男が生まれた。

本年、長男及ぴ二男は伯父からそれぞれ1,000万

円ずつ現金の贈与を受け、それぞれ相続時精算課

税を選択して贈与税の申告をした。

【4 直系尊属からの贈与に係る税率の特例（特例税率）】

4-1 25歳の孫は、祖父が保険料を負担していた簡易

生命保険の滴期金300万円を受け取り、その他に叔

父から現金500万円の贈与を受けた。

課税価格が690万円 (300万円＋500万円ー110万

円）となるため、一般税率を適用し、贈与税額を

151万円 (690万円X40%-125万円）と計算をして

申告した。

4-2 祖父から現金400万円の贈与を受けた。

この場合において、特例税率を適用するために

は、戸籍謄本など受贈者の氏名、生年月日及びそ

の者が当該贈与をした者の直系卑屈に該当するこ

とを証するものを添付しなければならないとし

た。

4-3 前年分の贈与税の申告において、父からの現金

500万円の贈与について、特例税率の適用を受け、

戸籍勝本を添付している。本年父から現金500万円

の贈与を受けたので、本年分の贈与税の申告に当

たっても、特例税率の適用があることから、戸籍

謄本を申告密に添付しなければならないとした。

正しい取扱い

3-7 相続時精箕課税の逸用に当たっては、受贈者

は、贈与をした者の直系卑屈である推定相続人

又は孫である必要がある（相法21の9①、措法70

の2の6①)。

また、養子縁組により親族関係が生ずるのは、

養子縁組の日からである（民法727)。

したがって、養子縁組前に生まれた長男につい

ては、伯父と当然に直系卑屈の関係になるわけで

はなく、また、孫にも当たらないため、相続時精

葬課税の適用を受けることはできない。

なお、二男については、養子縁組後に生まれて

いるため、伯父の孫に当たり、この特例の適用を

受けることができる。

4-1 その年の 1月 1日において18歳以上の者が父母

や祖父母など（直系尊屈）から贈与を受けた財産

に係る贈与税額の計算は一般税率に代えて、特例

税率を適用することとなる（措法70の2の5)。

この場合において、贈与税額を計箕すると以下

のとおりである。

① 一般税率を適用：

690万円X40o/o-125万円＝151万円

② 特例税率を適用：

690万円X30o/o-90万円＝117万円

③ 一般税率対象贈与財産に対応する金額：

151万円（①） X500万円／800万円＝943,750円

④ 特例税率対象贈与財産に対応する金額：

117万円（②） X300万円／800万円＝438,750円

⑤ 943,750円（③） +438,750円（④） =I, 382,500円

なお、箕出した税額に100円未満の端数があると

きは、その端数は切り捨てとなる。

4-2 特例税率の適用を受ける者は、贈与税の申告密

に戸籍謄本など受贈者の氏名、生年月日及び そ

の者が当該贈与をした者の直系卑屈に該当するこ

とを証するものを活付しなければならない（措法

70の2の5④、措規23の5の5①)。 • 

ただし、基礎控除及び配偶者控除後の課税価格

が300万円以下である場合には、戸籍勝本等の提出

は要しない（措規23の5の5②)。

この場合、課税価格は290万円 (400万円ー110万

円）となるから、戸籍謄本等の提出は必要ない。

4-3 既に過去の申告芯に戸籍勝本を添付しているこ

とから、本年分の申告書には戸籍謄本を添付する

必要はない。この場合、本年分の申告密に、既に

戸籍謄本を添付して提出した申告害に係る年分と

提出先の税務署名を記載することとなる（措規23

の5の5①)。
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誤った取扱い

【5 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例及び住宅取得等

資金の相続時精算課税の特例関係】

5-1 親から住宅取得等資金の贈与を受け、翌年3月

15日までに、贈与を受けた住宅取得等資金の全額

を住宅用家屋の取得のための対価に充てたが、

翌年3月15日までに居住しない予定であるため、

特例の適用はないとした。

5-2 親から住宅取得等資金の贈与を受け、翌年3月

15日までに、贈与を受けた住宅取得等賓金の全額

を住宅用家屋の新築のための対価に充てたが、

家屋の完成が翌年 3月16日以降の予定であるの

で、特例の適用はないとした。

正しい取扱い

5-1 贈与を受けた年の翌年の 3月15日までに居住し

ない場合であっても、取得した住宅用家屋を同日

後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実

であると見込まれる場合には、 一定の書類の添付

により特例の適用が可能である（措法70の2①、

70の3①)。

ただし、贈与を受けた年の翌年の12月31日まで

に受贈者の居住の用に供されていない場合は、特

例の適用ができないため、修正申告苔の提出が必

要となる（措法70の2④、 70の3④)。

5-2 請負契約により住宅用家屋を新築する場合、

贈与の年の翌年3月15日において屋根を有し、

土地に定着した建造物と認められる時以後の状態

にある場合（新築に準ずる場合）で、完成した住

宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供

することが確実であると見込まれる場合には、

一定の害類の添付により特例の適用が可能である

（措法70の2①-、 70の3①-、措規23の5の2

①、 23の6①)。

ただし、贈与を受けた年の翌年の12月31日まで

に受贈者の居住の用に供されていない場合は、

特例の適用ができないため、修正申告書の提出が

必要となる（措法70の2④、 70の3④)。

5-3 親から住宅取得等資金の贈与を受け、分譲マン 5-3 請負契約による「新築」には、新築に準ずる場

ションを購入することとした。マンションの完成 合も含まれるが、分譲マンションや建売住宅の

は翌年4月の予定であるが、翌年3月15日におい 「取得」は売主から引渡しを受けたことをいうと

て屋根を有し、土地に定着した建造物と認められ されており、贈与の年の翌年3月15日において、

る時以後の状態にあるので、特例の適用があると 売買契約が締結されている場合又はその住宅用家

した。 屋が屋根を有し土地に定着した建造物と認められ

5-4 親から贈与を受けた住宅取得等資金と住宅ロー

ンにより一戸建てを購入したことから、住宅取得

等資金の贈与税の非課税の特例を受ける贈与税の

申告と住宅借入金等特別控除の適用を受ける所得

税の申告をした。

この申告に当たって、住宅借入金等特別控除額

の対象となる金額は、住宅借入金等の年末残高と

家屋等の取得対価の額のどちらか少ない方で判定

し、住宅借入金等特別控除額の計箕を行った。

5-5 父からの住宅用家屋の贈与について、住宅取得

等資金の贈与税の非課税の特例の適用を受けるこ

ととした。

る時以後の状態にある場合 （新築に準ずる場合）

であっても、引渡しを受けていなければ、特例を

適用することはできない（措通70の2-8、70の

3-8)。

5-4 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例（措法

70の3を含む。）を受けた場合には、家屋等の取得

に要する資金に充てられた住宅借入金等の金額

は、家屋等の取得対価の額から住宅取得等資金の

贈与税の非課税の特例の適用を受ける金額を差し

引いた金額が限度となる（措令26⑥⑮、措通41-

23)。

5-5 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の対象

となる財産は、住宅用家屋の新築若しくは取得又

は増改築の対価に充てるために贈与を受けた金銭

のみであるため、住宅用家屋そのものの贈与につ

いては、この特例を受けることはできない（措法

70の2①、 70の3①)。
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誤った取扱い

5-6 父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し、

翌年2月に自己資金で家屋を建てた。

今回の土地購入契約は、「家屋の新築請負契約と

同時になされたもの」ではなく、また、「家屋の新

築請負契約を締結することを条件とするもの」で

もなかったため、「住宅用家屋の新築若しくは取得

とともに取得する士地等」に当たらず、特例の適

用は受けられないとした。

正しい取扱い

5-6 土地の購入に充てた2,000万円の贈与について、

特例の適用を受けることができる。

特例の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に

は、住宅用家屋の新築（住宅取得等資金の贈与を

受けた日の屈する年の翌年3月15日までに行われ

たものに限る。）に先行してするその敷地の用に供

される士地等の取得のための資金が含まれる（措

法70の2①-、 70の3①-)。

また、贈与により取得した金銭が、土地等の取

得の対価に充てられ、住宅用家屋の新築の対価に

充てられた金銭がない場合であっても、当該土地

等の取得の対価に充てられた金銭は住宅取得等資

金に該当することとなる。ただし、当該贈与が

あった日の屈する年の翌年の 3月15日までに、

住宅用家屋の新築（新築に準ずる場合を含む。）

をしていない場合には、当該贈与により取得した

金銭については特例の適用はない（措通70の2-

3、70の3-2（注） 1)。

5-7 妻が妻の父から2,000万円の贈与を受けて土地を 5-7 新築された住宅用家屋を受贈者である妻が取得

購入し、その土地に夫が自己資金で住宅用家屋 （共有持分の取得を含む。）していない場合は、特

（夫名義）を新築した。 例の適用はない。

妻が妻の父から受けた2,000万円の贈与につい

て、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適

用が受けられるとした。

5-8 曾祖父から住宅取得等資金の贈与を受けたが、

曾祖父の推定相続人ではなく、孫でもないため、

特例の適用を受けることができないとした。

5-9 妻の父から住宅を購入するための資金の贈与を

受け、特例の適用を受けて申告を行った。

5-10 父及び祖母から省エネ等住宅を取得するための

資金として、それぞれ900万円ずつの贈与を受け、

同月に家屋の新築に係る契約を締結し、新築した

ので、住宅賓金非課税限度額900万円を贈与者ごと

に適用して申告を行った。

5-8 受贈者は贈与を受けた時において、贈与者の直

系卑屈であればよく、推定相続人又は孫である必

要はない（措法70の2①)。

したがって、曾祖父から受けた住宅取得等資金

の贈与については、特例の適用を受けることがで

きる。

なお、相続時精箕課税の選択をする場合は、

贈与者の推定相続人又は孫である必要があるので

留意する（措法70の3③-)。

5-9 贈与者の要件である受贈者の「直系尊屈」に

は、受贈者の配偶者の直系尊屈は含まれない（措

通70の2-1(1))。

ただし、受贈者とその配偶者の直系尊屈が養子

縁組をしている場合には、受贈者の直系尊屈に含

まれる。

5-10 住宅資金非課税限度額は、受贈者ごとの限度額

になるため、父及び祖母から贈与を受けた合計額

1,800万円のうち1,000万円が非課税となる（措法

70の2②六）。

なお、誰からの贈与について、いくらの適用を

受けるかは受贈者の選択になる。

また、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例

を適用した後の残額については、要件に該当すれ

ば、相続時精算課税の特例が適用できる (5-11 

参照）。
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誤った取扱い

5-11 父から2,500万円の贈与を受け、省エネ等住宅を

新築したため、 1,000万円の非課税の特例の適用を

受けることとしている。

2,500万円から1,000万円を控除した残額の1,500 

万円については、相続時精算課税を選択できない

と考え、暦年課税とした。

5-12 親から300万円の贈与を受け、建売住宅（省エネ

等住宅以外）を取得した。

その後、親から800万円の贈与を受け、省エネ等

住宅に適合させるため、増改築をした。

当該住宅の取得に係る非課税額300万円と当該住

宅を省エネ等住宅に逸合させるための増改築等に

係る非課税額800万円の合計額1,100万円を非課税

限度額として計箕を行った。

5-13 令和5年中に、親から中古住宅（省エネ等住宅

以外）を取得するための資金として500万円の贈与

を受け、その全額を充てて当該中古住宅を取得

し、旧非課税制度（令和 6年度の税制改正前の

「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」）の適

用を受ける申告を行った。

その後、本年2月に親から800万円の贈与を受

け、同月、当該中古住宅を省エネ等住宅に適合さ

せるための増改築に係る契約を締結し、 800万円全

額を当該増改築工事の喪用に充てたため、省エネ

等住宅に適合させるための増改築等に係る非課税

の特例を適用して計算を行った。

5 -14 55歳の親から贈与を受けた住宅取得等資金と住

宅ローンにより床面和250m'の家屋とその敷地を購

入したことから、住宅取得等資金の贈与税の非課

税の特例を受ける贈与税の申告と住宅借入金等特

別控除の適用を受ける所得税の申告をした。

正しい取扱い

5 -11 この特例を適用した後の残額については、

①暦年課税の基礎控除額（110万円）又は②相続時

精算課税に係る贈与税の基礎控除額 (110万円）及

ぴ相続時精算課税の特別控除額（2,500万円）を選

択することができる（措法70の3①)。

5-12 同一年中に、新築又は取得をするための住宅取

得等資金の贈与を受けて居住用住宅を取得し、そ

の後に取得した家屋に居住した後、改築のための

住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、取

得した住宅家屋と改築後の住宅家屋が、省エネ等

住宅に該当するものとそれ以外に該当するものと

なる場合は、いずれか多い金額により非課税限度

額を計算することとなる（措通70の2-1の2

（注） 1）。

したがって、この事例では非課税限度額は500万

円（取得分・非省エネ）と1,000万円（増改築分・

省エネ）のうち、多い金額である1,000万円とな

る。

※ 居住する前に増改築を行った場合には、増改

築等に充てられた金銭は、住宅取得等資金に該

当しないため、当該金銭については、特例の適

用がないことに留意する。

5-13 この特例は、平成21年から令和 5年分以前の年

分において、旧非課税制度の適用を受けていた場

合は、適用を受けた住宅用家屋が被災した場合等

の一定の場合（措法70の2⑬)を除き適用ができ

ない（令和6年改正措法附則54⑥)。

したがって、本年の800万円の贈与について、

住宅取得等賓金の贈与税の非課税の特例は受けら

れない。

5-14 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例（措法

70の2)は、床面積が40m2以上240m2以下に限られ

ていることから、床面和が240m2を超える家屋を取

得した場合には適用できない（措法70の2②二、

措令40の4の2②)。

なお、特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与

を受けた場合の相続時精算課税の特例（措法70の

3)及び住宅借入金等特別控除は、床面稽が40m2

以上という要件のみで上限はないため、適用を受

けることができる（措法70の3③二、措令40の5

①)。

※ 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例（措

法70の2)を受ける場合の上記床面和の下限に

ついて、贈与を受けた年分の合計所得金額が

1, 000万円超の者については、 50吋以上となる。
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誤った取扱い

5-15 親から住宅取得等資金の贈与を受け、店舗兼住

宅を購入した。その家屋の居住用部分の床面和が

200 rrf（家屋全体の床面和300rrf)であることか

ら、面和制限 (40m2以上240m2以下）の要件を満た

しているため、住宅取得等資金の贈与税の非課税

の特例の適用があるとして申告を行った。

5-16 既存住宅家屋で、昭和56年12月31日以前に建築

されているが耐裳基準に適合するものであるとい

うことを証明する既存住宅に係る「耐震基準適合

証明書」と同様に、省エネ等住宅であるというこ

とを証明する既存住宅に係る 「住宅性能証明害」

も家屋の取得の日前2年以内に調査が終了したも

のでなければ有効な証明書とならないとした。

5-17 親から800万円の贈与を受け、本年8月に建築さ

れた断熱等性能等級4に相当する建売住宅を本年

12月15日に取得したため、省エネ等住宅に該当す

るとして800万円を住宅資金非課税限度額として計

箕を行った。

なお、建築確認は、令和6年 1月に受けている。

正しい取扱い

5-15 店舗兼住宅の場合の床面和基準の判定について

は、居住の用以外の用に供されている部分の床面

和を含めた家屋全体の床面和で判定することにな

る。

したがって、居住用部分の200rrlではなく、家屋

全体の床面和300m2で判定することになる（措通70

の2-6で準用する70の3-6 (1))ため、特例

の適用を受けられない。

※ 2人以上の者で共有されている家屋の床面和

基準の判定についても、持分に対応する床面和

で判定するのではなく、家屋全体の床面積で判

定することになる（措通70の2-6、70の3-

6 (2))。

5-16 既存住宅に係る「耐震基準適合証明書」又は

「建設住宅性能評価害の写し（耐震等級（構造躯

体の倒壊等防止） 1、2又は3であるもの）」若し

くは「既存住宅売買瑕疵担保匹任保険契約が締結

されていることを証する害類」は、家屋の取得の

日前2年以内に証明のための家屋の調査が終了し

たもの、評価されたもの又は保険契約が締結され

たものに限るとされており、家屋の取得の日以降

に証明のための調査が終了したものは含まれな

vヽ。

一方、省エネ等住宅であることを証明するため

の既存住宅に係る「住宅性能証明密」又は 「建設

住宅性能評価忠の写し」は、家屋の取得の日前2

年以内又は取得の日以降に、その証明のための家

屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限

るとされている。

したがって、家屋の取得の日以降に証明のため

の家屋の調査が終了したものに係る「住宅性能証

明書」は有効なものとなる。

5-17 令和6年1月1日以後に、住宅取得等資金の贈

与税の非課税の特例（措法70の2)を受けようと

する場合、省エネ等基準のうち、省エネルギー性

能について、住宅用家屋の新築又は建築後使用さ

れたことのない住宅用家屋を取得するときは、エ

ネルギーの使用の合理化に著しく資する基準（令

和6年国士交通省告示第319号による改正後の平成

24年国士交通省告示第389号、令和6年国土交通省

告示第322号による改正後の平成24年国土交通省告

示第392号）の引上げにより、断熟等性能等級5以

上かつ一次エネルギー消喪祉等級6以上に相当す

る住宅用家屋であることが必要である（措法70の

2②六イ（1)、措令40の4の2⑧)。

また、令和6年 1月1日以後に、住宅取得等資

金の贈与税の非課税の特例（措法70の2)を受け

て住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことの

ない住宅用家屋の取得をする場合に、その住宅用

家屋の省エネルギー性能が断熟等性能等級4以上

又は一次エネルギー消我址等級4以上であり、か

つ、その住宅用家屋が①令和5年12月31日以前に
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誤った取扱い

5-18 前年に贈与税の申告で住宅取得等資金の贈与税

の非課税の特例の適用を受け、その適用を受けて

新築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援

法第2条第2項に定められる自然災害によって滅

失したが、すでに住宅取得等資金の贈与税の非課

税の特例の適用を受けているため住宅取得等資金

の贈与税の非課税の特例の適用を受けることはで

きないとした。

【6 教育資金の非課税制度関係】

6-1 贈与を受けた金銭について、教育資金非課税申

告害を提出していないが、教育資金であるため非

課税とした。

6-2 祖父から1,000万円の贈与を受け、教育資金の

非課税制度の適用を受けている受贈者が30歳に達

した。

1,000万円のうち800万円は学校等へ支払い、

教育資金口座には200万円の残額があったが、教育

資金の贈与であるため、非課税とした。

正しい取扱い

建築確認を受けているもの、もしくは、②令和6

年6月30日以前に建築されたものに該当するとき

は、その住宅用家屋は、省エネ等住宅に該当する

ものとみなして特例を適用することができる（改

正法附貝l」54⑤、 62②)。
したがって、本年8月に建築された断熱等性能

等級4に相当する建売住宅は、建築確認について

も令和6年 1月 1日以後に受けているため、省エ

ネ等住宅に該当しない。

5-18 令和6年分の申告においては、平成21年から令

和5年までの間に住宅取得等資金の贈与税の非課

税の特例の適用をすでに一度受けていても、その

適用を受けて新築等をした住宅用の家屋が被災者

生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定

める自然災害により滅失（通常の修繕によっては

原状回復が困難な損壊を含む）をした場合であれ

ば、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適

用を受けられる（措法70条の2⑫)。

6-1 教育資金の非課税の特例の適用を受けるために

は、教育資金口座の開設等を行った上で、預貯金

等の預入等をする日までに、その適用を受けよう

とする受贈者が教育資金非課税申告密を取扱金融

機関の営業所等を経由して、受贈者の納税地の所

轄税務署長に提出しなければならない（措法70の

2の2③)。

したがって、預入等期限までに教育資金非課税

申告帯の提出がない場合には、この特例を受ける

ことができない。

6-2 教育資金口座に係る契約は、次のいずれかの場

合に終了する。

① 受贈者が30歳に達したこと（その受贈者が30

歳に達した日において学校等に在学している場

合又は教育訓練を受けている場合（これらの場

合に該当することについて取扱金融機関の営業

所等に届け出た場合に限る。）を除く。）。

② 30歳以上の受贈者がその年中のいずれかの日

において学校等に在学した日又は教育訓練を受

けた日があることを、取扱金融機関の営業所等

に届け出なかったこと。

③ 受贈者が40歳に達したこと。

④ 受贈者が死亡したこと。

⑤ 口座等の残高がゼロとなり、教育賓金口座に

係る契約を終了させる合意があったこと。

なお、上記①から⑤のいずれか（④を除く。 以

下「終了事由」という。）に該当した場合に、贈与

を受けた金額から教育資金として支出した金額を

控除（贈与者が教育資金管理契約の終了の日まで

に死亡したときにおいて、受贈者が相続により取

得したものとみなされた管理残額がある場合に

は、管理残額も控除）した残額があるときは、そ
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誤った取扱い

6-3 前年に、教育資金口座から800万円の払出しを行

い、そのうち500万円を同年中に教育資金の支払い

に充て、残額の300万円を本年に教育資金として支

払いをした。

教育資金口座から払出した800万円全額が教育資

金の支払いに充てられていることから、全てを非

課税とした。

6-4 本年、祖父から1,000万円の教育資金の贈与を受

け、 A銀行で教育資金非課税申告害を提出した。

その後、祖母から500万円の教育資金の贈与を受

け、 B銀行で教育資金非課税申告害を提出した。

教育資金非課税申告害を提出しているため、

それぞれについて教育資金の非課税の特例を受け

ることができるとした。

【7 結婚・子育て資金の非課税制度関係】

7 祖父及ぴ祖母から、結婚 ・子育て資金として1,000万

円ずつ現金の贈与を受けた。

結婚 ・子育て資金の非課税の特例を受けるとして金

融機関に結婚 ・子育て資金非課税申告密を提出したた

め、合計2,000万円の全額が非課税であるとした。

正しい取扱 い

の残額は、終了事由に該当した日の屈する年の贈

与税の課税価格に算入される（④に該当した場合

には、贈与税の課税価格に算入されるものはな

い。） （措法70の2の2⑯、⑰、⑱)。

したがって、教育資金口座の残額200万円につい

て贈与税の課税価格に箕入される。

なお、令和5年4月1日以後に取得した教育資

金に係る残額に暦年課税の贈与税が課されるとき

は、一般税率を適用して贈与税の計算を行う（令

和5年 3月31日以前に取得した教育資金に係る残

額については、特例税率を適用する。） （措法70の

2の2⑰二）。

※ 結婚 ・子育て資金の残額についても同様。

6-3 教育資金支出額（非課税となる額）は、その年

中に払い出した金銭の合計額と、その年中に教育

資金の支払いに充てた合計額のいずれか少ない方

の金額となる（措法70の2の2⑨二、⑪、⑰）。

したがって、翌年に教育資金の支払いに充てた

300万円は教育資金支出額に該当せず、教育資金口

座に係る契約が終了した日の屈する年の贈与税の

課税価格に箕入されることになる。

※ 受贈者の死亡により契約が終了した場合を除

く（措法70の2の2⑱)。

6-4 教育資金非課税申告密は、受贈者が既に教育資

金非課税申告密を提出している場合には提出する

ことはできない（措法70の2の2⑥)。

したがって、 A銀行に提出した分については、

教育資金の非課税の特例を受けることができる

が、B銀行に提出した分については、教育資金非

課税申告密を重ねて提出することができないた

め、教育資金の非課税の特例を受けることができ

なVヽ。

また、この場合は、贈与を受けた500万円が本年

分の贈与税の課税価格に箕入されることとなる。

なお、非課税限度額 (1,500万円）までであれ

ば、最初に教育資金非課税申告密を提出した金融

機関に「追加教育資金非課税申告密」を提出すれ

ば、教育資金の非課税の特例を受けることができ

る（措法70の2の2④)。

7 結婚 ・子育て資金の非課税の特例の対象となる非課

税の限度額は、受贈者ごとに 1,000万円となる（措法

70の2の3①)

そのため、祖父及び祖母のそれぞれから1,000万円

を贈与により取得した場合（合計で 2,000万円を取得

した場合）、結婚 ・子育て資金の非課税の特例の対象と

なるのは1,000万円が限度となるので、差額の1,000万

円については、贈与を受けた年分の贈与税の課税価格

に算入することとなる。

また、受贈者が贈与を受けた年の前年分の合計所得
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誤った取扱い 正しい取扱い

金額が1,000万円を超える場合は、結婚・子育て資金の

非課税の特例を受けられない。
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資産課税関係 誤りやすい事例

（相続税関係令和6年版）

大阪国税局
資産課税課





誤りやすい事例（相続税関係令和 6 年版）

項 目

1 遺言無効訴訟が提起されている場合

2 遺留分侵害額の支払の請求がされている場合

3 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の申告期限等

申告手続 4 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の課税価格

5 被相続人が老人ホームで死亡した場合の納税地

6 相続開始の同年中に被相続人から贈与を受けた相続人が相続又は遺贈により財産を取得

しない場合

7 未支給の国民年金を相続人が受給した場合

8 国外財産のみを取得した非居住者がいる場合の課税財産

， 不動産の共有持分を共有者の死亡により他の共有者が取得した場合
10 相続開始後に支払を受けた被相続人の入院給付金

11 生命保険に係るリビング・ニーズ特約に基づく生前給付金

課税財産 12 相続開始後3年経過後に支給を受けた死亡退職金

13 契約者と保険料負担者とが異なる場合の生命保険契約に関する権利

14 混同により消滅した相続人に対する債権

15 被相続人の所得税の準確定申告による還付金

16 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料

17 相続開始日において支払日が到来していない家賃

非課税財産 18 墓地用地として貸し付けている土地

19 生命保険金を目的とした代償分割をすることの可否
課税価格の

20 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を目的とした代償分割をすることの可否計算

21 生命保険契約に関する権利を遺産分割して申告することの可否

22 遺留分侵害額請求の訴訟が提起されている場合の特例の適用（令和元年7月1日以後に開

始した相続）

23 
遺留分減殺請求に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替え（令和

元年7月1日前に開始した相続）

24 更正の請求による特例の適用

25 選択特例対象宅地等の変更の可否

26 「遺産が未分割…承認申請書」が提出されていない場合の特例の適用

27 「限度面積要件」の計算方法

28 農業用倉庫の敷地についての特例の適用
小規模宅地等の

未舗装の青空駐車場についての特例の適用課税価格の特例 29 

30 事業規模とされるアパートの敷地についての特例の適用

31 別居している子が被相続人の居住用財産を取得した場合の特例の適用

32 居住用以外の部分がある場合の特定居住用宅地等の範囲

33 配偶者が居住を継続していない場合の特例の適用

34 被相続人が二世帯住宅に居住していた場合

35 被相続人が入院のために長期間空家にしていた自宅についての特例の適用

36 被相続人が老人ホームに入居していた場合

37 被相続人が実際に居住していた家屋に住民票がない場合の特定居住用宅地等

38 7年以内に贈与を受けた者が相続しない場合
7年以内の

39 相続を放棄した者が生命保険金を受け取った場合贈与加算

40 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受けていた場合



誤りやすい事例（相続税関係令和 6 年版）

項 目

41 相続時精算課税の適用財産に評価誤りがある場合（過大評価）

42 相続時精算課税の適用財産に評価誤りがある場合（過少評価）
相続時精算

43 相続時精算課税の適用財産の算入金額の誤り
課税制度

44 持定膳与翌が膳与をした生の生途に死亡した場合

45 相続陸精墓課拉の適用財産が磁害により披害庄受l土tヰ易合

46 相続を放棄した者の債務控除

47 相続人でない特定受遺者の債務控除
債務控除

相続を放棄した者が葬式費用を負担した場合の債務控除48 

49 香典返戻費用の債務控除

50 養子の子の代簸相続権
税額の計算

相続人から廃除された者がいる場合の基礎控除の金額51 

52 相続人が相続の放棄をした場合

相続税額の
53 実子の妻及び子が養子となっていた場合加算

54 養子の子で縁組前に出生した子を養子にしていた場合

55 更正の請求による配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者に対する 56 「遺産が未分割…承認申請書」が提出されていない場合の配偶者に対する相続税額の軽減

相続税額の軽減 配偶者以外の者が隠蔽仮装した財産を配偶者が取得した場合の配偶者に対する相続税額
57 
の軽減

58 18歳で婚姻した者の未成年者控除

未成年者、障害
59 成年年齢引下げに伴う未成年者控除

者及び相次相続 60 未成年者（障害者）控除額が相続税額を上回る場合の取扱い
控除等

61 障害者控除により税額がないこととなる者の申告

62 被相続人が義父から遺贈を受けた財産に係る相続税の相次相続控除

63 相続放棄をした者がいる場合の死亡保険金の非課税限度額
相続の放棄

相続放棄をした者の受領した死亡保険金の非課税規定の適用64 

65 教育資金の非課税の特例を受けていた場合の相続財産への加算（令和3年3月31日以前）

教育資金の非課税の特例を受けていた場合の相続財産への加算（令和3年4月1日以後、

教育資金の贈与
66 

税の非課税の特
令和5年3月31日以前）

例及び結婚・子育 67 教育資金の非課税の特例を受けていた場合の相続財産への加算（令和5年4月1日以後）
て資金の贈与税

68 結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の相続財産への加算の非課税の特例

69 結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の7年以内の贈与加算

70 結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の相続税額の加算

その他
71 都市営農農地等につき特定生産緑地の指定がされなかった場合の相続税の納税猶予の継

続の可否

※下線が引いてある事例等は、新たに追加したものである。

※ ここに掲載している事例は、ポイントが分かりやすいよう要旨のみを記載しています。

このため、個閃の納税者が行う具体的な取引の課税関係は、その事実関係等に応じて、

この事例（正しい取扱い）の内容と異なることがあるだめ注意が必要です。



資産課税関係 誤りやすい事例 （相続税関係 ）

〔令和6年版〕

誤った取扱い 正しい取扱い

『申告手続関係l
（遺言無効訴訟が提起されている場合）

1 被相続人は長男に全てを相続させる旨の公正証密迫 1 未分割であるとして申告することはできない。

言をしていたが、長男は法定申告期限までに他の相続 長男は形式的には有効な迫言により相続財産を取得し

人から当該迫言について無効確認の訴訟が提起された

ことから、まだ分割が確定していないとして 3年以内

の分割見込害を添付して相法 55条の規定により法定相

続分で課税価格を計算して申告した。

ていることから、相法 55条に規定する「分割されてい

ないとき」に該当しない（相法 11の2、相基通 11の2

-4)。

なお、長男は、当該迪言について無効確認の判決（相

続又は迫贈により取得した財産の権利の帰屈に関する判

決）が確定したことを知った日の翌日から4月以内に限

り、更正の請求をすることができる（相法 32①六、相令

8②-)。

また、他の相続人は、当該判決が確定したこと によ

り、相続財産が相続人全員の共有となるため、新たに納

付すべき相続税額があるこ ととなった場合や既に申告等

により確定した相続税額に不足が生じた場合には、期限

後申告書又は修正申告密を提出することができる（相法

30①、 31①、相基通 30-1)。その後、分割が確定すれ

ば、相法32①ーにより更正の請求も可能となる。

（遺留分侵害額の支払の請求がされている場合）

2 本年4月に死亡した被相続人は、長男に全てを相続 I2 法定申告期限までに迫留分侵害額の請求に基づき支払
させる旨の公正証密迫言をしていたが、長男は法定申

告期限までに配偶者から迪留分侵害額の支払の請求を

受けていたことから、配偶者の迪留分に相当する金額

を控除して申告した。

• l • 

うべき金銭の額が確定していない場合は、迫言に基づい

て期限内申告密を提出しなければならない（相法 11の

2、相基通 11の2-4)。

なお、長男は、迫留分侵害額の請求に基づき支払うべ

き金銭の額が確定したことを知った日の翌日から 4月以

内に限り、更正の請求をすることができる（相法 32①

三）。

また、配偶者は、当該迪留分侵害額の請求に基づき支

払うべき金銭の額が確定したことにより、新たに申告す

る必要が生じた場合や既に申告等により確定した相続税

額に不足が生じた場合には、期限後申告害又は修正申告

害を提出することができる（相法 30①、31①、相基通

30-1)。

※ 令和元年6月 30日以前に相続が開始した場合、 「迫

留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額」は、

「迪留分による減殺の請求に基づき返遠すべき、又は



誤った取扱い

（特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の申告期限

等）

正しい取扱い

弁供すべき額」となることに留意する（平成 31年3

月改正法附則23④)。

3 被相続人甲は平成 26年に死亡したが、相続人がいな 3 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の相続税法

かったことから、特別緑故者である乙が、本年5月に の適用は、被相続人の死亡時の相続税法が適用されるこ

相続財産の一部の分与を受けた。相続税の申告に当 とから、平成26年当時の基礎控除5,000万円 (5,000万

たっては、本年の相続税法を適用し、基礎控除を 円＋1,000万円XO人）となる（平成25年3月改正法附

3,000万円として、財産の分与があった日から 10月以 則 10①)。

内に申告した。 なお、申告期限は財産の分与があったことを知った日

（特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の課税価

格）

の翌日から 10月以内となる（相法4①、 29)。

4 被相続人甲は令和元年に死亡したが、相続人がいな 4 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合には、その

かったことから、特別縁故者である乙が、本年6月に 与えられた時における財産の時価により相続税が課税さ

相続財産の一部であるA士地の分与を受けた。 A士地 れることとなるから、 7,000万円で申告しなければなら

の令和元年の相続税評価額は 6,000万円、本年の相続 ない（相法4①)。

税評価額は 7,000万円であるが、 6,000万円で申告し

た。

（被相続人が老人ホームで死亡した場合の納税地）

5 被相続人は、終身利用権付の有料老人ホームに夫婦 15 相続税の納税地は、被相続人の死亡の時における住所

で転居した後に死亡した。住民登録は、自宅においた

ままとなっていたので、自宅の所在地を管轄する税務

署に相続税の申告書を提出した。

. 2. 

地とされている（相法附則3)。ここでいう住所とは、

生活の本拠をいうが、被相続人が居住していた家屋を離

れて有料老人ホームに入所したような場合には、一般的

にはそれに伴い被相続人の生活の本拠も移転したものと

考えられる（相基通 1の3 • 1の4共ー 5)。

事例の場合、終身利用権付であること、夫婦で転居し

ていることから考えると、老人ホームの所在地を管轄す

る税務署に申告苔を提出すべきである。

※ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算

の特例の取扱いは36を参照。



誤った取扱い

（相続開始の同年中に被相続人から贈与を受けた相続人

が相続又は遺贈により財産を取得しない場合）

正しい取扱い

6 甲は、本年6月に死亡した父から相続財産を取得し 6 相続又は迫贈により財産を取得した者が、相続開始前

なかったが、同年5月に父から財産の贈与を受けてい 7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与を受けてい

たことから、当該贈与により取得した財産の価額を相 た場合、その贈与により取得した財産の価額を加算した

続税の課税価格とみなして相続税の申告を行った。 価額（その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により

l課税財産関係l
（未支給の国民年金を相続人が受給した場合）

7 甲は、本年5月 10日に死亡したが、同年6月 15日

に、 4月分と 5月分の国民年金の額に相当する金額が

甲の預金口座に振り込まれた。

この金額については、甲が支給を受けるべきもので

あったことから、未収金として相続財産に計上した。

取得した財産以外の財産については、その財産の価額の

合計額から 100万円を控除した残額）が相続税の課税価

格とみなされ、その者が相続開始の年に贈与を受けてい

た場合、贈与税の申告は不要となる（相法 19①、 21の

2④、相基通 19-1)。

しかしながら、相続又は迫贈により財産を取得してい

ない者には、これらの規定は適用されない。

したがって、甲は、相続税の申告は不要であり、贈与

については本年分の贈与税の申告の対象となる（相基通

21の2-3)。

ただし、甲が相続時精箕課税適用者であった場合又は

当該贈与について相続時精箕課税を適用する場合には、

贈与税の申告は不要であり、相続税の課税対象となる

（相法21の 16①、 28④、相基通21の2-3)。

7 未支給年金請求権は、死亡した受給権者甲に係る迫族

が、未支給の年金を自己の固有の権利として取得するも

のであり、相法3条に規定するみなし相続財産にも該当

しないため、甲の相続税の課税対象とはならない。

なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金はその追

族の一時所得に該当する（所基通34-2)。

《参考》国民年金法 19条（未支給年金）

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その

死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給

しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、

父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三

親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と

生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支

給の年金の支給を請求することができる。

. 3. 



誤った取扱 い

（国外財産のみを取得した非居住者がいる場合の課税財

産）

8 米国に居住していた甲（日本国籍なし）が本年4月

に死亡し、 日本に居住する相続人乙（一時居住者でな

い）は、甲の米国内の財産を相続により取得した。乙

は、米国に居住する相続人丙（日本国籍なし）も甲の

米国内の財産を相続により取得していたことから、相

続税の申告に当たって丙が取得した財産を含めて相続

税の総額を計箕した。なお、相続人はこの2人のみで

あった。

正しい取扱い

8 乙は相続税の納税義務者となる（相法1の3①ーイ）

が、丙は日本国内の財産を相続しない限り納税義務者に

該当しないことから、相続税の課税財産は、乙が相続に

より取得した財産のみとなり、当該財産の価額のみを

もって相続税の総額の言十箕をすることとなる（相法2

①、 11の2、15①、 16)。

なお、基礎控除は、相続人が2名であるため 4,200万

円となる。

（不動産の共有持分を共有者の死亡により他の共有者が

取得した場合）

9 甲は、知人である乙と共有する不動産を有していた I9 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡
が、乙が死亡し、乙には相続人がいなかったため、 当

該不動産の乙の共有持分を取得した。

甲は、相続人として共有持分を取得したものではな

いことから、相続税ではなく 、一時所得の課税対象に

なるとして所得税の申告をした。

（相続開始後に支払を受けた被相続人の入院給付金）

して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に

帰屈することとなるが（民法255)、この場合、その者に

係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は迪贈

により取得したものと取り扱われる（相法9、相基通9

-12)。

したがって、甲が取得した乙の持分は、迪贈により取

得したものとして、相続税の課税対象となる。

10 被相続人甲は、被保険者を甲、死亡保険金及び入院 I10 被相続人を受取人とする入院給付金は、被相続人の死
給付金の受取人を配偶者乙とする生命保険契約を締結

し、保険料を支払っていた。

そして、乙は、甲の死亡後に、死亡保険金だけでな

く、甲に係る入院給付金も受け取ったため、 この入院

給付金も相続財産とした。

（生命保険に係るリビング・ニーズ特約に基づく生前給

付金）

亡後に支払われたものであっても、相法3条 1項 1号の

保険金には含まれず、被相続人の本来の相続財産となる

が（相法3①-、相基通3-7)、事例の場合は、乙が

契約上の受取人として受け取るものであることから、本

来の相続財産にも該当せず、相続財産とはならない。

なお、当該入院給付金については、贈与税や所得税も

課されない（相法5①、所法9①十八、所令 30①、所基

通9-20)。

11 被相続人は、リビング・ニーズ特約に基づく生前給 11 生前給付金は、 配偶者が指定代理人として受け取った

付金 （受取人： 被相続人） の支払の直後に亡くなった としても、被相続人が受け取るべきものであるから、相

が、 当該生前給付金は、 指定代理人である配偶者が受 続開始時において、当該生前給付金が現金、預貯金その

け取っており、 非課税であることから相続財産に計上 他の財産と して存在している場合には、それを相続財産

-4 • 



誤った取扱い

しなかった。

（相続開始後3年経過後に支給を受けた死亡退職金）

正しい取扱い

として計上しなければならない。

12 死亡退職金の支給額が相続開始後 3年以内に確定 12 相続開始後3年経過後に死亡退職金の支給を受けたと

し、 3年経過後に実際に支給された場合に、当該死亡 しても、3年以内にその支給される額が確定していた場

退職金が一時所得に該当するとして申告した。 合には、当該死亡退職金は相続財産となる（相法3①

（契約者と保険料負担者とが異なる場合の生命保険契約

に関する権利）

二、相基通3-30)。

なお、死亡退職金の支給額が相続開始から 3年経過後

に確定した場合には、相続人の一時所得となる。

13 被相続人甲は、被保険者を乙とする生命保険契約の

契約者となっていたが、保険料は乙が支払っていた。

13 甲は、保険料を負担していないことから、当該権利を

相続税の申告に当たって、甲が契約者となっていた

ことから生命保険契約に関する権利を相続財産として

計上した。

（混同により消滅した相続人に対する債権）

相続財産として計上する必要はない（相法3①三）。

く参考＞甲が死亡した場合の課税関係

契約者 1負担者 1被保険者 1 課税関係

甲 I 甲 I 乙 1本来の相続財産

乙 甲 乙 みなし相続（迫贈）財産※

甲 乙 乙 課税なし

※ 相法12①五イの非課税の適用はない。

14 相続人乙は、被相続人甲から 500万円を借用してい 14 乙が、甲の有していた乙に対する依権を相続すること

た。甲の死亡により、乙は、甲の乙に対する依権 500 により、伯権者と伎務者が同一人となることから、当該

万円を相続したが、当該栖権は、民法 520条（混同） 俵権は消滅するが、これは、あくまでも当該俵権を乙が

の規定に基づき消滅したため、相続財産として計上し 相続した結果生じる法律効果であり、当該俵権を相続に

なかった。

（被相続人の所得税の準確定申告による還付金）

より取得した事実をも消滅させるものではないから、当

然に相続財産に計上しなければならない。

15 被相続人は、 8月に死亡したので、相続人は準確定 15 遠付請求権は、被相続人の死亡後に発生すると して

申告密を提出し、 7月に納付した予定納税額のうちー も、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰

部の遠付を受けた。 属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したも

この場合の還付金は、被相続人の死亡後、相続人が のである。

支払を受けるものであるから、相続財産には該当しな したがって、これらの請求権に基づいて還付金を取得

いとした。 した場合は、本来の相続財産として相続税の課税の対象

となる。

. 5. 



誤った取扱い 正しい取扱い

（生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料）

16 乙は、被相続人甲の死亡を保険事故として生命保険 I16 みなし相続財産とされる保険金には、保険契約に基づ
金 3,000万円及び前納保険料 10万円の支払を受けた

が、生命保険金についてはみなし相続財産として、前

納保険料については本来の相続財産として申告した。

なお、生命保険料の負担者は甲であった。

（相続開始日において支払日が到来していない家賃）

く保険金とともに保険金受取人が払戻しを受ける前納保

険料の額が含まれるから、生命保険金 3,000万円と前納

保険料 10万円の合計 3,010万円がみなし相続財産とし

て、相続税の課税対象となる（相基通3-8)。

17 甲は、賃貸アパートを所有していたが、その笠貸料 17 死亡した日においてその月の家賃の支払期日が到来し

の支払期日は毎月の末日となっていた。 ていない場合は、既経過分の家牧相当額を相続税の課税

甲が4月 24日に死亡したため、4月分の家貨を相続 価格に算入しない。

人が4月 30日に収受したが、家貸のうち4月1日から

24日までの期間に対応する既経過分の家賃について、

相続税の課税価格に箕入して申告しなければならない

とした。

『非課税財産関係l
（墓地用地として貸し付けている土地）

18 相続人甲が相続により取得したA土地は、被相続人

が宗教法人K寺の墓地用地として提供し、同寺の檀家

に墓地として使用させている。

甲は、相続税の申告に当たって、 A土地は、相法 12

条 1項2号に規定する墓所に当たることから、非課税

財産とした。

『課税価格の計算関係 1
（生命保険金を目的とした代償分割をすることの可否）

18 A土地は、甲の祖先を祭祀するための募地として使用

されているものではなく 、K寺の橙家の墓地として貸し

付けられているものであるから、相法 12条 1項2号に

規定する非課税財産（墓所）には該当しない。

また、甲は、宗教を目的とする事業を行う者でないこ

とから、相法 12条 1項3号に規定する非課税財産にも

該当しないため、 A土地は非課税財産にはならない。

19 長男は、被相続人の死亡を保険事故とする生命保険 19 代伯分割は、本来の相続財産を現物分割することに代

金 1億円（保険料の負担者は被相続人）を取得した えて行われるものであるところ、保険金は受取人固有の

が、本来の相続財産が 5,000万円しかないことから、 財産であって代伯依務の目的となるべき現物分割の対象

相続財産を取得しないこととするほか、受け取った生 財産となりえないから、 2,500万円を代依使務として課

命保険金から現金 2,500万円を次男に支払うこととし 税価格から控除することはできない（相基通 11の2-

た。 9)。

相続税の申告に当たっては、支払った 2,500万円を なお、支払った 2,500万円については、次男に対する

代伯債務として課税価格から控除した。 贈与となる。

-6-



誤った取扱い 正しい取扱い

（相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を目的とした

代償分割をすることの可否）

20 長男は、 5年前に 2億円の贈与を受け、相続時精箕 120 代償分割は、本来の相続財産を現物分割することに代

課税制度を選択して贈与税の申告をした。

本年、被相続人が死亡したが、本来の相続財産が 1

億円しかないことから、相続財産を取得しないことと

するほか、次男に対して自らの預金から 5,000万円を

支払うこととした。

相続税の申告に当たっては、支払った 5,000万円を

代償伯務として課税価格から控除した。

（生命保険契約に関する権利を遺産分割して申告するこ

との可否）

えて行われるものであるところ、過去に贈与を受けた財

産は代佑俄務の目的となるべき現物分割の対象財産とな

り得ない（特別受益として法定相続分の計箕上考慮され

る場合はある。民法 903)から、 5,000万円を代依俄務

として課税価格から控除することはできない。

なお、支払った 5,000万円については、次男に対する

贈与となる。

21 被相続人甲は、次の生命保険契約に係る保険料を全 I21 生命保険契約に関する権利は、保険契約者が有するも
額負担していたことから、相続人間で迫産分割協諮を

行い、 生命保険契約に関する権利をいずれもBが取得

することとした。

① 契約者甲、被保険者A、保険金受取人B

② 契約者A、被保険者A、保険金受取人B

伽＼規模宅地等の課税価格の特例関係l

のであるから、保険料を負担していた保険契約者が死亡

した場合は、その権利は本来の相続財産となる。また、

被相続人が保険料を負担し、かつ、被相続人以外の者が

契約者である場合は、その契約者が生命保険契約に関す

る権利を相続又は迫贈により取得したものとみなすこと

とされている（相法3①三）。

したがって、①の契約に係る権利は、本来の相続財産

となるから、迪産分割協議の対象となるが、②の契約に

係る権利は、迫産分割協識の対象とはならず、契約者で

あるAが相続又は迫贈により取得したものとみなされ

る。

（遺留分侵害額請求の訴訟が提起されている場合の特例

の適用（令和元年7月1日以後に開始した相綾））

22 3月に死亡した父は、相続財産を全て長男に相続さ I22 他の相続人から迫留分侵害額請求の訴訟が提起されて
せる旨の公正証害迫言を作成していたが、他の相続人

から、迫留分侵害額請求の訴訟が提起された。

そのため、小規模宅地等の特例の適用対象宅地等の

選択についての同意が得られないとして、同特例を適

用せず期限内申告密を提出した。
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いたとしても、長男は、迫言により不動産も含め相続財

産の全てを取得しているのであり、小規模宅地等の特例

の適用対象宅地等の選択について他の相続人の同意を要

しないから、同特例を適用して申告することができる

（措令40の2⑤、相基通 11の2-4)。

なお、相続税の申告期限後に、長男が他の相続人に対

し迫留分侵害額に相当する金銭を支払うこととなり、長

男がこれに代えて小規模宅地等の特例の適用を受けた宅

地（以下「特例宅地」という。）の所有権を他の相続人



誤った取扱い 正し い 取扱い

に移転させたとしても、当該所有権の移転は、遺留分侵

害額に相当する金銭を支払うための譲渡（代物弁済）と

考えられ、長男が迫贈により特例宅地を取得した事実に

異動は生じないことから、長男が小規模宅地等の特例の

適用を受けることができなくなるということはない。

また、長男から特例宅地の所有権の移転を受けた他の

相続人については、上記のとおり、相続又は迫贈により

取得したものとはいえないため、特例の適用を受けるこ

とはできない。

おって、長男は、原則として、迫留分侵害額に相当す

る価額により特例宅地を譲渡したとして、所得税が課税

される（所法33、所基通33-1の6)。

（遺留分減殺請求に伴う修正申告及び更正の請求におけ

る小規模宅地等の選択替え（令和元年7月1日前に開始

した相続））

23 平成 31年3月に死亡した父が相続財産を全て長男に I23 修正申告又は更正の請求における小規模宅地等の選択
相続させる旨の公正証書迪言を作成していたため、長

男は当該追言に基づき、相続税の申告密を期限内に提

出した。その際、小規模宅地等の特例の適用を受けら

れる宅地等としてA宅地及びB宅地があったため、長

男はA宅地について小規模宅地等の特例を適用して申

告した。

その後、配偶者からの追留分減殺請求を受け、家庭

裁判所の調停の結果、A宅地は配偶者が取得すること

になったが、長男に対して、更正の請求で小規模宅地

等の対象地をB宅地に変更することはできないと指導

した。
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替えについては、当初申告におけるその宅地に係る小規

模宅地等の特例の適用について何らかの瑕疵がある場合

しか認められていない（後記25参照）。

しかし、事例の場合は迫留分減殺請求という相続固有

の後発的事由に基づいて、当初申告で小規模宅地等の特

例の適用を受けたA宅地を迫贈により取得できなかった

もの （注）であるから、更正の請求においてB宅地につ

いて小規模宅地等の特例を適用することを、いわゆる選

択替えというのは相当ではない。

そのため、小規模宅地等の特例適用要件を満たす限

り、長男が更正の請求において小規模宅地等の対象地を

B宅地と変更することはできる。配偶者についても、修

正申告において同様に取り扱って差し支えない。

（注）令和元年7月1日前に開始した相続に適用される迫

留分減殺請求については、その行使によって当然に物

権的効力が生じる（迪贈が無効となり、迪贈財産に関

する権利が迫留分減殺請求者に移転する）とされてい

る。

令和元年7月1日以後に開始した相続に適用させる

迪留分の侵害請求については、前記22を参照。



誤った取扱い 正しい取扱い

（更正の請求による特例の適用）

24 法定申告期限内に、不動産（土地、建物）について I24 法定申告期限内に分割されている特例対象宅地等につ
は分割協議が成立したが、預金等については成立しな

かったため、 小規模宅地等の特例対象宅地等の選択に

ついて、他の相続人の同意が得られなかった。

その後、全部の財産の分割協賠が成立し、特例対象

宅地等の選択についての同意が得られたので、更正の

請求をした。

（選択特例対象宅地等の変更の可否）

いては、法令上、更正の請求により小規模宅地等の特例

を認める旨の規定がないことから、同特例を適用するこ

とはできない（措法69の4④、⑦)。

ただし、法定申告期限内に分割されている特例対象宅

地等について、特例対象山林（措法 69の5②四イに掲

げるもの）が未分割であることにより、同特例の適用を

受けていない場合には、原則として、法定申告期限から

3年以内に分割されたときは、更正の請求により同特例

を適用することができる（措法69の4⑤、措令40の2

⑭)。

なお、特例対象宅地等が未分割であった場合には、原

則として、法定申告期限から 3年以内に分割されたとき

は、更正の請求により同特例を適用することができる

（措法69の4④、⑤、相法32①)。

25 甲は、 A宅地を選択特例対象宅地等として相続税の 25 当初申告において、 A宅地について適法に小規模宅地

申告を行った。 等の特例を適用した場合には、 B宅地を特例の対象とし

その後、申告内容を見直したところ、申告淵れ財産 て選択替えをすることはできない。

があることが判明するとともに、 B宅地を選択特例対 なお、同特例は、修正申告害にこの特例の適用を受け

象宅地等とした方が有利であることが分かったため、 ようとする旨を記載し、所定の笞類の添付がある場合に

修正申告の際に、 A宅地に替えてB宅地を小規模宅地 も適用するとされているが（措法 69の4⑦)、これは、

等の特例の対象とした。 末分割であった等、当初申告において同特例の適用を受

（「遺産が未分割…承認申請書」が提出されていない場合

の特例の適用）

けていなかった場合又は法令に定める要件を欠く誤った

選択をしていたこととなった場合に関する規定であり、

修正申告における特例対象宅地等の選択替えを認めるも

のではない。

26 甲は、当初申告において、相続財産が未分割である 26 甲は、相続税の法定申告期限から 3年を経過する日の

として申告していたが、法定申告期限から 5年経過後 翌日から 2月を経過する日までに左記申請書を提出せ

に、相続財産が分割されたことにより小規模宅地等の ず、税務署長の承認を得ていないので、小規模宅地等の

特例を適用する旨の更正の請求書を提出した。

なお、甲は、「申告期限後3年以内の分割見込書」は

提出しているが、「迪産が未分割であることについてや

むを得ない事由がある旨の承認申請密」は提出してい

なVヽ0

. 9. 

特例を適用することはできない（措法 69の4④ただし

密、措令40の2R、相令4の2②、③、④)。



誤った取扱い 正し い 取扱い

（「限度面積要件」の計算方法）

27 本年3月に父が死亡した。次の土地について小規模 27 小規模宅地の特例の限度面和は、特定事業用宅地等及

宅地の特例を適用する予定である。 び特定同族会社事業用宅地等（「特定事業用等宅地等」

① 甲宅地（「特定居住用宅地等」に該当） ： 297m' という。）については 400m'まで、「特定居住用宅地等」

② 乙宅地（「貸付事業用宅地等」に該当） ： 180m' については 330m'まで、 「貸付事業用宅地等」について

小規模宅地の特例において、甲宅地 297mべ乙宅地 は200nfまでである。

180m2の全てに適用して、相続税の計算を行った。 特例の対象として選択する宅地等の全てが「特定事業

（農業用倉庫の敷地についての特例の適用）

用宅地等」及び 「特定居住用宅地等」である場合には、

それぞれの適用対象面和まで適用できるが、「貸付事業

用宅地等」を特例の対象として選択する場合の限度面積

は、次のとおり調整計算が必要となる（措法 69の4

②)。

【計箕式】

AX  200/ 400+ BX 200/330+ C ~200 nf 

A:「特定事業用等宅地等」の適用面和

B:「特定居住用宅地等」の適用面和

C:「貸付事業用宅地等」の適用面和

したがって、 [297m双 200/330+180 nf=360 nf]とな

り、200nfを超えてしまうため、甲宅地と乙宅地の全て

の面和について適用することはできない。

28 脹業用倉庫（展機具及び農作物を保管するもの）の 28 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の上にある建

敷地について、特定事業用宅地等に該当しないとし 物又は構築物から除かれているものは、温室その他の建

た。 物で、その敷地が耕作の用に供されるもの及び暗きょそ

（未舗装の青空駐車場についての特例の適用）

の他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは

養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されてい

るものだけであるから、農機具等の保管を行うものであ

る農業用倉庫の敷地は、同特例の対象となる（措法 69

の4①、措規23の2①)。

29 甲は、屋根もなく、舗装などもされていないいわゆ 29 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、建物又は

る斉空駐車場を相続により取得した。この駐車場につ 一定の構築物の敷地の用に供されているものに限られて

いては、被相続人が長年駐車場収入を得ていたこ とか おり、建物又は構築物の敷地となっていない場合は、同

ら、貸付事業用宅地等に該当するとした。 特例の適用はない（措法69の4①)。

. 10. 



誤った取扱い

（事業規模とされるアバートの敷地についての特例の適

用）

正しい取扱い

30 甲は、相続により貨袋アパートを取得したが、 当該 30 「特定事業用宅地等」における事業からは、不動産貸

アパートは貸与できる独立した室数が 20室あり、所基 付業、駐車場業、 自転車駐輪場業及ぴ準事業が除かれて

通 26-9に定める「事業的規模」に該当することか おり、建物の貸付けが「事業的規模」で行われていたと

ら、当該アパートの敷地について 「特定事業用宅地 しても、「特定事業用宅地等」には該当せず、「貸付事業

等」に当たるものとして 400m2まで 80％減額の対象と 用宅地等 (200吋まで 50％減額）」に該当する（措法 69

した。 の4③-、四、措令40の2⑦)。

（別居している子が被相綾人の居住用財産を取得した場

合の特例の適用）

※ 平成 30年4月 1日以後の相続開始の場合、相続開

始前3年以内に新たに貸し付けた宅地は、「貸付事業

用宅地等」の対象から除かれている（経過措岡あ

り。）。ただし、相続開始前3年以内に新たに貸し付け

た宅地等であっても、被相続人の貸付事業が3年を超

えて「事業的規模」で行われていた場合は、「特定貸

付事業」の用に供されていた宅地等として「貸付事業

用宅地等」の特例 (200対まで 50％減額）対象となる

（措法 69の4③四、措令 40の2⑲、措通 69の4-

24の4)。

31 被相続人甲と配偶者乙が居住していた居住用宅地等 31 丙は、小規模宅地等の特例の要件を滴たす者でないこ

を、乙及び別居していた子丙が共同相続した。 とから、丙が取得する部分については、特定居住用宅地

甲に係る相続税の申告に当たって、丙が取得した部 等に該当せず、丙は、同特例の適用を受けることはでき

分も特定居住用宅地等に該当するとした。 ない（乙が取得する部分については、特定居住用宅地等

（居住用以外の部分がある場合の特定居住用宅地等の範

囲）

に該当する。） （措法69の4③二、措令40の2⑫)。

《参考》

平成 22年3月 31日以前に相続等により取得した宅地

等の同特例の適用については、一の宅地等を共同相続し

た場合において、そのうちの一人でも要件を満たす者が

いれば、その要件を満たす者以外の者が取得する部分も

特定居住用宅地等に該当することとされていた。

32 配偶者乙が、相続により取得した一棟の建物のうちI32 一棟の建物のうちに、被相続人等の居住用部分と他の
に、居住用部分（被相続人甲及ぴ乙の居住用）、貸付部 用途に供されている部分がある場合には、その一棟の建

分及び空室部分があったが、相続税の申告に当たって

は、その敷地の全部が特定居住用宅地等に該当すると

した。
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物の敷地については用途ごとに床面積の割合であん分し

て小規模宅地等の特例を適用することとされているか

ら、乙が取得した居住用部分については特定居住用宅地



誤った取扱い

（配偶者が居住を継続していない場合の特例の適用）

正しい取扱い

等に該当するものの、それ以外の部分については該当し

ない（貸付部分については、貸付事業用宅地等に該当す

る場合がある。）（措法69の4③二、措令40の2⑫)。

※ 平成 22年3月 31日以前については、 前記 31《参

考》参照。

33 配偶者が取得した被相続人の居住の用に供されてい 133 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を配偶者が

た宅地等について、申告期限までに保有・継続がされ

なかったので、小規模宅地等の特例の適用を受けるこ

とができないとした。

取得した場合の小規模宅地等の特例の適用要件には、保

有・継続要件がないことから、同特例の適用を受けるこ

とができる（措法69の4③二）。

（被相綾人が二世帯住宅に居住していた場合）

34 被相続人夫婦とその長男夫婦はそれぞれ生計を別に I34 平成 26年1月1日以後、相続又は迪贈により取得す

しながら、いわゆる二世帯住宅に居住していた。本年

に被相続人が死亡し、その二世帯住宅が構造上区分さ

れた住居であったので、被相続人が居住していた部分

に対応する部分についてのみ特定居住用宅地等に該当

するとした。

る財産について、一棟の建物で構造上区分のあるもの

（区分所有建物である旨の登記がされているものを除

く。）について、被相続人及びその親族が各独立部分に

居住し、生計を別にしていた場合でも、その親族が相続

又は迫贈により取得したその敷地の用に供されていた宅

地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分

に対応する部分（敷地全体）が特定居住用宅地等として

特例の適用ができる（措通69の4-7)。

（被相続人が入院のために長期間空家にしていた自宅に

ついての特例の適用）

35 被相続人甲は、病気治療のため3年間にわたって病 I35 甲の居住の用に供されていた家屋が入院中に他の用途

院に入院していたが、そのまま死亡した。

相続人乙は、甲が入院前に居住していた家屋が甲の

入院中空家になっていたため、当該家屋の敷地につい

て特定居住用宅地等に該当しないとして相続税の申告

を行った。

（被相続人が老人ホームに入居していた場合）

に供されていたと認められる事情がない限り、甲の生活

の拠点は入院中もなおその家屋にあると考えられること

から、その家屋の敷地について特定居住用宅地等として

申告することができる。

36 被相続人甲は、 要介護認定を受けており、介護が必 36 平成 26年1月1日以後、相続又は迫贈により取得す

要となったため有料老人ホームに入居していたが、 そ

のまま死亡した。

相続人乙は、甲が有料老人ホームの終身利用権を取

得していたことから、有料老人ホームヘ入居する前に

居住していた家屋の敷地は、特定居住用宅地等に該当
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る財産については、相続開始日において、終身利用権付

き有料老人ホームヘ入居していた場合でも、介護認定等

を受けており、かつ、有料老人ホームヘの入居前に居住

していた家屋を貸付けなど他の者の居住の用に供した事

実がなければ、その家屋の敷地について、特定居住用宅



誤った取扱い

しないとして相続税の申告を行った。

（被相続人が実際に居住していた家屋に住民票がない場

合の特定居住用宅地等）

正しい取扱い

地等として申告することができる（措法 69の4①、措

令40の2②、③)。

37 被相続人は、 T市所在の家屋に居住していたが、諸 37 居住の用に供されているか否かについては、住民登録

般の事情で実際には居住していないN市に住民登録の の有無だけで判断するのではなく、客観的事実に基づき

みを行っていた。 ， 判断することとなる。

そのため、相続人は、その他の要件は満たすものの

T市に住民登録がないことから小規模宅地等の特例を

適用できないとした。

「7年以内の贈与加算関係l
(7年以内に贈与を受けた者が相続しない場合）

38 次男は、長男との間で、父親の相続財産を取得しな 38 相続又は迪贈により財産を取得した者が、相続開始前

いとする分割協識を行った。しかし、次男は、父親の 7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、そ

死亡の2年前に事業資金として 2,000万円の贈与を受 の贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に

けていたことから 7年以内の贈与加算を行い、相続税

の申告をした。

なお、次男は父親からの贈与について相続時精冥課

税の選択をしていない。

（相続を放棄した者が生命保険金を受け取った場合）

加鍔することとされている（相法 19①)。

次男は、相続又は迫贈により財産を取得していないた

め、相法 19条 1項の規定は適用されず、贈与により取

得した財産の価額を相続税の課税価格には加算しないこ

ととなるので、相続税の申告は不要となる（相基通 19-

3)。

39 次男は、被相続人が保険料を負担していた生命保険 39 次男は、相続を放棄したとしても、生命保険金を追贈

契約に基づき多額の保険金を取得した。 により取得したものとみなされる（相法3①-)ことか

次男は、相続を放棄し、相続人ではなくなったこと ら、相続税法上、相続又は迫贈により財産を取得した者

から、相続開始前7年以内に被相続人から贈与された となるため、相続開始前7年以内に被相続人から贈与さ

財産について7年以内の贈与加箕は不要とした。 れた財産については、その贈与により取得した財産の価
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額（その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取

得した財産以外の財産については、その財産の価額の合

計額から 100万円を控除した残額）を相続税の課税価格

に加葬しなければならない（相法 19①)。

※ 相法 19①の取扱いは、令和6年 1月1日以後に贈与

により取得する財産に係る相続税について適用され

る。



誤った取扱い

（住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受けていた

場合）

正しい取扱い

【加箕対象期間について】

贈与の時期 加算対象期間

～令和5年 12月 31日 相絞閑始前3年間

贈与者の相続問始日

令和 6年 1月 1日～
相続開始前3年間

令和6年1月1日～ 1 令和8年 12月31日

令和 9年 1月 1日～ 令和 6年 1月 1日～

令和 12年 12月 31日 相続関始日

令和 13年 1月 1日～ 相続閉始前7年問

40 乙は、令和9年5月に死亡した被相続人甲から、令 I40 住宅取得等資金のうち、住宅資金非課税限度額までの
和6年 10月に住宅取得等資金 1,llO万円の贈与を受

け、贈与税の非課税制度の適用を受ける申告をしてい

た。

この住宅取得等資金については、非課税部分の

1,000万円及び基礎控除の 110万円により贈与税が課

されていないことから、相続開始前7年以内に贈与を

受けた財産はないとして加算の必要はないとした。

l相続時精算課税制度関係1

金額については、贈与税の課税価格に箕入されず、相続

開始前7年以内の贈与加算の対象にもならないこととさ

れているが、基礎控除相当額については7年以内の贈与

加箕の対象外とする規定がないことから、 llO万円を贈

与加箕する必要がある（相法 19①、措法 70の2①、

③)。

（相続時精算課税の適用財産に評価誤りがある場合（過

大評価））

41 相続時精算課税を選択して贈与税の申告をした土地 I41 相続時精算課税の適用を受ける財産の価額は、当該財
について、相続開始後に相続税の申告をする際に、評

価誤りで過大に評価していたことが判明したが、贈与

税の課税価格に箕入した金額を相続税の課税価格に加

算した。
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産の贈与の時における価額とされていることから（相基

通 21の 15-2)、贈与税の申告において課税価格に算入

した価額に評価誤りがあった場合には、相続税の申告を

する際に正しい価額（令和6年 1月1日以後に贈与によ

り取得した財産の価額は、相続時精算課税に係る基礎控

除額を控除した後の残額）を相続税の課税価格に加箕す

ることとなる。

なお、この場合、贈与税の更正の請求ができる期限ま

では、更正の請求により贈与税を減額することができ

る。



誤った取 扱 い 正しい取扱い

（相続時精算課税の適用財産に評価誤りがある場合（過

少評価））

42相続時精箕課税を選択して贈与税の申告をした土地 I42 相続税の課税価格に加箕される相続時精算課税の適用
について、、相続開始後に相続税の申告をする際に、評

価誤りで過少に評価していたことが判明したが、変更

できないとして、贈与税の課税価格に算入した金額を

相続税の課税価格に加算した。

•
• （相続時精算課税の適用財産の算入金額の誤り）

43 平成 21年に住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、

相続時精算課税を選択し、限度額いっぱいの住宅等資

金の非課税分 1,000万円と相続時精箕課税適用分

2,500万円を適用額として贈与税の申告をした。相続

開始後に相続税の申告をする際に、住宅取得等資金に

ついては、非課税であるとして、相続時精勾課税適用

分の2,500万円のみを相続税の課税価格に加箕した。

である乙（父）からの贈与により現金 1,000万円を取

得したが、同年中に乙が死亡した。甲は、乙の死亡に

係る相続税の申告に際して、相続税の課税価格に加算

される金額を 1,000万円とした。

を受ける財産の価額は、当該財産の贈与の時における価

額とされていることから（相基通 21の 15-2)、贈与税

の申告時において課税価格に算入した価額に評価誤りが

あった場合であっても、贈与の時における正しい価額

（令和6年 1月1日以後に贈与により取得した財産の価

額は、相続時精箕課税に係る基礎控除額を控除した後の

残額）を加算することとなる。

この場合の評価誤りに係る課されるべき贈与税相当額

については、更正 ・決定の除斥期間を徒過したものを除

き、速やかに贈与税の課税手続（修正申告又は更正）を

とることを前提に相続税額から控除する贈与税額に含ま

れるものとして取り扱う（相基通21の 15-3)。

43 旧措四法第 70条の3の2 （平成 21年 12月 31日に廃

止）「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精箕

課税に係る贈与税の特別控除の特例」については、

1,000万円の非課税枠ではなく、相続時精算課税制度に

係る贈与税の非課税枠の上乗せ部分であるため、相続税

に算入する金額は、 3,500万円となる。

（特定贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合）

44 相続時精箕課税適用者甲は、令和6年に特定贈与者 I44 令和6年 1月 1日以後に相続時精算課税の適用を受け
る財産については、当該財産の価額から相続時精箕課税

に係る基礎控除の額を控除した残額が贈与税の課税価格

に箕入されることになるが（相法 21の 10、21の 11の

2①)、相続開始の年に特定贈与者である被相続人から

の贈与により取得した相続時精箕課税の適用を受ける財

産については、相法 28④の規定により贈与税の申告を要

しないこととされている。

そして、特定贈与者の死亡に係る相続税の計箕におい

ては、相続開始の年に特定贈与者からの贈与により取得

した財産の価額から相続時精箕課税に係る基礎控除の額

を控除した残額が相続税の課税価格に加鍔されることと

なる（相法 21の 15①、21の 16③) よって、甲は乙の

死亡に係る相続税の申告に際して、相続税の課税価格に
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誤った取扱い

（相続時精算課税の適用財産が災害により被害を受けた

揚

正しい取扱 い

890万円を加算することとなる。

45 相続時精箕課税適用者甲は、令和6年7月に特定贈 45 特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物に

与者である乙（父）から贈与により建物を取得した 係る贈与税について、贈与を受けた年分（令和6年分）

が、同年 11月に発生した災害により建物が被害を受け

た 甲は、令和6年分の贈与税について災害減免法6

条の規定による減免措闘（課税価格の控除）を適用し

て申告した その後、甲は、令和9年に死亡した乙の

相続税の申告に際して、相続時精算課税の災害特例の

適用があるとして贈与の時における建物の価額から災

害による被災価額を控除した残額を相続税の課税価格

に加算して申告した。

『餌控踪即慕］

（相続を放棄した者の債務控除）

において災害減免法による減免措置の適用を受けようと

する場合又は受けた場合には、相続時精箕課税の災害特

例は、適用できないこととされている（措法 70の3の

3③)。

※ 減免措四の詳細については、国税庁ホームページの

「相続税又は贈与税の災害減免措置について」を参

墨

46 相続を放棄した者が、現実に被相続人の依務を負担 46 使務控除をすることができる者は、相続人又は包括受

したことから、その者が追贈により取得したとみなさ 迪者に限られており、相続を放棄した者は相続人とはな

れる死亡保険金から恨務控除した。 らないことから、現実に被相続人の伯務を負担したとし

ても、伯務控除することはできない（相法 13①)。

（相続人でない特定受遺者の債務控除）

47 相続人でない特定受迫者が現実に被相続人の佃務及 47 佃務控除をすることができる者は、相続人又は包括受

ぴ葬式喪用を負担したことから、迪贈により取得した 迫者に限られているから、相続人でない特定受迫者が現

財産から伯務控除した。 実に被相続人の佃務及び葬式喪用を負担したとしても、

（相続を放棄した者が葬式費用を負担した場合の債務控

除）

俵務控除することはできない（相法13①)。

48 相続を放棄した者が迫贈により取得したとみなされ 48 侶務控除をすることができる者は、相続人又は包括受

る死亡保険金を取得した場合に、その者は相続人とは 迪者に限られているが、相続を放棄した者が現実に被相

ならないので、現実に支払った葬式我用を佃務控除し 続人の葬式喪用を負担した場合に限り、当該負担額は、

なかった。 その者が辿贈によって取得した財産の価額から佃務控除
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しても差 し支えないものとされている（相基通 13-

1)。



誤った取扱い

（香典返戻費用の債務控除）

49 香典返戻袈用を葬式我用として俵務控除した。

阿税額の計算関係l
（養子の子の代襲相続権）

正しい取扱い

49 香典返戻弗用は葬式我用として控除することはできな

い（相基通 13-5 (1))。

50 被相続人甲の養子乙は、甲が死亡する前に既に亡く 50 Aは、 乙が甲の子としての身分を取得する前に出生し

なっており、乙には、甲と乙の養子縁組前に出生した た子であることから、甲の直系卑屈には該当 しないた

A及び養子縁組後に出生したBがいる。 め、 Aを相続人として相続税の計算をすることはできな

このA及ぴBは、 乙の子であり代襲相続人に当たる

として、相続税の計算を行った。

（相綾人から廃除された者がいる場合の基礎控除の金

額）

vヽ゚

養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する

とされ（民法 809)、また、被相続人の子が相続開始前に

死亡したときは、その者の子が代襲相続人となるとされ

ているものの、被相続人の直系卑屈でない者は代襲相続

人とはならないとされている（民法887②)。

したがって、Bのみが代襲相続人となる。

51 相続税の基礎控除の計鍔における相続人の数は、相 51 廃除があった場合には、その廃除がなかったものとし

続の放棄があった場合には、その放棄がなかったもの て判定することとなっていないから、相続人の数には含

として判定されているので、相続人から廃除された者 めない（相法 15②)。

がいる場合も、相続税の基礎控除の計算における相続 なお、廃除された者に子がいる場合には、代襲相続人

人の数に含めて計箕した。 となることから、その子は相続人の数に含める。

『目続税額の加算関係l
（相続人が相続の放棄をした場合）

52 被相続人甲の子である相続人乙は、甲の迫言により 52 相続税額の加箕の規定は、被相続人の一親等の血族及

相応の財産を取得したので相続の放棄をした。 び配偶者以外の者に適用することとされているが、この

乙は、相続税の申告に当たって、相続の放棄により 一親等の血族及ぴ配偶者は相続人であることを要件とは

甲の相続人ではなくなったことから、相続税額の加箕 していない（相法 18、相基通 18-1)。

が必要であるとした。 そうすると、乙が相続の放棄をしても、乙と甲との一
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親等の血族としての身分関係が変動するわけではないの

で、相続税額の加算をする必要はない。



誤った取扱い 正しい取扱い

（実子の妻及び子が養子となっていた場合）

53 被相続人甲は、実子Aの妻B及び孫Cを養子として 53 相法 18条1項の適用上、一親等の血族からは、被相

いた。相続税の申告に当たって、B及びCはいずれも 続人の直系卑属が被相続人の養子となっている場合が除

養子縁組により甲の一親等の血族となることから、相 かれているから、Cは、相続税額の加算の対象となる

続税額の加算の必要はないとした。 （相法 18②)。

（注）相法 18条1項では、被相続人の配偶者及び一親等の血 Bは被相続人の直系卑屈でないため、相法 18条2項

族は、相続税額の加算の対象から除かれている。 の適用はなく、相続税額の加算の対象とはならない。

（養子の子で縁組前に出生した子を養子にしていた場

合）

54 被相続人甲の相続人は、平成 10年に養子縁組をした 54 Bは「被相続人の直系卑屈が養子となっている場合」

乙（兄弟の子）、平成 20年に養子縁組をした乙の子A に該当するため、相続税額の加算が必要であるが、 Aは

（平成8年出生）及びB （平成 11年出生）である。 これに該当しないことから、相続税額の加箕は不要であ

甲に係る相続税の申告に当たって、 A及びBは、い る（相法 18、民法727、809)。

ずれも「被相続人の直系卑屈が蓑子となっている場 なお、被相続人の直系卑屈に当たるか否かは、前記

合」に当たるとして、相続税額の加算をした。 （養子の子の代襲相続権） 50を参照。

8年 10勾三 11句f- 20年：

| 
I 
| 

I 

乙 甲 乙 甲

の が の 力5

子 乙 子 A 
A と B 及

出 蓑 出 び

生 子 生 B 
縁 と
紅l 袈

子
紐
組

l配偶者に対する相続税額の軽減関係1
（更正の請求による配偶者に対する相続税額の軽減）

55 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は更正の請求 I55 平成 23年 12月2日以後に申告期限の到来する相続税
では受けられないとした。
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について、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用

に係る当初申告要件が廃止されたことから、所定の密類

を添付して更正の請求をすることにより、配偶者に対す、

る相続税額の軽減の規定を受けることができる（相法 19

の2③)。

なお、配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、相続

税の期限内申告書（当該申告書に係る期限後申告害及び

これらの申告密に係る修正申告密を含む。）又は更正請

求書に同特例の適用を受ける旨及び金額の計箕に関する

明細の記載をし、かつ、財産の取得の状況を証する書類

等を添付して当該申告書を提出した場合に限り、適用す



誤った取扱 い

（「遺産が未分割…承認申請書」が提出されていない場合

の配偶者に対する相綾税額の軽減）

正しい取扱い

ることとされているから、課税庁が更正の請求に基づか

ない更正又は決定を行った場合においては、同規定の適

用はされない（相法 19の2③、 32、通則法23③)。

56 甲は、当初申告において、相続財産が未分割である 56 甲は、相続税の法定申告期限から 3年を経過する日の

として申告していたが、法定申告期限から 5年経過後 翌日から 2月を経過する日までに左記申請密を提出せ

に、相続財産が分割されたことにより配偶者に対する ず、税務署長の承認を得ていないので、配偶者に対する

相続税額の軽減の規定を適用する旨の更正の請求害を 相続税額の軽減の規定を適用することはできない（相法

提出した。

なお、甲は、「申告期限後3年以内の分割見込密」は

提出しているが、「迫産が未分割であることについてや

むを得ない事由がある旨の承認申請密」は提出してい

ない。

（配偶者以外の者が隠蔽仮装した財産を配偶者が取得し

た場合の配偶者に対する相続税額の軽減）

19の2②ただし密、相令4の2②、③、④)。

57 配偶者以外の者が隠蔽仮装した財産について、行為 57 配偶者以外の者が隠薇仮装した財産は、行為者でない

者でない配偶者が取得すれば配偶者に対する相続税額 配偶者が取得しても配偶者に対する相続税額の軽減の対

の軽減の対象財産になると した。

ぃ未成年者、障害者及び相次相続控除等関係l
(18歳で婚姻した者の未成年者控除）

象財産とはならない（相法 19の2⑤、⑥、相基通 19の

2-7の2)。

58 被相続人甲は、令和4年 1月に死亡した。相続人で 158 相続税法上は、未成年者控除を適用することができる

ある甲の子は、相続開始時点において 18歳であったが

婚姻をしていたことから、民法 753条（〔平成 30年6

月 20日法律第 59号〕による改正前のもの）の規定に

より成年に達したものとみなされるため、相続税の計

算上、未成年者控除は適用できないものとした。

（成年年齢引下げに伴う未成年者控除）

者を 20歳未満である者と規定し、民法の規定により成

年に達したものとみなされる者を除くとはしていないか

ら、婚姻している場合にも未成年者控除の適用がある

（相法 19の3①、相基通 19の3-2)。

※ 令和4年4月 1日以後に相続又は迫贈があった場合

は、未成年者控除の対象は、 18歳未満である者となる

（平成31年3月改正法附則23①)。

59 令和4年 5月に被相続人甲が死亡した。相続人であ I59 民法の改正により令和4年4月1日から成年年齢が 20

る甲の子は相続開始時において 18歳であったことか

ら、末成年者控除を適用した相続税の申告密を提出し

た。
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歳から 18歳に引き下げられたことに伴い、令和4年4

月1日以後に相続開始した場合の未成年者控除は相続開

始の日において 18歳未満である者が適用することがで



誤った取扱い 正しい取扱い

きることとなった（民法4、相法 19の3)。

そのため、相続人甲の子は相続開始時点において 18

歳に達しているため、末成年者控除を適用することはで

きない。

※ 令和4年3月 31 日以前に相続又は迫贈があった場

合は、 20歳未満の者（平成 31年 3月改正法附則 23

①)。

（未成年者（障害者）控除額が相続税額を上回る場合の

取扱い）

60 令和5年 2月に被相続人甲が死亡した。相続人は配I60 未成年者控除の控除不足額は、その未成年者の扶養義
偶者A、子B (21歳）及ぴ子C (12歳）である。

未成年者控除を適用しないで計箕した相続税額は配

偶者Aが 100万円、 子Bが 50万円、子Cが 30万円で

あった。

Cの未成年者控除額を計算すると (18歳ー12歳） X 

10万円＝60万円となり、 Cが納付すべき相続税額 30

万円を上回り、 30万円の控除不足額が勾出されたが、

控除不足額を他の相続人から控除しなかった。

• 20 • 

務者で、同一の被相続人から相続又は迫贈により財産を

取得した者の相続税額から控除できる（相法 19の3

②)。この扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟

姉妹のほか、三親等内の親族のうち家庭裁判所の審判に

より扶養義務を負った者である（相法 1の 2-、民

752、877)。

したがって、控除不足額 30万円は扶養義務者 (A、

B)の協議によって配分された場合はその配分額によ

り、その他の場合には政令で定める計箕式により控除不

足額 30万円をA、Bそれぞれあん分し、控除すること

となる（相令4の3)。

障害者控除に関しても同様である（相法 19の4③)。

なお、今回の相続の時と前回の相続の時における障害

の程度が異なり、一般障害者から特別障害者に該当する

こととなった場合又はその逆になった場合等の控除限度

額については、次のように計箕することとされている

（相通 19の4-4)。

（イ） 今回の相続において、満 85歳に達するまでの年

数に 10万円（特別障害者の場合は 20万円）を

乗じた金額

（口） ［ （イ）により計算した金額］＋［前の相続開始か

ら今回の相続開始の時までの年数に 10万円

（又は 20万円）を乗じた金額］一［過去の相続

の際にその者及びその者の扶養義務者の相続税

額から控除した金額］

（イ）または（口）のいずれか少ない金額が今回の相続

にかかる適用金額となる。



誤った取扱い 正しい取扱い

（障害者控除により税額がないこととなる者の申告）

61 甲は障害者であり、障害者控除の適用により納付す 61 暁害者控除の適用については、申告を要件としていな

べき相続税額は生じないが、全員が申告しなければな い（相法 19の4①)ので、障害者控除適用後に納付す

らないとした。

（被相続人が義父から遺贈を受けた財産に係る相続税の

相次相続控除）

べき税額が箕出されない場合は、申告義務はない。

相続税の申告密を提出しなければならない者は、被相

続人から相続又は迪贈により財産を取得した者等で、相

続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合にお

いて、その者に係る相続税の課税価格に係る障害者控除

等の規定を適用後の相続税額がある者とされている（相

法27①)。

62 被相続人甲の相続税の申告に当たり 、甲が5年前に 62 妻の父から甲に対する追贈は、「被相続人からの相続

妻の父（養子縁組はしていない）から追贈を受けたこ 人に対する迫贈」に該当しないことから、相次相続控除

とにより相続税を納付していたことから、相次相続控 の対象とならない（相法20)。

除を適用した。

『目続の放棄関係l
（相続放棄をした者がいる場合の死亡保険金の非課税限

度額）

63 法定相続人は4人であったが、そのうちの 1人は相 63 死亡保険金の非課税限度額の計箕上、「相続人の数」に

続の放棄をしたため、死亡保険金の非課税限度額を は、相続を放棄した者も含まれるから、 2,000万円 (500

1,500万円 (500万円X3人）とした。

（相続放棄をした者の受領した死亡保険金の非課税規定

の適用）

64 相続を放棄した者が受領した死亡保険金について、

相続税の非課税規定を適用した。

万円X4人）となる（相法3①、 12①五イ、 15②)。

64 死亡保険金についての非課税規定は、相続人が相続に

より取得したものとみなされた保険金に限って適用さ

れ、被相続人の相続人ではない者や相続を放棄した者又

は相続権を失った者には適用がない（相法 12①五、相基

通 12-8)。
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誤った取扱い

教育資金の贈与税の非課税の特例及び
結婚・子育て資金の贈与税の非課税の
特例関係

（教育資金の非課税の特例を受けていた場合の相続財産

への加算） （令和3年3月31日以前）

正し い 取扱 い

65 孫は、金融機関等と教育資金管理契約を締結し、祖 65 教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合、

父からの平成 30年の贈与 (300万円）及び令和2年の 死亡日における管理残額は、原則として、その贈与者か

贈与 (500万円）について、教育資金の非課税制度の ら相続又は迪贈により取得したものとみなされ、相続財

適用を受けていたが、令和3年に祖父が死亡した。

祖父の死亡まで、教育資金の支出がなかったことか

ら、相続財産に加箕すべき管理残額は 800万円である

として、相続税の申告を行った。

なお、孫は、祖父の死亡日において 20歳であり、祖

父から上記800万円以外の贈与は受けていない。

（教育資金の非課税の特例を受けていた場合の相続財産

への加算） （令和3年4月1日以後、令和5年3月 31 日

以前）

66 令和4年5月に祖母から 1,500万円の贈与を受け、

教育資金の非課税制度の適用を受けた。その後、令和

5年 11月に祖母が死亡した。

なお、受贈者は祖母の死亡日において 20歳であり、

学校等には在学していなかった。

上記 1,500万円のうち学校等へ支払った 100万円を

控除した残額 1,400万円について、相続税の課税価格

産に加箕する必要があるが、次の時期に贈与により拠出

された金銭等については、管理残額の計算から除外され

るため、相続財産に加算する必要はない （措法 70の2

の2⑫、措令 40の4の3◎、平成 31年改正令附則 38

②、令和3年改正令附則29②)。

［：（］］辱：：：：ィ：口：ロィ尋／3!：し曽月：3：:ロ

また、受贈者が贈与者の死亡日において、①23歳未満

である場合、②学校等に在学している場合又は③教育訓

練を受けている場合のいずれかに該当するとき（②又は

③については所定の手続を行った場合に限る。）には、

管理残額が相続又は迫贈によって取得したものとみなさ

れることはなく 、相続税の課税関係は生じないため（措

法 70の2の2⑬)、令和2年に贈与により取得した 500

万円についても相続財産に加算する必要はない。

※ 拠出時期による相続税課税の比較については、

後記70《参考》を参照。

66 教育資金口座契約中に贈与者が死亡した場合におい

て、令和3年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の

取得をし、この非課税制度の適用を受けた場合、管理残

額については相続等により取得したものとみなされる

（措法70の2の2⑫二）。

しかし、受贈者が贈与者の死亡日において、①23歳未

満である場合、②学校等に在学している場合又は③教育
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誤った取扱い

に算入する必要があると指導した。

（教育資金の非課税の特例を受けていた場合の相続財産

への加算）（令和5年4月1日以後）

67 令和5年4月に祖母から 1,500万円の贈与を受け、

教育資金の非課税制度の適用を受けた。その後、令和

6年 1月に祖母が死亡した。

なお、受贈者は祖母の死亡日において 20歳であり 、

学校等には在学していなかった。また、祖母の死亡に

係る相続税の課税価格の合計額は7｛意円であった。

上記 1,500万円のうち学校等へ支払った 100万円を

控除した残額 1,400万円について、受贈者が 23歳未満

であったことから相続税の課税価格に箕入する必要は

ないと指導した。

（結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の

相続財産への加算）

正 し い取扱い

訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合

のいずれかに該当するときは、相続等によって取得した

ものとはみなされない（措法70の2の2⑬)。

したがって、受贈者が 20歳であるため、管理残額に

ついて相続税の課税対象とはならない。

なお、②又は③に該当する場合は、その旨を明らかに

する書類を、贈与者が死亡した旨の届出と併せて金蔽機

閑等へ提出した場合に限る。

67 教育資金口座契約中に贈与者が死亡した場合におい

て、令和5年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の

取得をし、この非課税制度の適用を受けた部分について

は、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5｛意円を超え

るときは、 上記 66の①から③に該当する場合であって

も、管理残額は相続等により取得したものとみなされる

（措法70の2の2⑬ただし密）。

68 孫は、金融機関等と結婚 ・子育て資金管理契約を締 I68 結婚 ・子育て資金管理契約の期間中に贈与者が死亡し
結し、祖父からの平成 30年の贈与 (300万円）及び令

和2年の贈与 (500万円）について、結婚 ・子育て資

金の非課税制度の適用を受けていたが、令和5年に祖

父が死亡した。

祖父の死亡まで、結婚 ・子育て資金の支出がなかっ

たことから、相続財産に加算すべき管理残額は 500万

円であるとし、 平成 31年 3月 31 日以前に取得した

300万円については、相続財産に加算せずに相続税の

申告を行った。

なお、祖父から上記 800万円以外の贈与は受けてい

なVヽ。
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た場合には、死亡日における管理残額は、その贈与の拠

出時期にかかわらず、贈与者から相続又は迫贈により取

得したものとみなされ、相続財産に加箕する必要がある

（措法70の2の3⑫二）。

したがって、事例の場合、平成 30年に贈与により取

得した 300万円についても、相続財産に加算する必要が

ある。

※ 拠出時期による相続税課税の比較については、後

記70《参考》を参照。



誤った取扱い 正しい取扱い

（結婚 ・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の

7年以内の贈与加算）

69 孫は、令和 3年に祖父から 1,500万円の贈与を受 I69 結婚 ・子育て資金管理契約の期間中に贈与者が死亡
け、そのうち 1,000万円については結婚・子育て資金

の非課税制度の適用を受け、残り 500万円については

贈与税の申告をした（相続時精箕課税制度は選択して

vヽなVヽ。）。

令和 5年に祖父が死亡し、その時点において、結

婚・子育て資金口座には子育て資金支出額 700万円を

控除した 300万円の管理残額があったため、相続税の

課税価格の計箕に当たり、当該管理残額 300万円と、

相続開始前3年以内に祖父から暦年贈与に係る贈与に

よって取得した 500万円を加算して相続税の申告を

行った。

なお、孫は祖父から相続又は迫贈により管理残額以

外の財産を取得していない。

（結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の

相続税額の加算）

し、その死亡日において管理残額があるときは、その管

理残額は、その贈与者から相続又は迫贈により取得した

ものとみなされる（措法70の2の3⑫二）。

しかし、贈与者から相続又は迫贈により管理残額以外

の財産を取得しなかった受贈者については、相続開始前

7年以内に贈与があった場合の相続税の課税価格への加

箕の規定（相法 19)の適用はない（措法 70の2の3⑫

四）。

そのため、事例の場合、贈与税の申告をした 500万円

については、相続税の課税価格に算入する必要はない。

※ 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

の規定により、管理残額を相続又は迫贈により取得し

たものとみなされる場合で、管理残額以外の財産を取

得しなかった受贈者も同様となる（措法 70条の2の

2⑫四）。

70 孫は、祖父から令和2年4月に 1,000万円の贈与を 70 令和3年 3月 31日以前に贈与により取得した金額に

受け、結婚 ・子育て資金の非課税制度の適用を受けて 係る管理残額については、受贈者が被相続人の一親等の

いたが、令和5年1月に祖父が死亡した。 血族に該当するか否かにかかわらず、当該管理残額に対

死亡日における結婚・子育て資金口座の管理残額は 応する相続税額について、相続税額の 2割加箕の規定

300万円 (700万円は子育て資金として支出済み）で

あったため、相続税の計箕に当たっては、管理残額

300万円を相続財産に加算した。

また、受贈者（孫）は祖父の一親等の血族（その被

相続人の直系卑屈が相続開始前に死亡し、又は相続権

を失ったため、代襲して相続人となったその被相続人

の直系卑属を含む。）ではないので、相続税の計箕に当

たり、相続税額の2割に相当する金額を加算した。

なお、受贈者（孫）は祖父から相続又は迪贈により

管理残額以外の財産を取得していない。
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（相法 18条）は適用されない（令和3年改正法附則 75

⑤、令和3年改正令附則 29⑦)。

したがって、事例の場合、管理残額 300万円に対応す

る相続税額については、相続税額の加箕は不要である。

ただし、令和3年4月 1日以後に贈与者から金銭等を

取得したものがある場合におけるその取得分に対応する

管理残額に相当する相続税額については、相続税額の2

割加箕の規定が適用される（措法70の2の3⑫)。

※ 教育衰金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

の規定により、管理残額を相続又は迫贈により取得し

たものとみなされる場合の、管理残額に対応する相続

税額についても同様となる（措法70条の2の2⑫)。



誤った取扱い

言
（都市営農農地等につき特定生産緑地の指定がされな

かった場合の相続税の納税猶予の継続の可否）

正しい取扱い

《参考》拠出時期による相続課税の比較（イメージ）

・結婚・子育て資金の非課税の特例

拠出時期 ～令3.3. 31 令 3.4. 1~ 

相続財産へ
加算あり 加算あり

の加算

相続税額の
適用なし 適用あり

2割加算

・教育資金の非課税の特例

拠出詩闊
～平31331

菜3141 令3.4.1
令541~

～令3.3.31 ～令5331 

死亡首3年以内の
相綬財産への旧算 n算なし 謹税畏翻に 1 旧算あり 紅算あり

展り、旧算あり

23黛未汎である
知算なし 旧算なし /JJ算なし 知算あり※場合等には当

相8税額の2訂知算 | 適月なし 適月なし 遍月あり 沼月あり

※疇与者に保る相H税の諜税値格の合計額が50円以下である場合1：：は、旧算されない。

71 現に相続税の納税猶予を適用している都市営典展地 I71 都市営農農地等について現に相続税の納税猶予を適用
等について、申出基準日（生産緑地地区に関する都市

計画の告示の日から起算して 30年を経過する日）が到

来しているにもかかわらず、特定生産緑地の指定がさ

れなかったことから、猶予期限の確定処理を行った。
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している場合において、申出基準日が到来し、特定生産

緑地の指定がされなかったときであっても、その適用を

受けている納税猶予に限り、納税猶予は継続される（次

の相続・贈与の際には適用対象とはならない）。






